
総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040010

申請派
遣制度
に基づく
総定員
法の適
用除外
の特例
措置

行政機関の
職員の定員
に関する法
律

国の行政機関における職
員（常勤恒常職）の定員の
総数について最高限度を
規定し、国の行政機関の
総体的な規模の膨張を抑
制

Ｅ

総定員法に基づく定員管理は、国による国自身の内部管理の仕組み
であるので、構造改革特区で検討すべき規制ではないと考える。

なお、特定省庁の一地方支分部局の特定箇所における定員配置は、
当該省庁に委ねられているところであるので、本件については、国土交
通省と適切な定員配置について御相談されたい。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

総定員法に基づく定員管理は、国による内部管理の仕組みであり、特区で
検討すべき事項ではないとの回答であるが、国土交通省に対しても、申請
者の一部費用負担による自動車登録官・検査官の派遣制度創設の特例
措置を提案したが、増員が厳しく抑制されているため職員の増員は見込め
ないとの回答でり、群馬運輸支局の職員の中からの派遣はできないとのこ
とであった。しかし、住民ニーズに基づく利便性の向上や、地域経済の活
性化に寄与し、登録検査業務の件数の拡大が見込める場合は、総定員法
の枠内、枠外にとらわれず、関係省庁において、その必要性や需要バラン
スを考慮し、その対応を再検討願いたいと考える。

前回御回答したとおり、総定員法に基づく定員管理は、国による国自身
の内部管理の仕組みであるので、構造改革特区で検討すべき規制で
はないと考える。

　いずれにせよ、地域又は範囲を限定するとは言え、一部の国家公務
員について、定員管理の対象から外し、制限なく増員を可能とするよう
な措置を講ずることは行政の膨張等につながりかねないことから、これ
を認めることはできない。
なお、本件については、群馬陸運支局を含む地方運輸局全体の定員
約４６００人の中での適切な定員配置について、国土交通省と御相談さ
れてはいかがか。

1019020
太田
市

陸運
特区
構想

申請派遣
制度に基
づく総定
員法の適
用除外の
特例措置

総定員法の枠外での派遣
により、陸運支局のユー
ザーに対するサービスの
低下を防止しする。また、
登録官・検査官のＯＢの任
用により、再雇用制度の確
立を図る。

派出申請を行なうに当り、
派出所設置に関わる手数
料等を申請団体が負担し、
登録官・検査官の派遣に
伴う費用の軽減を図る。

040020

指定統
計調査
の業務
委託及
び委託
業者か
らの調
査員派
遣の特
例承認

統計法第１２
条、統計法施
行令第８条、国
勢調査令第７
条、統計調査
員に係る規定
を置く各調査規
則

（修正理由：事
業所・企業統計
調査から商業
統計調査まで
は、調査員調
査の例示にす
ぎないことから
一括した。な
お、国勢調査
令だけは政令
であることから
残した。）

　統計の真実性を確保し、統計
利用者に信頼される質の高い
統計を作成するためには、秘
密の保護等により調査対象者
の信頼を得ることが不可欠で
ある。そのため、指定統計調査
を実施するに当たって統計調
査員を設置する場合には、国
又は地方公共団体が任命する
非常勤の公務員をもって充て
ているところである。
　指定統計調査を実施するに
当たって、統計調査員を設置
することは法律上の規制では
ないが、指定統計調査の実施
方法については、調査実施者
（各省）において、調査ごとに規
則（一部の調査については政
令。以下同じ。）を定めていると
ころであり、調査の規模・内容
等を踏まえて統計調査員を置く
場合には、その旨が規則で定
められているところである。

Ｃ Ⅱ、Ⅲ

（１）指定統計調査は、
①　作成する統計の重要性に鑑み、申告義務を課して行われるものであり、それと表裏一体の
関係として調査客体の秘密を厳格に守らねば成り立たないものである。また、その重要性から、
公権力の行使である実地調査（立入調査）が行われる場合がある。そのため、国民の信頼と協
力を得て調査を行うために、調査員事務には、法律上守秘義務が課せられ、秘密漏洩の際に
は罰則の適用対象となる公務員の身分を有する統計調査員が従事しているところである。
②　また、全国的で大規模な調査が多いが、調査を実施するに当たっては、結果にバイアスが
生じないよう、同一時点・同一方法で統一的に行う必要がある。
（２）調査員に関する事務を民間事業者に委託することについては、
①　国民の信頼・協力を得るという観点からは、守秘義務が課せられ、秘密漏洩の際には罰則
の適用される統計調査員を配置した上で、行政機関が直接行っている現行の方式に比べ、協
力の度合が低下するなど調査の結果精度が低下するおそれがある。
②　民間委託の受け皿という観点からは、受託できる事業者が事実上存在しない可能性がある
ほか、受託できる事業者が存在するとしても地域によって事業者が区々に分かれる可能性が
強く、その結果、調査の統一性の確保が困難となり、地域ごとの回収率に大きな差異が生じる
等、調査の結果精度が低下するおそれがある。
等の課題がある。御要望に対応するには、以上のような課題の解決が必要であり、現時点で対
応することは困難であると考える。
（３）しかしながら、統計調査事務の民間委託については、平成16年早々に関係府省による検討
会議を立ち上げ、その中で統計事務の民間委託に関する様々な選択肢を含めて検討を進め、
その検討を踏まえ、平成16年度中に、民間委託に係るガイドラインを作成することとしている。
　今回要望されている調査員調査の民間委託についても、その可能性を含め上記検討の中で
議論されるが、いずれにせよ、ガイドラインの内容及びそれを踏まえた各調査実施省における
対応も、現時点では明確ではない。

承認統計調査では
委託でき、指定統計
調査ではできない理
由は何か示された
い。
また、貴省の回答で
は、統計調査事務
の民間委託につい
て、平成16年度中に
ガイドラインを作成
するとされている。
これらの点を踏ま
え、民間委託につい
て、特区で先行実施
できないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し解答
されたい。

① 調査内容の漏洩防止及び調査対象からの信頼性確保に関して、総務省回答が調査員の守秘義務効果
を強調する一方で申告義務違反者（調査拒否者）が存在しながら告発しない現状は、統計法第19条の不当
な運用を惹起させ調査対象者の申告義務と調査員の職務専念義務の双方の努力インセンティブを弱めると
考えられる。また公務員法によらなくとも個人情報保護法・自治体の個人情報保護条例による罰則規定で担
保されることが考慮されていない。非常勤の公務員でなくとも調査の守秘担保は可能であると考えるが、現
行の調査員制度を援用する立場をとれば、民間事業者の調査員を当該公務員として調査実施主体が任用
すればよい。一方民間事業者は企業イメージ（ブランド・信頼性）を重視するので守秘性は高いと推定され
る。② 狭義の調査の統一性確保問題は、調査員が自治体の登録調査員でも民間事業者の構成員でも、同
一実施期間で訪問・調査票の配布／回収といった定型的な事務を実施するだけであり、調査の統一性を損
なうことはない。③民間事業者に委託する調査では調査対象からの協力度合が低下するとの指摘及び実施
業者が存在するかとの指摘は、総務省が「家計消費状況調査」で業者委託を行っている事実から反証に欠
ける。また全国に渡って同一の民間事業者がこれを行うことを前提とせず、自治体ごと或いは自治体調査区
域の一部を受託単位として設定すれば、受託可能な民間事業者数は増えると考えられる。その場合、総務
省は「調査の統一性の確保が困難となり地域の回収率に格差が生じ調査結果の精度が低下する」と指摘す
るが、そもそも統一性（広義）の究極の姿は実施者たる総務省自身が直接実施（指揮）してはじめて実現す
るもので、法令で外部機関（自治体）に委任している状態では既に統一性の一部は実現されていない。「統
一性」が自治体規模まで達成されていると緩やかに解釈しても、総務省が自治体を指導・監督するのと同様
な枠組を自治体と民間事業者間で構築しさえすれば、「統一性」は委託でも実現可能である。調査対象への
周知も「家計消費状況調査」と同じ施策を実施すれば、当該調査と同様の周知水準が達成できる。④「家計
消費状況調査」において総務省は平成13年10月から民間事業者に調査業務を委託しており、平成14年度か
らは通年契約を実施している「実績」を踏まえると、指定統計調査においても業務委託形式により実施するこ
とは問題ないのではないか。総務省は委託形式では問題ありと回答しているが、「家計消費状況調査」では
総務省自ら民間業者委託を実施し、
他の統計調査（総務省所管）での委託は全て認めない施策は「二重の基準」設定である。
特区申請で認めない特別な理由を明確にした説明が求められる。

統計審議会諮問第273号での調査計画
にあるように、総務省は「家計消費状況
調査」での調査実施機関について当初
から民間委託を企画していた事実があ
り、審議会答申でも「概ね適当」と評価さ
れている。外部委託に伴う調査内容の
守秘コントロールの問題は、総務省が独
立行政法人統計センターに調査票の処
理委託している実態や「家計消費状況調
査」を民間事業者に委託して実施してい
る実態を考慮すると、委託問題は現在実
施している総務省委託方式を自治体に
も「拡大・延長」していく「実施」の適用問
題として整理される。他の統計調査につ
いても現在の「試験調査」が実施されて
いることと同様に考えれば調査委託は実
施可能であり、特区の趣旨を活かせるか
総務省の度量が試される。

　指定統計調査は、前回も回答したとおり、国の基本的な統計調査として、作成する統計の真
実性の確保にかんがみ、申告義務を課して行われるものであり、その重要性から、公権力の行
使である実地調査（立入調査）が行われる場合がある等、承認統計調査とは法的な位置付け
が異なるものである。このため、調査の円滑かつ確実な実施、調査結果の精度を確保するた
め、特に必要があるものについては、都道府県、市町村、統計調査員の調査系統によって実施
されているものであり、これに民間委託を導入することについては、現行の仕組の変更が統計
調査に与える影響等を含め、実態及び制度の両面にわたるより慎重な検討が必要である。
　具体的には、民間委託の実施に当たっては、報告者の協力及び結果精度の水準を継続的に
確保する観点から、例えば、委託先として求められる業務能力、委託分野、委託方法、秘密の
保護の手当等、多くの検討すべき課題がある。また、統計調査は、一度実施して結果として精
度がよくないといって、やり直すことができないものであり、一度行われれば、その結果が利用
され続けるものであるという性格にも十分配慮する必要がある。
　したがって、民間委託については、調査実施者である各省と、上記の課題について十分検討
し、認識を共有した上で推進することが合理的・効率的であると考えており、現段階で特区によ
り対応するよりも、平成16年に関係府省により設ける検討会議における議論を経た上で、その
一層の推進を図るべきものと考えている。
　もちろん、民間委託の推進については、当方も認識しているところであり、前回回答していると
おり、上記検討会議において「調査精度への影響など統計調査における民間委託の状況や問
題点を把握した上で、委託先として求められる業務能力、委託分野、委託方法などについて検
討し、報告者の信頼確保に重点を置いた統計調査の民間委託に係るガイドラインを平成16年
度中に作成する」（「統計行政の新たな展開方向」平成15年6月27日各府省統計主管部局長等
会議申合せ）こととしている。

貴省の回答にあ
る検討会議にお
いて、早急に具
体的検討を行
い、提案内容も
含め幅広く民間
委託が実現され
るよう図られた
い。

要請の趣旨も踏まえて、検
討を進めてまいりたい。

3110010 個人

「指定
統計」
調査
特区

指定統計
調査の実
施方法の
要件緩和
（民間経
済主体へ
の法定受
託事務主
体（地方
公共団
体）の指
定統計調
査の業務
委託及び
委託業者
からの調
査員派遣
の特例承
認）

指定統計調査について、
自治体の管理のもと業務
委託により民間経済主体
に調査業務の一部または
全部を行わせることで、国
勢調査のような大規模調
査で調査員確保が困難な
状況が緩和され安定的に
事業が実施できる。加えて
登録調査員方式に比べて
自治体の事務コストの軽減
及び国の経費削減に貢献
する。

指定統計調査での調査
員・指導員について、法定
受託事務主体たる市町村
での確保が困難な場合
に、当該自治体が民間経
済主体（調査会社、シンク
タンク、派遣業者等）に対し
調査業務の一部、又は全
部委託を行うことで、安定
的に調査が実施可能とな
る。特に国勢調査の実施
時においては、５０万人超
の市・政令指定都市、特別
区等の大都市部では、調
査員・指導員合わせて4０
00人を超える人数を確保
することが必要であるが、
現状では確保できない状
況が散見されるため、特例
措置による実施が必要で
ある。

040020

指定統
計調査
の業務
委託及
び委託
業者か
らの調
査員派
遣の特
例承認

統計法第１２
条、統計法施
行令第８条、国
勢調査令第７
条、統計調査
員に係る規定
を置く各調査規
則

（修正理由：事
業所・企業統計
調査から商業
統計調査まで
は、調査員調
査の例示にす
ぎないことから
一括した。な
お、国勢調査
令だけは政令
であることから
残した。）

　統計の真実性を確保し、統計
利用者に信頼される質の高い
統計を作成するためには、秘
密の保護等により調査対象者
の信頼を得ることが不可欠で
ある。そのため、指定統計調査
を実施するに当たって統計調
査員を設置する場合には、国
又は地方公共団体が任命する
非常勤の公務員をもって充て
ているところである。
　指定統計調査を実施するに
当たって、統計調査員を設置
することは法律上の規制では
ないが、指定統計調査の実施
方法については、調査実施者
（各省）において、調査ごとに規
則（一部の調査については政
令。以下同じ。）を定めていると
ころであり、調査の規模・内容
等を踏まえて統計調査員を置く
場合には、その旨が規則で定
められているところである。

Ｃ Ⅱ、Ⅲ

（１）指定統計調査は、
①　作成する統計の重要性に鑑み、申告義務を課して行われるものであり、それと表裏一体の
関係として調査客体の秘密を厳格に守らねば成り立たないものである。また、その重要性から、
公権力の行使である実地調査（立入調査）が行われる場合がある。そのため、国民の信頼と協
力を得て調査を行うために、調査員事務には、法律上守秘義務が課せられ、秘密漏洩の際に
は罰則の適用対象となる公務員の身分を有する統計調査員が従事しているところである。
②　また、全国的で大規模な調査が多いが、調査を実施するに当たっては、結果にバイアスが
生じないよう、同一時点・同一方法で統一的に行う必要がある。
（２）調査員に関する事務を民間事業者に委託することについては、
①　国民の信頼・協力を得るという観点からは、守秘義務が課せられ、秘密漏洩の際には罰則
の適用される統計調査員を配置した上で、行政機関が直接行っている現行の方式に比べ、協
力の度合が低下するなど調査の結果精度が低下するおそれがある。
②　民間委託の受け皿という観点からは、受託できる事業者が事実上存在しない可能性がある
ほか、受託できる事業者が存在するとしても地域によって事業者が区々に分かれる可能性が
強く、その結果、調査の統一性の確保が困難となり、地域ごとの回収率に大きな差異が生じる
等、調査の結果精度が低下するおそれがある。
等の課題がある。御要望に対応するには、以上のような課題の解決が必要であり、現時点で対
応することは困難であると考える。
（３）しかしながら、統計調査事務の民間委託については、平成16年早々に関係府省による検討
会議を立ち上げ、その中で統計事務の民間委託に関する様々な選択肢を含めて検討を進め、
その検討を踏まえ、平成16年度中に、民間委託に係るガイドラインを作成することとしている。
　今回要望されている調査員調査の民間委託についても、その可能性を含め上記検討の中で
議論されるが、いずれにせよ、ガイドラインの内容及びそれを踏まえた各調査実施省における
対応も、現時点では明確ではない。

承認統計調査では
委託でき、指定統計
調査ではできない理
由は何か示された
い。
また、貴省の回答で
は、統計調査事務
の民間委託につい
て、平成16年度中に
ガイドラインを作成
するとされている。
これらの点を踏ま
え、民間委託につい
て、特区で先行実施
できないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し解答
されたい。

（１） 指定統計調査にかかる事項
① 調査内容の漏洩防止について
総務省は、現在の調査員に非常勤の公務員の身分を与え守秘義務と罰則適用により秘密漏洩が抑止できると回答して
いる。しかし、民間人を対象とした現行の登録調査員制度でも、調査員任命期間外で当該調査員の動向を把握できな
い。秘密保持の観点から言えば、個々の調査員の自覚を待つ以外にない。これは、民間事業者であっても対面調査の
実施の場合には、「人」により調査を実施することとなり条件は全く同じであり、逆にステークホルダーを多く抱える民間
事業者の方が、一般的に企業イメージ（ブランド）と信頼性を重視するので守秘性は高いことが推定される。
罰則適用による情報守秘のインセンティブ効果については、民間事業者には総務省所管法令である個人情報保護法に
よる情報守秘が課せられており、さらに自治体によっては条例で個人情報保護及び罰則規定を設けている場合があり、
法令による担保のあり方は変わらない（契約条項にも守秘義務規定を設けておけば債務不履行など民事上の責任も問
われる）。総務省の回答を見ると、公務員法によらなくとも個人情報保護法・自治体の個人情報保護条例による罰則規
定で担保されることが考慮されていない。加えて総務省は、指定統計調査が調査客体の申告義務と調査員の守秘義務
により両者の信頼関係が醸成されて実施されるものと回答しているが、実際は申告義務違反（調査拒否者）が数多く存
在しているのが現状である。この事実は先の信頼関係が崩壊している現れであり、調査拒否者に対して総務省が統計
法第19条による告発をしないことは、法令による義務強制措置制度も崩壊しているといってよい。よって総務省が調査員
の守秘義務のみ強調し、現在の申告義務違反者を告発せず放置していることは、調査対象者の調査申告努力と調査員
の守秘義務に対する両者の努力インセンティブを弱める効果をもつとともに統計法第19条の罰則の不公平な運用と考え
られる。
また、現行の調査員制度を援用する立場をとれば、民間事業者の調査員について非常勤の公務員として任用すればよ
い（あるいは民間業者自体が法人格を持てば法人に義務を付与することも理論上可能である）。従って、非常勤の公務
員でなくとも調査内容の守秘担保は可能であるが、非常勤の公務員にこだわるのであれば、民間事業者（またはその構
成員）に付与できるようにすればよいので、付与するかしないかの論点（付与できない場合は問題点）の回答が必要であ
る。
② 調査内容の統一性の担保について
　　ここでの論点は、ある自治体の統計調査で登録調査員から民間事業者の調査員に替えて実施することに問題が
生じるかにある。調査員方式を踏襲すれば、調査対象区域に調査員を配置し、実施期間内に同一調査票を持参し、
マニュアルどおり説明し調査票を回収する定型的な事務を実施するだけであり、調査員が自治体の登録調査員で
あろうが、民間事業者の構成員であろうが、（狭義の）調査の統一性を損なうことはない。総務省は民間事業者が
勝手に調査活動を行なう可能性を主張するが、委託した自治体が契約条項に調査方法について規定すれば、
調査の統一性は確保される。

外部委託に伴う調査内容の守秘コントロールの問題
は、総務省が統計調査票の処理について（設立沿革
はさておき）独立行政法人統計センターに委託してい
る実態や「家計消費状況調査」を民間事業者（新情報
センター）に委託して実施している実態を考慮すると、
自治体が民間事業者に委託し守秘コントロールするこ
とと同じレベルで議論できるので、委託問題は統計主
管官庁が現在実施している委託の「拡大論」でしかな
い。

（３）総括的な反論
現在毎月行われている「家計消費状況調査（総務省統
計局所管）」は、平成13年５月11日付、総統企第108号
により片山総務大臣（当時）から竹内啓統計審議会会
長あて、諮問第273号「家計調査及び特定消費統計調
査（仮称）の計画について」諮問されたことにより、統計
審議会の答申（平成13年７月13日　諮問第273号）を受
けた、統計報告調整法に基づく承認統計である。諮問
第２７３号における調査計画にあるように、総務省統計
局は調査実施機関について当初から民間委託を企画
し、審議会答申でも民間委託について「おおむね適
当」と評価している。この答申の結果、承認統計調査
において、総務省は平成13年10月から民間機関であ
る「新情報センター」に調査業務を委託しており、平成
14年度からは通年契約を実施している「実績」を踏ま
えると、他の指定調査においても同様の業務委託形
式により統計調査を実施することは問題ないのではな
いか。一気に全国適用も可能であろう。

　指定統計調査は、前回も回答したとおり、国の基本的な統計調査として、作成する統計の真
実性の確保にかんがみ、申告義務を課して行われるものであり、その重要性から、公権力の行
使である実地調査（立入調査）が行われる場合がある等、承認統計調査とは法的な位置付け
が異なるものである。このため、調査の円滑かつ確実な実施、調査結果の精度を確保するた
め、特に必要があるものについては、都道府県、市町村、統計調査員の調査系統によって実施
されているものであり、これに民間委託を導入することについては、現行の仕組の変更が統計
調査に与える影響等を含め、実態及び制度の両面にわたるより慎重な検討が必要である。
　具体的には、民間委託の実施に当たっては、報告者の協力及び結果精度の水準を継続的に
確保する観点から、例えば、委託先として求められる業務能力、委託分野、委託方法、秘密の
保護の手当等、多くの検討すべき課題がある。また、統計調査は、一度実施して結果として精
度がよくないといって、やり直すことができないものであり、一度行われれば、その結果が利用
され続けるものであるという性格にも十分配慮する必要がある。
　したがって、民間委託については、調査実施者である各省と、上記の課題について十分検討
し、認識を共有した上で推進することが合理的・効率的であると考えており、現段階で特区によ
り対応するよりも、平成16年に関係府省により設ける検討会議における議論を経た上で、その
一層の推進を図るべきものと考えている。
　もちろん、民間委託の推進については、当方も認識しているところであり、前回回答していると
おり、上記検討会議において「調査精度への影響など統計調査における民間委託の状況や問
題点を把握した上で、委託先として求められる業務能力、委託分野、委託方法などについて検
討し、報告者の信頼確保に重点を置いた統計調査の民間委託に係るガイドラインを平成16年
度中に作成する」（「統計行政の新たな展開方向」平成15年6月27日各府省統計主管部局長等
会議申合せ）こととしている。

貴省の回答にあ
る検討会議にお
いて、早急に具
体的検討を行
い、提案内容も
含め幅広く民間
委託が実現され
るよう図られた
い。

要請の趣旨も踏まえて、検
討を進めてまいりたい。

5124001 個人

指定統計
調査の実
施方法の
要件緩和
（民間経
済主体へ
の法定受
託事務主
体（地方
公共団
体）の指
定統計調
査の業務
委託及び
委託業者
からの調
査員派遣
の特例承
認）

指定統計調査について、
自治体の管理のもと業務
委託により民間経済主体
に調査業務の一部または
全部を行わせることで、国
勢調査のような大規模調
査で調査員確保が困難な
状況が緩和され安定的に
事業が実施できる。加えて
登録調査員方式に比べて
自治体の事務コストの軽減
及び国の経費削減に貢献
する。

指定統計調査での調査員・指
導員について、法定受託事務
主体たる市町村での確保が困
難な場合に、当該自治体が民
間経済主体（調査会社、シンク
タンク、派遣業者等）に対し調
査業務の一部、又は全部委託
を行うことで、安定的に調査が
実施可能となる。特に国勢調
査の実施時においては、５０万
人超の市・政令指定都市、特
別区等では、調査員・指導員
合わせて4０00人を超える人数
を確保することが必要である
が、現状では確保できず、特例
措置による実施が必要である。
都道府県が統計法で示された
指定統計調査の実施にあって
統計調査員設置を行う必要あ
りと認めた場合は、現行法令
の特例により法人（業者）への
一括任命又は業者からの派遣
調査員各人に任命を行う。

040020.1

（２）民間事業者委託に対して総務省が指摘した問題点について
　　①行政機関の実施に対して民間事業者に委託する調査では、調査対象者の調査協力の度合が低下す
るので問題があるとしている。そうであるなら現在、全国規模で行われている「家計消費状況調査（総務省統
計局所管）」は、調査協力の度合が低いと認識しながら民間事業者に委託して実施されていることとなり、反
論内容と矛盾する。また「調査協力の度合が低下する」ことの証左として調査協力の度合の測定指標を「回
収率又は回答率」と定義すれば、委託調査の実例として「家計消費状況調査」における経年での当該比較
数値の提示がなければ反証に欠ける。挙証責任側として反論根拠となっている家計消費状況調査における
当該数値と指定統計調査での比較数値を明示してほしい。
次に、調査対象の調査協力低下の予防策としては、総務省が現在行っている「家計消費状況調査」で行って
いるPR、すなわち民間事業者（新情報センター）に委託して調査を実施しているとする内容の周知（PR・広
告）と全く同じ施策を実施すれば、当該調査と同様の実施状況が実現されるので問題ないはずである。
②総務省は、受託可能な業者が存在するかという問題提起を行っているが、現に総務省は「家計消費状況
調査」を民間事業者（新情報センター）に委託して実施しているので、存在するかという問題提起自体が説得
性に欠ける。また、全国に渡って同一の民間事業者がこれを行うことを前提とせず、法定受託主体（自治体）
の区域ごと或いは自治体調査区域の一部を受託単位として設定すれば、受託可能な民間事業者数は増え
るであろうと考えられる。その場合、「調査の統一性の確保が困難となり地域の回収率に格差が生じることで
調査結果の精度が低下する」問題点を総務省は指摘するが、そもそも（広義の）統一性の究極の姿は実施
者たる総務省自身が直接実施（指揮）してはじめて実現するものであって、法令で外部機関（自治体）に委任
していることで、既に統一性の一部は実現されていない。ここで「統一性」を自治体規模まで達成されている
と緩やかに解釈すれば、総務省が自治体を指導・監督するのと同様な枠組みを自治体と民間事業者間で構
築しさえすれば総務省の言う「統一性」は実現可能であり、設定は容易であるからこそ当該申請が行われて
いるのである。自治体間での政策形成能力格差が問題とされているのが地方自治の現状であるのに、自治
体のみが「無辜の民」の如く信頼でき民間事業者は信用できないとする発想は、民間委託を行うことで広く民
間の経営資源を活用して構造改革を推進する政府の
施策思想に反する。

　例えば家計消費状況調査・国勢調査の両調
査とも、調査員が家計世帯を訪問して調査票
を「留置き回収」する形式をとっており、同じ調
査方法をとりながら、総務省があくまでも特定
の社団法人（新情報センター）との通年委託契
約を自ら締結する一方、法定受託事務たる指
定統計調査において自治体から他の民間調
査主体への統計調査の業務委託の裁量を認
めないのは不自然である（自家撞着）。このよ
うに総務省は委託形式では問題ありと回答し
ているが、「家計消費状況調査」では総務省自
ら民間業者委託を実施し、他の統計調査（総
務省所管）での委託は全て認めない施策は
「二重の基準」設定である。この種の明白なダ
ブル・スタンダードを統計主管官庁（総務省）は
是正する必要がある。特区認定で総務省が問
題としていることは、現在総務省が行なってい
る統計調査での「委託契約方式」を自治体に
公開し適用を認めることですぐさま解決できる
と考えられる。総務省は「家計消費状況調査」
で民間事業者委託を実施しながら、他の統計
調査（総務省所管）では法定受託事務執行者
が委託を行なうことを全て認めない理由を説明
する必要がある。
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条例で
定めら
れる罰
則の重
罰化

地方自治法
第14第３項

普通地方公共団体は、法
令に特別の定めがあるも
のを除くほか、その条例中
に、条例に違反した者に対
し、２年以下の懲役若しく
は禁錮、100万円以下の罰
金、拘留、科料若しくは没
収の刑又は５万円以下の
過料を科する旨の規定を
設けることができる。

Ｃ Ⅰ
　条例による罰則の上限については、全国一律に定められるべきであ
り、特定の地方公共団体のみについて特例を設けることはできない。

条例による罰則の
上限をなぜ全国一
律に定めるべきなの
か明確にされたい。
また、提案は条例に
よる罰則を強化した
いというものであり、
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２９条では、偽りその他不正の
手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた
者は、「５年以下の懲役」又は１００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると、
同法第３０条では補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への
使用をした者は、「３年以下の懲役」若しくは５０万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科すると規定している。国の補助金が削減される中、自治体の補助金交付を適正
に行うため、国と同様の条例を制定する場合、同様の行為を行った者に対する罰則
は、当然「５年以下の懲役」及び「３年以下の懲役」と規定すべきである。また、法人に
対する罰金刑については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３０条では「１億円
以下」と、道路運送車両法第１１１条では「２億円以下」と規定している。このように、地
方分権推進の結果として、多種多様な条例を制定し、罰則を定めるケースが増大して
いる現状にかんがみると、現状の罰則上限は、時代のすう勢や現在の経済情勢に合
致していないのは明らかである。そもそも条例で罰則を定められる以上、罰則が全国
一律である必要がないことも明白である。どの程度の罰則を定めるかは、構成要件や
違法性、地域の特性、他の罰則とのバランスなど、個別に判断されるべきであり、上
限を全国統一しなければならない意義・根拠はない。是非とも特区制度の趣旨につい
てあらためてご理解いただき、本提案を採りあげていただけるようお願いしたい。

　憲法第３１条は、刑罰は法律によらなければ科すことができないとして
おり、一方、第９４条では、地方公共団体は法律の範囲内で条例を定め
ることができることとしていることから、条例により罰則を科す場合、地
方自治法で罰則の上限を設けることは、憲法上の要請からも必要であ
る。

仮に全国一律に
上限を定めるも
のとした場合で
あっても、法律に
よる「５年以下の
懲役」や「２億円
以下」のような罰
則と条例で定め
られる罰則との
不公平感を解消
し、かつ自治体
がその範囲内で
必要な罰則を定
められるよう、地
方自治法で定め
られている罰則
の上限を引き上
げることができな
いか、再度検討
し回答されたい。

　当初の回答及び再検討
要請に対する回答の趣旨
のとおりである。

1179010
草加
市

安心で
便利な
行政
サービ
ス特区
（条例
で定め
られる
罰則
の上
限をよ
り重く
する）

条例で定
められる
罰則の上
限をより
重くする

条例で定められる罰則の
上限をより重くする

地方自治法第１４条第３項に規
定する条例で規定できる罰則
上限「２年以下の懲役若しくは
禁錮、１００万円以下の罰金」
を「５年以下の懲役若しくは禁
錮、１００万円以下の罰金（法
人の罰金刑にあっては２億
円）」に緩和し、次の例のように
罰則を規定する。
１　草加市個人情報保護条例
個人情報取扱業者の守秘義務
違反などの法人の罰金刑を「２
億円以下」とする。
２　草加市補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する条
例　補助金等の不正交付を受
けた者の懲役刑を「５年以
下」、他用途使用者の懲役刑
を「３年以下」とする。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040110

市町村
議会の
定例会
の回数
制限の
廃止

地方自治法
第102条第２
項

定例会は、毎年、４回以内
において条例で定める回
数招集しなければならな
い。

Ａ Ⅰ

　定例会の回数は、住民自治の充実とともに、定例会と臨時会との関
係を含む議会運営のあり方に関わることから、議会運営の実態を十分
勘案して慎重に論議していくべきものであり、全国的な対応については
分権型社会における今後の地方議会のあり方全体のなかで論議し、ど
のように対応するのか結論を出したい。
　なお、執行機関と議会が合意をして４回を上回る定例会を開催しよう
とする場合については、一定の条件の下に特区として対応することとし
たい。

貴省の回答にある
「一定の条件」とは
何か示されたい。

　具体的な基準については現在検討中である。
早急に検討し、
示されたい。

Ｂ Ⅰ

　本提案については、再検
討の結果、全国的に対応
することとし、地方公共団
体の議会の定例会の回数
について、毎年４回以内で
条例で定める回数としてい
るものを、毎年条例で定め
る回数とする。

1015020
鳥取
県、倉
吉市

住民
に身
近な市
町村
議会
特区

 市町村議
会の定例
会の回数
制限の廃
止

市町村議会定例会の年４
回以内の回数制限を廃止
し、市町村条例で回数を独
自に定めることとする。

年４回以内に制限されてい
る定例会の回数を、市町
村条例で独自に定めること
により、様々な議題を適
時・迅速に議会で議論する
ことが可能とする。

040120

市町村
長の必
置規定
の廃止

地方自治法
第139条第２
項

市町村に市町村長を置く。 Ｃ Ⅰ

　本件提案の内容は、首長と議会の二元代表制という地方自治制度の
基本構造のあり方に関わり、憲法解釈上の疑義も存することから、幅
広い見地から議論を必要とする問題である。
　なお、その検討の時期については未定。

第3次提案において
も同旨の回答である
が、その後の検討
状況を示されたい。
また、今後の検討ス
ケジュール等につい
ても早期に示された
い。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

本提案は、（財）日本都市センターに「自治体組織の多様化に関する研究
会」が設置され、全国の市・区に対してアンケート調査が実施されるなど、
議論の高まりを見せている地方自治体の多様な組織形態の選択を実現す
ることにより、行政の効率化や執行機関と議会が一体となったまちづくりの
展開を求めているものである。
市支配人制度については、アメリカやカナダはもとより、伝統を重んずるイ
ギリスにおいても、地方自治体の組織について、国が定めた①議員内閣
型②公選首長・内閣型③シティ・マネージャー型の中から選択できるように
法改正がなされている。
また、組織形態の選択にあたっては、住民投票の実施により民意を反映す
ることを念頭に置いている。
上記を踏まえ、憲法解釈上の疑義とは具体的にどのような点か、また、幅
広い見地からの議論を必要としているところの議論すべき具体的論点につ
いて、可能な限り網羅的に明示いただくとともに、提案している地方自治法
の改正について再検討され、その見解及び今後の対応について具体的に
提示されたい。

１　提案にある、いわゆる市支配人制に関しては、従来から、
　(1) 憲法は議事機関としての議会の設置にとどまらず、議決機関と執
行機関の分立を要請しているものかどうか、
　(2) 憲法に規定する「地方公共団体の長」は執行機関の長を意味する
ものと解すべきかどうか、地方公共団体を代表する者であれば足りると
考えられるか。
　　という議論すべき憲法解釈上の論点があるところである。
２　１のような憲法上の大きな論点があるテーマであるので、国民的な
議論を得たうえで地方制度調査会等の場において慎重に検討すべき
課題である。
３　なお、今後の検討スケジュールについては現在までのところ未定で
ある。

第3次提案から
繰り返し提案さ
れている事項で
あり、特区の基
本方針に基づ
き、早急に検討
を行うべきと考え
るところ。
今後の対応方針
及び検討スケ
ジュールをできる
だけ早期に示さ
れたい。

　当初の回答及び再検討
要請に対する回答の趣旨
のとおりである。

1117010
志木
市

地方
自治
解放
特区

市町村長
の必置規
定の廃止

　地方自治法で必置とされている市
町村長について、地域の実情に応じ
て、当該普通地方公共団体の議会
の議員により行政事務の執行を担
当する委員会を組織し、その中から
代表者を選出し、その者をもって、
当該普通地方公共団体の統轄代表
者として、その者が行政事務の執行
を行う。その際、地方自治法上、「普
通地方公共団体の長」に適用される
行政事務の執行に関する規定は原
則適用されることとする。このため、
地方自治法第１３９条に「市町村は、
条例で定めるところにより、第２項の
規定にかかわらず、市町村長を置
かず、当該普通地方公共団体を統
轄し、これを代表するとともに、事務
を管理し及びこれを執行する者とし
て、当該普通地方公共団体の議会
の議員の中から選任された代表者
をあてることができる。」と改正する。

　基礎的自治体の規模に
応じて、組織形態を選択で
きるよう、現行制度の弾力
化を図り、行政の効率化や
執行機関と議会が一体と
なったまちづくりを展開す
る。

040130

教育委
員会の
必置規
定の廃
止

地方自治法
第180条の５
第１項第１号

地方公共団体は執行機関
として法律の定めるとこと
により教育委員会を設置し
なければならない。

Ｃ Ⅰ

　現行地方自治制度は、教育委員会の必置制を前提として、長・委員
会・委員それぞれの権限配分や相互関係等を規定しており、教育委員
会を任意設置とするかどうかは、教育行政のあり方・地方自治制度全
般をめぐる議論の中で検討されるべき課題である。

課題があるとして
も、「実現するため
にはどうしたらいい
か」という観点から
検討すべきであり、
また、平成15年12月
の総合規制改革会
議答申において、教
育委員会必置規制
の廃止が提言され
ていることを踏ま
え、特区において先
行実施できないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

本提案は、教育委員会の必置制を前提としている、現行地方自治制度の
改正を求め、教育に対する責任の所在の明確化と山積する教育課題に迅
速に対応しようとするものである。
また、現行の教育委員会制度に対する、全国知事へのアンケート調査で
は、「現状維持」を支持する知事を上回り、４７％にあたる２２人の知事が、
制度の改廃を求めている。
文部科学省は、都道府県と市町村の教育委員会制度の抜本的な見直しを
中央教育審議会に諮問するとのことであり、貴省においても、提案している
教育委員会の必置規定の廃止について再検討され、その見解及び今後の
対応について具体的に提示されたい。

　教育委員会を任意設置とするかどうかは、教育行政のあり方・地方自
治制度全般をめぐる議論の中で、幅広い見地から一般制度として検討
されるべき課題である。

第3次提案から
繰り返し提案さ
れている事項で
あり、特区の基
本方針に基づ
き、早急に検討
を行うべきと考え
るところ。
今後の対応方針
及び検討スケ
ジュールを明ら
かにされたい。

　当初の回答及び再検討
要請に対する回答の趣旨
のとおりである。

1117020
志木
市

地方
自治
解放
特区

教育委員
会の必置
規定の廃
止

　地方自治法で必置とされ
ている教育委員会を地域
の実情に応じて廃止し、教
育長の権限を強化する。地
方自治法第１８０条の５第
１項第１号を「置くことがで
きる。」に改める。

　教育に対する責任の所
在を明確化するとともに、
山積する教育課題に迅速
に対応する。

040140

地方自
治法の
財務会
計関連
の規制
緩和

地方自治法
第208条～
241条等

現金会計主義 Ｃ Ⅰ・Ⅱ

　会計年度独立の原則、現金主義をはじめとした地方自治法上の財務
に関する規定は、地方公共団体の財務事務を適正に行うために必要な
ものである。なお、地方自治法上の財務に関する規定は、国の財務会
計制度の検討状況を踏まえつつ、そのあり方について検討を進めるこ
ととしている。

第3次提案後の検討
状況を明らかにされ
たい。
また、今後の対応方
針、検討スケジュー
ルを明確にされた
い。
併せて、特区で先行
的に実施できない
か、右の提案主体
の意見を踏まえ、再
度検討し回答された
い。

  現在、地方自治体に対する経営の透明性ということが取分け求められて
いる。
  千代田区としては、財務状況を的確に把握し区民に対する説明責任を十
分に果たすとともに、より効率的な事業執行を実施するために、早急に企
業会計の導入を図りたい。

　会計年度独立の原則や現金主義をはじめとした地方自治法上の財
務に関する規定は、地方公共団体の財務事務を適正に行うために必
要なものであり、効率性の優先を理由にこれらの規定の大部分を条例
に委ね、特定の団体について例外を設けることはできない。　なお、地
方自治法上の財務に関する規定は、今後、国の財務会計制度の検討
状況を踏まえつつ、そのあり方について検討する。

第3次提案から
繰り返し提案さ
れている事項で
あり、特区の基
本方針に基づ
き、早急に検討
を行うべきと考え
るところ。
今後の対応方針
及び検討スケ
ジュールを明ら
かにされたい。

　当初の回答及び再検討
要請への回答にも示したと
おり、国の財務会計制度の
検討状況を踏まえたうえで
検討を進めることとしてい
る。

1101010
千代
田区

地方
自治
規制
改革
特区

地方自治
法の財務
会計関連
の規制緩
和

地方自治法等の財務会計
関連規程について企業会
計方式を導入できるように
措置する。

企業会計方式の導入によ
り効率的な行財政運営を
図るとともに住民への説明
責任を果たす。

040150

予算単
年度主
義の廃
止

地方自治法
第208条、第
210条、第211
条第２項、第
212条、第213
条、第214
条、第215
条、第216
条、第220
条、第233条

会計年度＝１年間
数年度にわたるものは継
続費、繰越明許費で対応
総計予算主義の原則
債務負担行為は継続費の
総額又は繰越明許費の金
額の範囲内におけるものを
除くほか、予算で定めなけ
ればならない。
予算を議会に提出するとき
は、政令で定める予算にか
かる説明書をあわせて提
出しなければならない。
予算の内容、歳入歳出予
算の区分、予算の執行、決
算については政令で具体
的に定めている。

Ｃ Ⅰ

　会計年度独立の原則、現金主義をはじめとした地方自治法上の財務
に関する規定は、地方公共団体の財務事務を適正に行うために必要な
ものであり、これらの規定の大部分を条例に委ねることはできない。
なお、地方自治法上の財務に関する規定は、国の財務会計制度の検
討状況を踏まえつつ、そのあり方について検討を進めることとしてい
る。

第3次提案後の検討
状況を明らかにされ
たい。
また、今後の対応方
針、検討スケジュー
ルを明確にされた
い。
併せて、特区で先行
的に実施できない
か、右の提案主体
の意見を踏まえ、再
度検討し回答された
い。

本提案は、継続性の欠如や無駄の生じやすい単年度予算を複数年度予
算に転換し、複数年度にわたり全体の歳出総額を決定し、その範囲の中で
柔軟な予算執行を可能とすることで、歳出総額管理を実施し、国・地方を問
わず厳しい財政状況に対応していこうとするものである。
国においては、特定分野で既に複数年度予算を試行しているが、貴省の
回答にある「地方自治法上の財務に関する規定は、国の財務会計制度の
検討状況を踏まえつつ、そのあり方について検討を進める」との中で、提案
している複数年度予算への転換が検討対象とされているのか、その見解
及び今後の対応について、具体的に提示されたい。

　提案主体はあたかも国が複数年度予算への転換について先行してい
るかのような主張をしているが、実際は、国においては、国庫債務負担
行為等の活用により複数年度にわたる予算執行を行うこととしており、
全く同様の試みは地方公共団体においても債務負担行為や繰越明許
費の制度を活用することにより対応できるところであって、既に制度上
可能となっているものである。
　これらの制度を活用することにより、現行制度の下でも中長期的な財
政見通しを立て、これに基づいて行政評価をも活用しながら、歳出の抑
制や政策的な予算配分に努力いただきたい。

1117040
志木
市

地方
自治
解放
特区

予算単年
度主義の
廃止

　地方自治法で単年度とされて
いる地方自治体の会計年度を
複数年度予算に転換するとと
もに、評価に基づく決算を重視
した予算管理を行う。第２０８条
を「市町村の条例で定める。」
に改め、第２１０条に「又は、条
例の定めるところにより、一会
計年度に執行した一切の収入
及び支出は全てこれを歳入歳
出決算に編入しなければなら
ない。」を加え、第２１１条第２
項の「政令で定める」を「条例で
定める」に改め、第２１２条、第
２１３条を削除し、第２１４条の
「、継続費の総額又は繰越明
許費の金額の範囲内における
ものを除くほか」を削除し、第２
１５条、第２１６条、第２２０条、
第２３３条の規定を「市町村の
条例で定める。」に改める。

　歳出総額を抑制し、長期
的な視点で、政策的な予算
配分を行う。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040160

１会計
年度の
半期予
算の容
認

地方自治法
第208条第１
項、第211条
第１項、第
233条第１項

普通地方公共団体の会計
年度は、毎年４月１日に始
まり、翌年３月31日に終わ
るものとする。
予算及び決算は毎会計年
度ごとに行う。

Ｃ Ⅰ
　会計年度独立の原則、総計予算主義の原則から言えば、会計年度と
予算は対応しており、提案にあるような予算の分割は認められない。

会計年度内で予算
を分割することによ
り、具体的にどのよ
うな支障が生じるの
か明らかにされた
い。
また、提案は、多様
な市民サービスに
効率的・迅速に対応
したいとするもので
あり、提案の趣旨を
特区において実現
できないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

総務省からの回答によると、会計年度独立の原則、総計予算主義の原則
があるために特区として対応することができないとのことだが、国が全国一
律で地方の行政運営を縛っているこうした「規制」による硬直性をうち破り、
地方の創意を活かするための特区制度であることをご理解いただきたい。
地方自治法第２０８条は、「普通地方公共団体の会計年度は毎年４月１日
から翌年３月３１日まで」を１会計年度と定めている。これにより、自治体の
行財政はこの会計年度に従って運営される。また、地方自治法第２１６条
歳入・歳出予算の区分にあっては、その目的にしたがってこれを款項に区
分しなければならないとある。草加市では、さらに目の中で、基本計画に
そった事業を設定している。これは、従来の予算書の款項目だけでは非常
に説明、分かりづらかった予算書を事業単位ごとに設定し、市民の納得度
を高めている。これらのことから、現行の会計年度における予算編成の中
に、各年度の全ての事務を網羅していくことには、無駄や非効率が生まれ
る面が多く、変化にも対応しにくい。近年、民間企業においては半期、四半
期単位で成果を確認し、これを経営改善に活かす例が多い。行政にスピー
ドが強く求められる時代であり、多様な市民ニーズに即応し、かつ機動的
に事務事業を見直してこれを予算に反映させ、施策効果を高めていくた
め、前期予算、後期予算という形で分割し、半期予算、決算システムを構
築し、これに応えたい。

　地方公共団体の会計年度は、地方公共団体の歳入歳出の計算を区
分整理し、その関係を明確にさせる必要があることから設けられている
ものであり、その期間を毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる
ものとされている。この期間は、国と同様に規定されているものであり、
国及び地方公共団体においては、この会計年度の原則を前提とした各
種制度が網羅的に構築され、国及び地方公共団体を通じ、統一的な事
務の執行が経済的かつ効率的に行われているところである。
　提案主体は、「現行の会計年度における予算編成の中に、各年度の
全ての予算を網羅していくことには、無駄や非効率が生まれる面が多
く、変化にも対応しにくい」とし、「多様な市民ニーズに即応し、かつ機動
的に事務事業を見直してこれを予算に反映させ、施策効果を高めてい
くため」に本件を要望している。しかし、例えば、半期ごとの財政見通し
を立て、又は財政分析を行い、これに基づいて行政評価をも活用しつ
つ、歳出の抑制、政策的な予算配分又は補正予算によって提案にある
ような効果をもたらすことができる機動的な対応を行うことは現行制度
上においても十分可能である。したがって、一部の地方公共団体に国
及び地方公共団体に通じた会計年度の原則の特例を認めることはでき
ない。

1167010
草加
市

効率
的迅
速行
財政
特区
（半期
予算）

効率的迅
速行財政
特区（半
期予算）

１年度の会計年度を分割
し、それぞれ上期、下期に
それぞれ予算、決算を行な
うことで、効率的で迅速な
市民サービスに対応するこ
とができる。各期における
不要額等が発生した場合
は、新たな予算を年度内に
組みかえることが可能とな
る。

会計年度を前期、後期に
分割し、各期ごとに予算計
上及び決算処理を行うこと
により、予算処理、執行、
決算処理までの過程を短
縮する。これにより行財政
運営のプラン、ドウ､シーの
行程を短縮化し、効率性を
高めるとともに、地域、市
民ニーズの変化への即応
性を高める。

040170

新年度
予算成
立後に
おける
次年度
の契約
を締結
できる範
囲の拡
大

地方自治法
第208条第１
項

普通地方公共団体の会計
年度は、毎年４月１日に始
まり、翌年３月31日に終わ
るものとする。

Ｄ－３ Ⅰ

　入札の公告等又は契約の締結は予算執行の手続に含まれるもので
あり、事業執行年度の前年度においてこれを行うことはできないが、提
案にあるような契約については、現在、対応中である長期継続契約の
対象範囲の見直しにおいて対象とするかを検討しているところであり、
これらが長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によるこ
となく、事業年度前の入札の公告等又は契約の締結が可能になるもの
と考えられる。

提案にある施設の
清掃、警備、管理、
工事も対象に含ま
れるのか。
また、長期継続契約
の対象とならないも
のでも、4月1日より
円滑な業務を開始
するためには具体
的な対応が必要と
なるものではない
か。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

本提案については、その趣旨を理解していただけたものと解する。しかし、
総務省からの回答にあるように「これらが長期継続契約の対象となれば」
などという仮定の話ではなく、現在の不自然な状態は直ちに是正なければ
ならない。そこで、早急にこれを実現するために特区としての対応をお願い
したい。

　入札の公告等又は契約の締結は予算執行の手続に含まれるもので
あり、事業執行年度の前年度において予算の根拠なくこれを行うことは
できないが、提案されているように年度前に入札等を執行する場合は、
債務負担行為を設定することにより、予算上の根拠を設けることができ
ることから、現行制度上十分に対応できるものである。
　なお、長期継続契約の対象範囲の見直しについては平成１６年度国
会に法案を提出するための作業を鋭意進めているところである。

長期継続契約の
対象範囲の見直
しの内容につい
て示されたい。
また、新年度予
算成立後であれ
ば、予算の根拠
はあるのではな
いか、再度検討
し回答されたい。

　長期継続契約の対象範囲につい
ては、その範囲を拡大するための地
方自治法改正の作業を行っていると
ころであり、その具体的な範囲につ
いては未定であるが、構造改革特
区第３次提案にて、ＯＡ機器のリー
ス契約をこの対象に含められるよう
地方自治法の改正を行うことを表明
しているところである。
　地方公共団体の支出の原因となる
契約その他の行為については、法
令又は予算の定めるところにより、
これをしなければならないこととされ
ている。また、歳入歳出予算は一会
計年度内における一切の収入及び
支出が編入されているものであり、
これは会計年度の初日である４月１
日から翌年３月３１日における収入
及び支出を定めているものである。
したがって、当該会計年度の４月１
日より前において行われる契約その
他の行為は予算に違反しているも
のであり、これを行うことはできな
い。

1170010
草加
市

効率
的迅
速行
財政
特区
(早期
発注)

新年度予
算成立後
は債務負
担行為以
外も次年
度の契約
を締結で
きる

新年度予算成立後であれ
ば、債務負担行為以外で
あっても次年度の契約を締
結できるようにする。

機器の借上げや施設の清
掃、警備、管理等について
は、４月１日から業務が始
まるが、４月１日前に契約
締結ができれば、人・物の
手配、機器の設置、業務の
打合せ等の準備期間を設
けることができ、請負業者
が４月１日から、より円滑
に業務に入ることができる
ようになる。更に、工事に
おいても同様の対応を取る
ことで年間工事発注の平
準化が図れ、地域の中小
工事事業者の経営の安定
化にも繋がる。

040180

継続費
の弾力
的運用
の容認

地方自治法
第212条、同
法施行令第
145条第１項

２会計年度以上にわたる
事業については、予算の
定めるところにより、その
経費の総額及び年割額を
定め、継続費として数年度
にわたつて支出することが
できる。
継続費の毎会計年度の年
割額に係る歳出予算の経
費の金額のうち、その年度
内に支出を終わらなかった
ものは、当該継続費の継
続年度の終わりまで逓次
繰り越して使用することが
できる。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

　地方公共団体においては、会計事務の適正性の確保かつ契約の履
行の確保のため、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分
の確認を行った後に、当該既済部分又は既納部分に相当する金額の
みを支払うべきであり、これらの手続きを踏まずに継続費における当初
年度の年割額相当額の支払いを行い最終年度で調整を行うことは、会
計事務の適正性の確保又は契約の履行の確保が図られなくなることか
ら、認められない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

民間企業の場合は、建設工事費等、長期継続契約の場合も継続費などを設定するこ
とはなく、契約内容に応じて、契約時・中間時・完成時支払い等の方法により合理的な
処理を行っている。地方公共団体における継続事業の財務処理にあたっても同様の
方法が可能となれば、年度末における工事検査と出来高確認作業、これに伴う過不
足額の調整や特定財源の変更処理などの事務処理が不要となり、行政側・請負側の
双方にとって大幅な事務・事業の合理化が図れることから、特区として提案したもので
ある。
現行法令で支出については、地方自治法第２３２条の４の②にもあるように、債務が
確定していることを確認したうえでなければ支出できないとなっているが、地方自治法
第２３２条の５②では、概算払や前金払をすることができるとある。さらに地方自治法
施行令第１６２条６で、概算払をすることができるもののうち、前各号に掲げるものの
ほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすよ
うな経費で普通地方公共団体の規則で定めるものとあるほか、同１６３条の３で、前金
で支払をしなければ契約しがたい請負に要する経費は支出できる、また同１６３条の
８では、前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事
務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるものとあ
り、同様の運用を継続費についてもお願いしたい。市民に身近な事業を実施している
市町村においては、請負工事などの契約において円滑、効率的できめ細かな執行を
していくことが求められており、このことは自治体の効率的な行財政運営と地域経済
の活性化の双方に資するものである。なお現行の単年度予算原則及び継続費の制
度上の制約が、この点において大きな支障となっていることをご理解いただきたい。

　継続費は翌年度以降の予算を拘束するものであり、会計年度独立の
原則の例外として規定されているものの、継続費の年割額について
は、各年度ごとの歳入歳出予算に計上することになるものであり、これ
をもとに当該年度の事業量に応じた支出をすることになるものであり、
事業量が年割額を超過するものであれば、補正により、繰越費の総額
及び年割額を増額し、年割額を下回るものであれば、その残余部分に
ついては逓次繰越により、次年度以降の財源とするものである。
　いずれにしても、継続費の年割額は当該年度の歳入歳出予算の裏付
けを必要とするものであり、事業を行った事実と会計は一致させる必要
がある。したがって、提案にある継続費の弾力運用というようなものは
認められない。
　なお、提案にある概算払及び前金払は債務が確定していなければ支
出をすることができないこととされている原則の例外ではあるものの、
当該年度内で債務を確定し、精算等が行われるものであって、会計年
度独立の原則の例外ではないものであることから、提案内容と同一に
捉えられるものではない。

1168010
草加
市

効率
的迅
速行
財政
特区
(継続
費弾
力運
用)

継続費の
弾力的運
用

工事等を継続費で設定す
る場合、当初年度の年割
額を原則として固定し、変
更が生じた場合は、次年度
及び最終年度で変更し、支
払うようにし、当初分の年
割額の変更をしないように
改める。

工事等を継続費で設定す
る場合、当初年度の年割
額を原則として固定し、変
更が生じた場合は、次年度
及び最終年度で変更し、支
払うようにし、当初分の年
割額の変更をしないように
改める。年度末に行なう出
来高による年割額の変更
や逓時繰越しをせず、年割
額どおりの支出(歳出)と歳
入(補助金や地方債)の額
を当初に設定したものとす
る。

040190

商品券
による
地方税
納税の
容認

地方自治法
第231条の
２、地方自治
法施行令第
155条、第155
条の２、第
156条

地方公共団体の収入の方
法は、現金のほか、証紙
（使用料・手数料のみ）、証
券（小切手、郵便振替払出
証書、郵便為替証書、国
債・地方債等）、口座振替、
郵便振替に限る。

Ｃ Ⅱ

　地方公共団体の歳入は現金で行うのが原則である。この例外の一つ
として証券による方法が認められているが、公正さと確実さが担保され
なければならないことから、性質上一般に直ちに現金に換えることがで
きる証券に限定されている。
　今回の提案の商品券については、上記の性質を有さず、また、そのま
までは歳入としての意味をなさないことから適当とは考えられない。

地方公共団体が、
自らの判断で危険
負担を承認して納税
を容認するのであれ
ば、直ちに現金に換
えることができる証
券に限定しなくても
よいのではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

総務省からの回答によると「商品券は直ちに現金に換えることができる証
券に該当しないため、地方公共団体の歳入として相応しくない」とのことで
ある。確かに、商品券は一義的には特定の商品等の給付を受ける権利を
表象する証票であるが、草加市内に商品券の買取業者が多数存在する現
状を鑑みれば、少なくとも草加市内においては、商品券の兌換性は担保さ
れているものと考える。商品券の買取価額は日々変動し、業者のマージン
分だけ額面よりも安価になってしまうが、事前に買取業者に入札を行わ
せ、買取価額を決定し市民に周知するする事で、市民が不測の不利益を
被ることは防止できる。また、商品券での納税を可能とすることによって、
市民の納税意識を高め、収納率の向上に繋がることが期待できる他、商
品券の流通を活性化させ、引いては地域経済の活性化にも資することが
できるものと考えられる。

　地方財政法第２条第１項では「地方公共団体は、その財政の健全な
運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地
方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」とさ
れており、危険負担を前提とした行政運営は許されるべきものではな
い。
　そもそも、納税義務者が商品券を買取業者で換金のうえ納税すること
により、地方公共団体はリスクを蒙ることなく、また、不要な事務を行う
こととなく徴税が行えるところであり、一方、住民においても不測の不利
益を受けるなく納税を行うことができるところである。

1178010
草加
市

安全で
便利な
行政
サービ
ス(商
品券
納税)

地方税の
支払いに
際し商品
券での納
付を認め
る

地方税の支払いに際し商
品券での納付を認める

地方自治法では、現金の
ほかは証紙、口座振替、小
切手等の証券による納付
のみが認められているが、
商品券での納税も可能とし
たい

040200

長期継
続契約
の対象
経費の
拡大

地方自治法
第234条の３

普通地方公共団体は、債
務負担行為によることな
く、翌年度以降にわたり、
電気、ガス若しくは水の供
給若しくは電気通信役務の
提供を受ける契約又は不
動産を借りる契約を締結す
ることができる。

Ｄ－３ Ⅰ

　構造改革特区の第３次提案に対する当省の回答の中で、『現在、長
期継続契約の対象としているのは電気等の供給や電気通信役務の提
供を受ける契約等であるが、ＯＡ機器のリース契約についても長期継
続契約の対象とするよう措置する』と表明しており、その具体的な対象
範囲については、現在検討を進めているところ。

1171010
草加
市

効率
的迅
速行
財政
特区
（機器
リース
は債
務負
担行
為が
不要）

機器リー
スは債務
負担行為
を不要と
し、長期
継続契約
と同じ取
扱いで契
約を締結
できる

草加市においては、日常
使用するＯＡ機器等の軽易
な借り上げにおいて、設定
されたリースの期間内に限
り、債務負担行為をしなく
ても長期継続契約と同じ取
扱いにより、契約の締結が
できることとする。

日常使用するＯＡ機器等の
軽易な借り上げにおいて
は、設定されたリースの期
間内に限り、債務負担行為
をしなくても長期継続契約
と同じ取扱いにより、契約
の締結ができることとする
ことで、事務を簡素化し円
滑な予算執行を図る。

3/22



総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040210

地方自
治体の
随意契
約範囲
の決定
権の自
治体へ
の移譲

地方自治法
施行令第167
条の２第１項
第１号

売買、貸借、請負その他の
契約でその予定価格が、
地方自治法施行令に掲げ
る契約の種類に応じた額
の範囲内で地方公共団体
の規則で定める額を超え
ない場合は随意契約によ
ることできる。

Ｃ Ⅱ

　国、地方を問わず、透明度が高く、公正な競争を促進する見地から
は、競争入札を原則とすべきであり、その例外である随意契約につい
ての要件を全面的に条例に委ねることは適当ではない。なお、随意契
約の範囲については引き続き検討する。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

本提案は、随意契約についての要件を全面的に条例に委ねることを求め
ているのではなく、施行令で定める都道府県及び指定都市の基準を上限
に市町村の条例で規定することにより、透明性を確保しながら、地域ごとに
異なっている産業構造に即した弾力的な対応を可能にし、地域経済の活
性化を図っていこうとするものである。
貴省の回答にある「随意契約の範囲については引き続き検討する。」との
中で、本市の提案内容が再検討されるのか、その見解及び今後の対応に
ついて具体的に提示されたい。

　地方公共団体の契約は、透明度が高く、公正な競争を促進する見地
から競争入札を原則としているところであり、随意契約については、少
額な契約まで競争入札とすることは、事務量が増大し、能率的な行政
運営を阻害することから、例外的に、契約の種類や地方公共団体の区
分に応じて認められているものである。
　地方自治法上の財務制度や契約制度のあり方については、今後、地
方公共団体の実情等を踏まえて検討を行う予定であり、現在までのとこ
ろ、今後のスケジュール及び検討課題については未定である。

貴省においても
「検討を行う予
定」とされている
ところであり、早
期に検討の場を
設け、具体的課
題について検討
すべきである。
今後の対応方針
及び検討スケ
ジュールをできる
だけ早期に示さ
れたい。

　契約の例外的な取扱いと
して認められている随意契
約については、透明性や
公正な競争の確保につい
て問題があるため、その検
討については慎重な対応
を要するものである。
　具体的な見直しについて
は、今後予定している財務
会計制度全般の見直しの
議論を踏まえ検討すること
としたい。

1117050
志木
市

地方
自治
解放
特区

地方自治
体の随意
契約範囲
の決定権
の自治体
への移譲

　地方自治法により、全国
一律に規定されている随
意契約の範囲を地方公共
団体の条例で規定できるよ
うにする。地方自治法第２
３４条第２項の「政令で定
める場合」を「市町村の条
例で定める場合」に改め
る。

随意契約の範囲を条例で
規定することにより、地域
の実情に応じて、地域経済
の活性化を図る。

040220

随意契
約の適
用範囲
へ自前
で施設
改修で
きるＮＰ
Ｏ法人
の追加

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

地方公共団体の契約は、
地方自治法施行令に定め
る場合に限り随意契約によ
ることができる。

Ｄ－１ －

　随意契約によることができる場合は、地方自治法施行令第１６７条の
２第１項各号に掲げる場合とされており、これらのいずれかに該当する
と判断される場合には随意契約を締結することができるようになるもの
である。
　なお、一般競争入札においても必要な参加資格を定めることや指名
競争入札において適当と考えられる者を指名し入札に参加させる方法
によっても行い得るものと考えられる。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

契約方法を随意契約とする理由は、下記のとおりである。
１　もともと、資金力が不足がちで事務所等の確保が難しいＮＰＯ法人に、
活動拠点として低利用の職員宿舎を活用して頂くという目的があるため、
一般にしろ指名にしろ、競争入札という価格競争の結果、地方自治体に
とって有利な相手方を決定するという契約方法では、資金力の多寡が障壁
になり、所期の目的を果たすことができない。
２　この提案で目指しているのは、ＮＰＯ法人が、自らの経営資源を活用し
て、自前で施設改修を行うことにより、設立時になかなか確保が困難な活
動拠点を得られるため、ＮＰＯにとって自律的活動の促進や、行政にとって
協働の対等な担い手としての認知度が高まることである。

　随意契約によることができる場合は、地方自治法施行令第１６７条の
２第１項各号に掲げる場合とされており、地方公共団体の合理的・客観
的な裁量によって、これらのいずれかに該当すると判断される場合に
随意契約を締結することができるようになるものである。本件提案につ
いては、随意契約の対象となりうるものか提案主体において検討すべ
きである。

1038010
長野
県

低利
用の
職員
宿舎を
活用し
たＮＰ
Ｏの活
動拠
点整
備特
区

地方自治
法施行令
に規定さ
れる随意
契約の適
用範囲
に、自前
で施設改
修できる
ＮＰＯ法人
を追加

地方自治法施行令に規定
される随意契約の適用範
囲に、自前で施設改修でき
るＮＰＯ法人を追加する。

未利用・低利用県有施設
である職員宿舎を、ＮＰＯ
法人（以下ＮＰＯという）の
事務所・事業所として活用
して、ＮＰＯの活動拠点整
備を図るとともに、遊休県
有資産を処分することな
く、活用を図る。
入居資格を、「入居に当
たって施設改修を自前で
行えるＮＰＯ法人」とする。

040230
業者登
録制度
の緩和

地方自治法
施行令第167
条の５第１
項、第167条
の５の２、第
167条の11第
２項

普通地方公共団体の長
は、必要があるときは、一
般競争入札に参加する者
に必要な資格として、あら
かじめ、契約の種類及び金
額に応じ、工事、製造又は
販売等の実績等を要件と
する資格を定めることがで
きる。
指名競争入札に参加する
者については、当該資格を
定めなければならない。

Ｃ Ⅱ

　入札に参加する者に必要な要件については、個々の契約の内容、地
域の実情等を踏まえ、各地方公共団体において定めるべきものである
ため、申請又は管理を一元的に集約することはできず、全国共通の入
札参加資格の基準を定めることはできない。
また、入札参加の申請書に係る様式等を統一することについては、こ
れらの千差万別の状況を鑑みると不可能なものと考えられる。

3080010
株式
会社ノ
ヴァ

公共
事業
への
民間
参入
促進プ
ロジェ
クト

業者登録
制度の緩
和

民間事業者が地方自治体
の事業を請負うためには、
事前の業者登録により参
加資格を得なければなりま
せん。この業者登録制度
の都道府県（および政令指
定都市）への集約化、また
は資本金・従業員数・
キャッシュフロー等の基準
を設け、基準以上の企業
については登録免除としま
す。

例えば弊社であれば下記のよ
うな事業で、全国の公共事業
に参画するチャンスが得られま
す。
・小中高校への外国人講師派
遣および教材、カリキュラムの
提供
・教職員対象研修
・通訳・翻訳手配
・テレビ会議システムの提供
現在、各市区町村個別に行っ
ている業者登録の管理業務
を、都道府県（および政令指定
都市）に集約化すれば、国トー
タルの業者登録管理が激減す
るため、仮に1市区町村平均で
2人･年分の経費が削減できる
として計算すると、400万円×2
×約3000自治体＝240億円。
また、企業側にも同様の経費
削減効果が見込め、公共事業
への参加が容易になることか
ら、ビジネスの活性化が見込
めます。

040240

漁港施
設等の
民間貸
付に係
る規制
緩和

地方自治法
第238条の４
第１項・第２
項

行政財産は、原則としてこ
れを貸し付け、交換し、売
り払い、譲与し、出資の目
的とし、若しくは信託し、又
は私権を設定することがで
きない。

－ － 引き続き検討

提案が実現されるよ
う、右の提案主体の
意見を踏まえ、早急
に検討し回答された
い。

「引き続き検討」とされていますが、問題となっている検討事項等を具体的
に示していただければ、御説明いたしますのでよろしくお願いします。

　水産庁の検討状況を踏まえ検討することとしている。

水産庁の検討状
況を踏まえ、提
案を実現できる
よう早期に検討
し回答されたい。

Ａ Ⅰ

　水産庁における検討結果
を踏まえ、特区制度として
対応することとし、関係省
庁と具体的な基準につい
て協議を進めているところ
である。

1028010
山口
県、下
関市

下関
地区
水産
業活
性化
特区

漁港施設
等の民間
貸付に係
る規制緩
和

区域内の下関漁港（特定第３種漁
港）において、漁港内の市場と一体
的・効率的な運営が行われるべき行
政財産（漁港施設、用地）を「特定漁
港施設」と位置づけ、漁港管理者で
ある県が、公共性を担保しつつ、一
定の要件に該当する民間事業者
（卸売業者、仲買人等）に対し、長期
間貸し付けることにより、民間事業
者自らの裁量による施設整備や管
理運営を促進し、民間事業者の経
営能力を最大限活用する。このた
め、地方自治法第２３８条の４におけ
る民間貸付に係る規制緩和が不可
欠である。
なお、貸付期間については、計画に
係る事業実施期間が比較的短期間
で終了する場合も含め、特定漁港施
設（行政財産）の貸付の期間を本事
業の期間に準じて設定することがで
きるようにするため、民法第６０４条
及び借地借家法第３条、第４条の規
定は適用しないこととする。

区域内の３水産物市場につい
て、漁港市場を「拠点市場」
に、唐戸市場をその「サテライ
ト市場」に位置づけ、水産物市
場におけるセリ機能の集約化
を図る。唐戸市場の観光機能
を充実強化することによって、
ウオーターフロント一帯の集客
力の増強を図り、併せて南風
泊市場においては、フグに特
化した「専門市場」としてその
機能を強化する。また仲買人
の共通化を図るとともに、量販
店等にも対応できる新規仲買
人を参画させ、購買力の増強
を図る。
　この中で、拠点市場となる漁
港市場や蓄養水面を有する南
風泊市場の漁港施設、用地を
民間事業者に長期間貸し付
け、民間事業者自らにより関連
施設を整備し、効率的な運営
を行う。

040250

公金の
口座振
替によ
る歳入
事務取
扱者の
制限の
緩和

地方自治法
施行令第158
条第１項、第
158条の２第
１項

普通地方公共団体の歳入
のうち使用料、手数料、賃
貸料及び貸付金の元利償
還金については、その収入
の確保及び住民の便益の
増進に寄与すると認められ
る場合に限り、私人にその
徴収又は収納の事務を委
託することができる。
また、地方税については、
その収納の事務を適切か
つ確実に遂行するに足りる
経理的及び技術的な基礎
を有する者として当該普通
地方公共団体の規則で定
める基準を満たしている者
にその収納の事務を委託
することができる。

Ｄ－１ －

　地方自治法施行令第１５８条、第１５８条の２において、一定の収入に
ついては私人にその徴収又は収納の事務を委託することが認められて
おり、クレジット会社がその集金を地方公共団体に代行して行うことは、
現行制度においても可能である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　本件提案は、口座振替が納入義務者と市の双方にとって安全、確実、かつ便利な制度であり、事
務の軽減や経費の節減に寄与することができ、さらに滞納防止という側面においても有効な手段で
あるという前提にたつものであります。本件提案に係る具体的な事業として福祉施設に係る使用料
の例を挙げておりますが、本件提案の目的としては、口座振替が持つそれらの利点を最大限生か
すために、使用料だけに限らず本市の歳入全般について、現行制度上指定金融機関等に限定され
ている口座振替の取扱者の範囲をクレジット会社にも拡大していこうとするものであります。そうする
ことによって、市が業務内容、施行能力、実績等を比較検討したうえで、当該歳入の特性や行政目
的に応じて取扱者を選択することが可能となり、指定金融機関等とクレジット会社各社相互間におけ
る健全な競争関係が生まれ、サービスの向上が図られ、それが住民福祉につながると考えたからで
あります。今回、対応策として地方自治法施行令の規定に基づく私人の公金取扱制度が適用される
ことが示されたわけですが、本件提案が目指している内容を実現しようとすれば、むしろ、使用料、
手数料、賃貸料、市税等に制限されている歳入の範囲を、介護保険料、診療料等を含めた本市の
歳入全般に拡大し、その取扱者として相応しい私人に委託することができるよう規制緩和していく必
要があるのではないかと考えます。このような規制緩和について貴職のご見解をお伺いします。ま
た、納入義務者がクレジット会社を通じることにより、指定金融機関等以外の口座から市の収入金
額を引き落とさせ、市の公金口座に振替納付できることは、指定金融機関等による口座振替制度の
存在意義を損なうことにならないのか、重ねて貴職のご見解をお伺いします。そして、私人の公金取
扱制度に基づきクレジット会社が市の一定の収入の集金代行を行うに当たり、次に掲げる事項につ
いて貴職のご回答をお願いします。　①指定金融機関等による口座振替の場合と同様、納入義務
者から当該クレジット会社に対し振替納付の依頼の手続を要するか。　②クレジット会社が市の収入
を納入義務者の口座から市の公金口座に振り替えたときは、指定金融機関等による口座振替の場
合と同様、領収書又は口座振替通知書の発行はクレジット会社が行うことになるのか。

　③クレジット会社が行う集金代行に係
る納入通知はクレジット会社が行うこと
になるが、納入義務者が当該納入通知
を知り得る状態にあると考えられる定型
的な市の収入に係る納入通知にあって
は、指定金融機関等による口座振替
の場合と同様に省略することができる
か。　以上ご検討をお願いいたします。

　私人への徴収又は収納事務の委託ができる経費の範囲については、
構造改革特区第３次提案において私人への支出事務の委託ができる
経費の範囲の見直しを行うこととしているが、この見直しと併せて検討
することとしている。
　また、私人への徴収又は収納事務の委託は、指定金融機関による口
座振替とは別の制度であり、クレジット会社に徴収又は収納事務を委
託することにより指定金融機関による口座振替制度の趣旨が没却され
るとは考えられない。何らかの理由で、そのような懸念があると提案主
体が考えているのであれば、そもそも提案内容を採択したいのか提案
主体において慎重に検討すべきである。
　なお、私人の徴収等事務の委託によるクレジット会社の集金代行業
務における手続に関して当省に回答が求められている事項について
は、様々な方法によることができるものと考えられることから、現行制度
上の私人への徴収等事務の委託制度、提案主体の財務規則等に沿っ
て、提案主体において具体的な方法を検討すべきと考えている。

1043010
豊川
市

指定
金融
機関
等口
座振
替規
制緩
和特
区

公金の口
座振替に
よる歳入
事務取扱
者の制限
の緩和

公金の口座振替の方法に
よる歳入事務の取扱者に
ついて、指定金融機関等
に限定されている制限を緩
和し、クレジット会社も当該
事務を行うことができるよう
措置する。

老人デイサービスセンター
等の福祉施設の使用料に
ついて、指定金融機関等と
同じように、クレジット会社
に施設利用者の口座から
市の公金口座に当該使用
料を振り替えて納入する事
務を行わせることとする。こ
のことにより、老人等が指
定金融機関等に口座を有
するか否かにかかわらず、
口座振替の制度を利用す
ることができるようになり、
安全かつ確実な公金の収
納に資することができる。さ
らに、施設の窓口において
も、使用料の収納に関する
事務の軽減と経費の節減
を図ることができる。

4/22



総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040260

介護保
険料収
納事務
の私人
への委
託の容
認

地方自治法
施行令第158
条第１項、第
158条の２第
１項

普通地方公共団体の歳入
のうち使用料、手数料、賃
貸料及び貸付金の元利償
還金については、その収入
の確保及び住民の便益の
増進に寄与すると認められ
る場合に限り、私人にその
徴収又は収納の事務を委
託することができる。
また、地方税については、
その収納の事務を適切か
つ確実に遂行するに足りる
経理的及び技術的な基礎
を有する者として当該普通
地方公共団体の規則で定
める基準を満たしている者
にその収納の事務を委託
することができる。

Ｃ －

　構造改革特区第２次提案に対する厚生労働省の回答として、『介護
保険料については、全国的に対応すべき事柄であり、その方向で検討
したいと考えている』ことと、『現在、介護保険法の改正については、制
度施行後５年を目途として検討中』であることが表明されている。介護
保険法は平成１２年４月１日から施行されているところであるため、平成
１７年には所要の改正が行われる予定と承知している。

1123010
品川
区

介護
保険
料徴
収事
務の
私人
への
委託

介護保険
料の私人
への徴収
委託

地方自治法第243条に規
定されている公金の徴収
等の私人への委託の禁止
について､品川区介護普通
徴収保険料の徴収につい
てはこれを特例的に除外
し､私人への保険料の徴収
委託を可能にする。

品川区介護保険の普通徴
収保険料の徴収について､
コンビニエンスストアへの
委託を実施する。

040260

介護保
険料収
納事務
の私人
への委
託の容
認

地方自治法
施行令第158
条第１項、第
158条の２第
１項

普通地方公共団体の歳入
のうち使用料、手数料、賃
貸料及び貸付金の元利償
還金については、その収入
の確保及び住民の便益の
増進に寄与すると認められ
る場合に限り、私人にその
徴収又は収納の事務を委
託することができる。
また、地方税については、
その収納の事務を適切か
つ確実に遂行するに足りる
経理的及び技術的な基礎
を有する者として当該普通
地方公共団体の規則で定
める基準を満たしている者
にその収納の事務を委託
することができる。

Ｃ －

　構造改革特区第２次提案に対する厚生労働省の回答として、『介護
保険料については、全国的に対応すべき事柄であり、その方向で検討
したいと考えている』ことと、『現在、介護保険法の改正については、制
度施行後５年を目途として検討中』であることが表明されている。介護
保険法は平成１２年４月１日から施行されているところであるため、平成
１７年には所要の改正が行われる予定と承知している。

5121004
埼玉
県戸
田市

介護保険
料収納事
務の私人
委託

地方自治法施行令におい
て、介護保険料については
介護保険法第９条第１号に
規定する第１号被保険者
の保険料の収納を私人に
委託できる規定を入れてい
ただきたい。

保育料及び介護保険料を
コンビニエンスストアにて２
４時間体制にて収納するこ
とにより、市民の納入の利
便性向上を図る。また、滞
納整理対策上、収納可能
な窓口の拡大により、納入
しやすい環境を創出でき、
収納率アップが期待でき
る。

040270

保育料
収納事
務の私
人への
委託の
容認

地方自治法
施行令第158
条第１項、第
158条の２第
１項

普通地方公共団体の歳入
のうち使用料、手数料、賃
貸料及び貸付金の元利償
還金については、その収入
の確保及び住民の便益の
増進に寄与すると認められ
る場合に限り、私人にその
徴収又は収納の事務を委
託することができる。
また、地方税については、
その収納の事務を適切か
つ確実に遂行するに足りる
経理的及び技術的な基礎
を有する者として当該普通
地方公共団体の規則で定
める基準を満たしている者
にその収納の事務を委託
することができる。

Ｄ－３ －

　構造改革特区第２次提案に対する厚生労働省の回答として、『保育
料の徴収事務については、その取り扱いが都道府県又は市町村の職
員に限られていたが、法令改正により、その取り扱いを私人に委託等
できる方向で検討したいと考えている。また、保育料については、全国
的に対応すべき事柄であり、その方向で検討する』ことが表明されてお
り、保育料の収納事務の私人への委託を可能とすることを内容とした
児童福祉法の改正法案を次期通常国会に提出する予定と承知してい
る。

3025010
個人、
個人、
個人

保育
料徴
収率
向上
に係
わる特
区

私立保育
園職員に
よる私人
の公金取
り扱いの
制限緩和

保育料に使用料との定め
がないため、地方自治法
施行令１５８条第１項の歳
入の徴収又は収納につい
ての委託に該当せず、又、
地方自治法第２４３条の私
人の公金取扱いの制限に
も抵触します。そこで、地方
自治法施行令１５８条第１
項の歳入の徴収又は収納
の委託に利用料を含める
緩和を求める。

現状は法の規制の中で私
立保育園での窓口徴収は
不可能であり、私立保育園
の滞納は市の担当課に職
員を置き収納している現状
である。このため、私立保
育園に徴収及び収納の業
務を委託することで全国的
に増加傾向にあると考えら
れる保育料の滞納にすくな
からず歯止めがかかるも
のと考える。

040270

保育料
収納事
務の私
人への
委託の
容認

地方自治法
施行令第158
条第１項、第
158条の２第
１項

普通地方公共団体の歳入
のうち使用料、手数料、賃
貸料及び貸付金の元利償
還金については、その収入
の確保及び住民の便益の
増進に寄与すると認められ
る場合に限り、私人にその
徴収又は収納の事務を委
託することができる。
また、地方税については、
その収納の事務を適切か
つ確実に遂行するに足りる
経理的及び技術的な基礎
を有する者として当該普通
地方公共団体の規則で定
める基準を満たしている者
にその収納の事務を委託
することができる。

Ｄ－３ －

　構造改革特区第２次提案に対する厚生労働省の回答として、『保育
料の徴収事務については、その取り扱いが都道府県又は市町村の職
員に限られていたが、法令改正により、その取り扱いを私人に委託等
できる方向で検討したいと考えている。また、保育料については、全国
的に対応すべき事柄であり、その方向で検討する』ことが表明されてお
り、（厚生労働省において）保育料の収納事務の私人への委託を可能
とすることを内容とした児童福祉法の改正法案を次期通常国会に提出
する予定と承知している。

5121001
埼玉
県戸
田市

保育料収
納事務の
私人委託

地方自治法施行令におい
て、保育料については児童
福祉法第５６条第３項に規
定する費用（分担金及び負
担金）の収納を私人に委託
できる規定を入れていただ
きたい。

保育料及び介護保険料を
コンビニエンスストアにて２
４時間体制にて収納するこ
とにより、市民の納入の利
便性向上を図る。また、滞
納整理対策上、収納可能
な窓口の拡大により、納入
しやすい環境を創出でき、
収納率アップが期待でき
る。

040280

国民健
康保険
料の徴
収権の
優先順
位の国
税と同
順位化

地方自治法
第231条の３
第３項

普通地方公共団体の長
は、分担金、加入金、過料
又は法律で定める使用料
その他の普通地方公共団
体の歳入につき、納入の
督促を受けた者が指定さ
れた期限までにその納付
すべき金額を納付しないと
きは、当該歳入並びに当
該歳入に係る手数料及び
延滞金について、地方税
の滞納処分の例により処
分することができる。この
場合におけるこれらの徴収
金の先取特権の順位は、
国税及び地方税に次ぐも
のとする。

Ｃ Ⅰ

　国税及び地方税は、その性格にかんがみ、他の債権に優先した特別
の取扱いをしているものであり、国民健康保険料をこれと同等とするこ
とはできない。

同一地方公共団体
の地方税と国民健
康保険料の優先順
位は、当該地方公
共団体の判断に
よってもよいのでは
ないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

国民健康保険法第７６条に基づき国保事業に要する費用は原則保険料で
賄うこととされ、例外的に国保税が認められているところである。国保料と
国保税は本質的に同一の性格のものであり、国保税のみ地方税として優
先される明確な理由を示していただきたい。

　国税及び地方税は、国又は地方公共団体の収入の大部分を占めて
おり、国等に課せられた国民生活を維持発展させるという至上義務を
遂行するための財政的な裏付けとなっていることから、これを担保する
ためには、特別の優先権を持たせその徴収の確保を図る必要があるた
め、他の債権に優先した順位が定められているところである。したがっ
て、国民健康保険料にこれらに優先する先取特権を認めることはでき
ない。

国民健康保険税
と国民健康保険
料で取り扱いに
差を設けている
理由は何か示さ
れたい。また、国
民健康保険料に
ついても同じ扱
いとできないか、
再度検討し回答
されたい。

　国民健康保険税を含む
地方税が国民健康保険料
に優先することについて
は、再検討要請に対する
当省からの回答のとおりで
ある。
　なお、国民健康保険料と
国民健康保険税の違いに
ついては、国民健康保険
法における取扱いの問題
であるが、少なくとも市町
村においては国民健康保
険料に代えて国民健康保
険税として徴収することも
認められているところであ
る。

1065020
広島
市

国民
健康
保険
料徴
収権
に関す
る特区

国民健康
保険料の
徴収権の
優先順位
を国税と
同順位に
する。

現在国税及び地方税に次
ぐとされている国民健康保
険料の徴収権優先順位を
国税と同順位にする。

徴収権の優先順位を国税
と同順位にすることにより、
滞納処分により徴収する
保険料の収納増に繋げ
る。

5/22



総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040290

国民健
康保険
料収納
嘱託員
への滞
納処分
権付与

地方自治法
第231条の３
第３項

普通地方公共団体の長
は、分担金、加入金、過料
又は法律で定める使用料
その他の普通地方公共団
体の歳入につき、納入の
督促を受けた者が指定さ
れた期限までにその納付
すべき金額を納付しないと
きは、当該歳入並びに当
該歳入に係る手数料及び
延滞金について、地方税
の滞納処分の例により処
分することができる。この
場合におけるこれらの徴収
金の先取特権の順位は、
国税及び地方税に次ぐも
のとする。

Ｃ Ⅰ

　国民健康保険収納嘱託員の位置づけが定かではないが、地方公共
団体の職員以外の者が督促、滞納処分、強制執行等の手続きを行うこ
とは、これらの手続きが公権力にもとづくものであることにかんがみると
適当ではない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

本市の収納嘱託員は地方公務員法第３条第３項第３号に基づく特別職に
属する地方公務員である。　収納嘱託員は、本市が定める「広島市収納嘱
託員設置要綱」（別添補足資料のとおり。）に基づき、一般職員である所属
長の指揮監督を受けることとするなど、一般職員と同様の服務基準でその
職務を行っている。＜具体的服務基準＞　・採用の規定　・指揮監督に関
する規定　・勤務時間、休日、休暇、報酬の規定　・守秘義務の規定　・定
年、嘱託員としての適格性を欠いた場合の解職の規定等。したがって、本
市収納嘱託員に滞納処分権を付与しても、国が公権力を行使できる職員
を限定している趣旨を逸脱しないものと考える。

　当該嘱託員に係る服務等の取扱いには提案主体の要綱に規定され
ているのみであり、懲戒処分等の規定が法律上規定されている一般職
の地方公務員とは違いがある。特に一般職の地方公務員の守秘義務
違反については、更に地方公務員法上罰則が課せられており、徴税吏
員については、地方税法により、より重い罰則が課せられるものとされ
ており、当該嘱託員が一般職の地方公務員と同様の服務上の取扱い
とされていない。したがって、公権力の行使に係る事務を一般職の地方
公務員と同様に当該嘱託員に行わせることができないものと考えられ
る。

罰則等の適用に
ついて公務に従
事する職員とみ
なすこと等によ
り、提案を実現
できないか、再
度検討し回答さ
れたい。

　公権力の行使は、私人の
権利義務に対する重大な
侵害となる要素を含むこと
から、一定の資格及び能
力を有する者が行使するこ
とが適当であり、当該嘱託
員に督促、滞納処分、強制
執行等の手続きを行わせ
ることは適当とは考えられ
ない。

1065030
広島
市

国民
健康
保険
料徴
収権
に関す
る特区

国民健康
保険料収
納嘱託員
に滞納処
分権を付
与する。

現在徴収吏員に限定され
ている国民健康保険料の
滞納処分権を国民健康保
険料収納嘱託員にも付与
する。

国民健康保険収納嘱託員
に国民健康保険料の滞納
処分権を付与し、滞納処分
により徴収する保険料の
収納増に繋げる。

040300

指定管
理者制
度の対
象の拡
大化

地方自治法
第244条の２

普通地方公共団体は、公
の施設の設置の目的を効
果的に達成するため必要
があると認めるときは、条
例の定めるところにより、
法人その他の団体であつ
て当該普通地方公共団体
が指定するものに、当該公
の施設の管理を行わせる
ことができる。

Ｅ －
　地方自治法は指定管理者制度を導入できる公の施設を限定している
ものではない。

1091030
尼崎
市

公共
駐車
場経
営改
善特
区

指定管理
者制度の
対象の拡
大化

指定管理者制度を導入し、
効率的な運営を図る。

民間のノウハウを活用した
管理運営手法を導入する
ため、指定管理者制度を
導入し、効率的な運営を図
る。

040310

公立小
中学校
の地方
独立行
政法人
への管
理委託
の容認

地方独立行
政法人法第
21条

地方独立行政法人は、次
の業務のうち定款で定める
ものを行う。
・試験研究
・大学の設置及び管理
・主として事業の経費を当
該事業の経営に伴う収入
をもって充てる事業
・社会福祉事業の経営
・公共的な施設で政令で定
めるものの設置及び管理

Ｃ Ⅰ

　学校教育法第５条の規定により、学校の設置者は、その設置する学
校を管理することとされており、設置者と管理者は同一でなければなら
ないことから、地方独立行政法人に公立の小中学校の管理を行わせる
ことはできない。

文部科学省で検討
されている公設民営
学校の運営主体とし
て地方独立行政法
人が認められた場
合、円滑に制度の
実現が図られるよ
う、併せて、右の提
案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回
答されたい。

ご指摘の学校教育法の規定があるので、学校教育法の特例として設置者
以外が、学校を管理することを提案し、その委託先として教育の中立性を
確保し、地方公共団体が関与できる地方独立行政法人を想定しているの
で、公設民営が特区として可能となることを前提にしてご回答願いたい。

Ｃ Ⅰ
　本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討状況
を踏まえたうえで対応したい。

1074040
杉並
区

教育
改革
特区
（新し
いタイ
プの学
校）の
創設

公立小中
学校を地
方独立行
政法人に
管理委託
する。

地方独立行政法人法に定
める地方独立行政法人の
業務の範囲に小中一貫校
の管理委託を加える。

地方独立行政法人が区立
学校の管理を受託し、学校
教育を行う。

040320

地方独
立行政
法人立
小・中・
高等学
校の設
置・運営
の容認

地方独立行
政法人法第
21条

地方独立行政法人は、次
の業務のうち定款で定める
ものを行う。
・試験研究
・大学の設置及び管理
・主として事業の経費を当
該事業の経営に伴う収入
をもって充てる事業
・社会福祉事業の経営
・公共的な施設で政令で定
めるものの設置及び管理

Ｃ Ⅰ

　地方独立行政法人の対象業務については、平成１２年に閣議決定さ
れた「行政改革大綱」において、「国における独立行政法人化の実施状
況等を踏まえて、独立行政法人制度についての地方への導入を検討
する」とされていることを勘案し、国の各種の独立行政法人が現に行っ
ている具体の業務と同種のものを基本に、地方公共団体独自のニーズ
も考慮して法律で定めたところである。教育委員会の所管である小中
高等学校の設置及び管理を地方独立行政法人の対象業務にすること
は、実際に教育行政を執行している教育委員会がこれらの施設を設
置・管理する立場からどう考えるかなどの意見を踏まえる必要があるこ
とから、直ちに特区において対応することはできない。

教育委員会の同意
が得られる地方公
共団体については、
提案を実施しても支
障はないのではな
いか。
再度検討し回答され
たい。

　本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討状況
を踏まえたうえで対応したい。

3087010

NPO
法人
湘南
に新し
い公
立学
校を創
り出す
会

独立
行政
法人
立 小・
中・高
等 実
験学
校特
区

独立行政
法人立
小・中・高
等学校の
設置

地方独立行政法人が小・
中・高等学校の設置および
管理（運営）を行えるように
する

特別な目的やニーズに応
える、もしくは地域の公立
学校の諸問題の解決や改
善に資するための研究開
発を目的にした小・中・高
等 実験学校を、民間から
起用した新しい学校創りの
アイデアを持った人間を理
事長（校長）とした地方独
立行政法人立で設置す
る。
こうした実験学校を作って
実践的に研究開発を行うこ
とにより、ゆくゆくは公立学
校の改善や活性化、さらに
は地域の活性化にもつな
がり得る。

040330

公立小
中学校
の管理
を委託
する地
方独立
行政法
人の理
事長の
任命に
際して
の設立
地方公
共団体
教育委
員会の
関与

地方独立行
政法人法第
14条第１項

地方独立行政法人の理事
長は、設立団体の長が任
命する。

Ｃ Ⅰ

　学校教育法第５条の規定により、学校の設置者は、その設置する学
校を管理することとされており、設置者と管理者は同一でなければなら
ないことから、地方独立行政法人に公立の小中学校の管理を行わせる
ことはできない。

文部科学省で検討
されている公設民営
学校の運営主体とし
て地方独立行政法
人が認められた場
合、円滑に制度の
実現が図られるよ
う、併せて、右の提
案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回
答されたい。

ご指摘の学校教育法の規定があるので、学校教育法の特例として設置者
以外が、学校を管理することを提案し、その委託先として教育の中立性を
確保し、地方公共団体が関与できる地方独立行政法人を想定しているの
で、公設民営が特区として可能となることを前提にしてご回答願いたい。

　本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討状況
を踏まえたうえで対応したい。

1074050
杉並
区

教育
改革
特区
（新し
いタイ
プの学
校）の
創設

公立小中
学校の管
理を委託
する地方
独立行政
法人の理
事長の任
命に際し
て設立団
体の教育
委員会が
関与す
る。

小中一貫校の管理を委託
する地方独立行政法人の
理事長の任命に、設立団
体の教育委員会が関与で
きるようにする。

設立団体の長が小中学校
を管理する地方独立行政
法人の理事長を任命する
ときは、当該設立団体の教
育委員会の意見を聴いて
行う。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040340

公立小
中学校
の管理
を委託
する地
方独立
行政法
人への
中期目
標など
の規定
の適用
除外

地方独立行
政法人法第
25条～第31
条

設立団体の長は中期目標
を定め、これに基づき地方
独立行政法人は中期計画
を作成し、さらに年度計画
を作成する。
地方独立行政法人は、中
期目標の期間における業
務の実績について、評価
委員会の評価を受けなけ
ればならない。
設立団体の長は、中期目
標の期間の終了時に業務
を継続させる必要性等に
ついて検討を行う。

Ｃ Ⅰ

　学校教育法第５条の規定により、学校の設置者は、その設置する学
校を管理することとされており、設置者と管理者は同一でなければなら
ないことから、地方独立行政法人に公立の小中学校の管理を行わせる
ことはできない。

文部科学省で検討
されている公設民営
学校の運営主体とし
て地方独立行政法
人が認められた場
合、円滑に制度の
実現が図られるよ
う、併せて、右の提
案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回
答されたい。

ご指摘の学校教育法の規定があるので、学校教育法の特例として設置者
以外が、学校を管理することを提案し、その委託先として教育の中立性を
確保し、地方公共団体が関与できる地方独立行政法人を想定しているの
で、公設民営が特区として可能となることを前提にしてご回答願いたい。

　本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討状況
を踏まえたうえで対応したい。

1074060
杉並
区

教育
改革
特区
（新し
いタイ
プの学
校）の
創設

公立小中
学校の管
理を委託
する地方
独立行政
法人への
中期目標
などの規
定の適用
除外

地方独立行政法人法が規
定する中期目標などの設
定は、小中一貫校を委託
する地方独立行政法人に
は適用しない。

地方独立行政法人法で規
定する中期目標の設定、
中期計画及び年度計画の
設定、年度ごとの業務実績
の評価などは、地方独立
行政法人との委託契約で
対応する。

040350

地方独
立行政
法人立
学校へ
の県費
負担教
職員の
一部配
置

市町村立学
校職員給与
負担法第１
条、
義務教育費
国庫負担法
第２条

市町村立の小学校等の教
職員等の給料等は都道府
県の負担とする。
国は、毎年度、各都道府県
ごとに、公立の小学校等に
要する経費のうち、教職員
の給与及び報酬等に要す
る経費について、その実支
出額の二分の一を負担す
る

Ｃ Ⅰ

　地方独立行政法人の対象業務については、平成１２年に閣議決定さ
れた「行政改革大綱」において、「国における独立行政法人化の実施状
況等を踏まえて、独立行政法人制度についての地方への導入を検討
する」とされていることを勘案し、国の各種の独立行政法人が現に行っ
ている具体の業務と同種のものを基本に、地方公共団体独自のニーズ
も考慮して法律で定めたところである。教育委員会の所管である小中
高等学校の設置及び管理を地方独立行政法人の対象業務にすること
は、実際に教育行政を執行している教育委員会がこれらの施設を設
置・管理する立場からどう考えるかなどの意見を踏まえる必要があるこ
とから、直ちに特区において対応することはできない。

教育委員会の同意
が得られる地方公
共団体については、
提案を実施しても支
障はないのではな
いか。
再度検討し回答され
たい。

　本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討状況
を踏まえたうえで対応したい。

3087020

NPO
法人
湘南
に新し
い公
立学
校を創
り出す
会

独立
行政
法人
立 小・
中・高
等 実
験学
校特
区

地方独立
行政法人
立学校へ
の県費負
担教職員
の一部配
置

地方独立行政法人立の小
中高等学校への県費負担
教職員の一部配置を可能
にする
言い換えれば、地方独立
行政法人立の小中高等学
校の教職員の一部の給与
等を県と国が負担する

地方独立行政法人立の小中高
等学校を設置し、希望する県
費負担教職員が、民間起用の
校長と一緒に新しい実験学校
をつくっていく。
この実験学校は、特別な目的
やニーズに応える、もしくは地
域の公立学校の諸問題の解決
や改善に資するための研究開
発を目的にするのであるから、
その教職員としては、その地域
の公立学校に勤務している教
職員こそが適任であると考え
る。
「特別な能力を備えた人間」で
はなく、「普通の公立の先生」
がやることで、そうした改革が
「誰にもでき得るもの」だという
ことに繋がり、そうした意識が
（一般の）公立学校を活性化し
ていく原動力となる。

040360

県費負
担教職
員の人
事権の
地方独
立行政
法人理
事長へ
の付与

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
37条

県費負担教職員の任命権
は、都道府県委員会に属
する。

Ｃ Ⅰ

　地方独立行政法人の対象業務については、平成１２年に閣議決定さ
れた「行政改革大綱」において、「国における独立行政法人化の実施状
況等を踏まえて、独立行政法人制度についての地方への導入を検討
する」とされていることを勘案し、国の各種の独立行政法人が現に行っ
ている具体の業務と同種のものを基本に、地方公共団体独自のニーズ
も考慮して法律で定めたところである。教育委員会の所管である小中
高等学校の設置及び管理を地方独立行政法人の対象業務にすること
は、実際に教育行政を執行している教育委員会がこれらの施設を設
置・管理する立場からどう考えるかなどの意見を踏まえる必要があるこ
とから、直ちに特区において対応することはできない。

教育委員会の同意
が得られる地方公
共団体については、
提案を実施しても支
障はないのではな
いか。
再度検討し回答され
たい。

　本提案は、学校教育法上の検討を要するところであり、その検討状況
を踏まえたうえで対応したい。

3087030

NPO
法人
湘南
に新し
い公
立学
校を創
り出す
会

独立
行政
法人
立 小・
中・高
等 実
験学
校特
区

県費負担
教職員の
人事権の
地方独立
行政法人
理事長へ
の付与

地方独立行政法人立の小
中高等学校に配置する県
費負担教職員の人事権を
地方独立行政法人の理事
長に与える

地方独立行政法人立小・
中・高等 実験学校の、新し
い学校創りのアイデアを
持った校長が、希望する県
費負担教職員の中から、
自分の描く学校像を理解
し、それに合致した意欲あ
る教職員を集める。
これによって教職員の意識
や意欲も高まり、良い学校
をつくる原動力となる。

040370

財産区
財産の
処分を
行う場
合の都
道府県
認可の
不要化

地方自治法
第296条の５
第２項、地方
自治法施行
令第219条

財産区は、その財産又は
公の施設の全部又は一部
を財産区のある市町村又
は特別区の財産又は公の
施設とするために処分又
は廃止する場合を除くほ
か、その財産又は公の施
設の全部又は一部の処分
又は廃止であつて、当該財
産区の設置の趣旨を逸脱
するおそれのあるものとし
て政令で定める基準に反
するものについては、あら
かじめ都道府県知事に協
議し、その同意を得なけれ
ば、これをすることができな
い。

Ｃ Ⅰ

　財産区制度は、市町村の一部の区域に財産を保有させるものである
が、その管理を市町村長が行うこととされているため、財産区と市町村
との間で利害が相反する可能性がある。この利害の調整を行うために
都道府県が関与することとされているものであり、これを認めることはで
きない。

あらかじめ都道府県
に協議することまで
必要なのか。利害
相反が起こった場合
に調整に関与すれ
ば十分ではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

財産区は、市制・町村制施行に伴うもの及び市町村合併に伴い財産又は公の施設の
管理及び処分のみを目的として設置されている。しかし、今日の社会経済情勢下で
は、財産区が管理する財産を処分し、地域住民の福祉の向上に寄与することは困難
な情勢である。また、管理する財産から生じる収益を期待することができない情勢に
ある。一方、国においては、地方分権型社会を推進するため、自治法を改正して地域
自治組織の検討が行われている。当市においても、都市内分権のモデルとして、小学
校区単位に地域住民による自治組織の立ち上げを進めている。財産区についても小
学校区単位に設置されており、地域住民が自主的に組織した団体も同じく小学校区
単位で設置されている。このことから、財産区に関する規制を特区で緩和し、２つの団
体が存在する地域に限定して、これらの団体が協力して地域の実情に応じた活動を
展開していくことを計画しているものである。以上のように、本提案の趣旨は財産区の
自己決定の迅速化及び権限の拡充にある。本市においては、財産区と市の調整は相
互間で行われており、県が調整を行わなければならない状況は発生していない。ま
た、明確な規定がないために県においても調整について慎重にならざるを得ず、すべ
ての事務処理について調整が及ぶことから多大な時間を要する状況となっている。
よって、財産区に係る事務手続き及び財産区における権限の拡大についての規制の
緩和を強く要望する。

　財産区は、市町村の一部で財産又は公の施設の管理・処分を行うこ
とを認められた特別な地方公共団体であるが、財産の処分が行われた
場合、その取得者は善意の第三者となり、財産区が返還を求めること
ができないこともありうること、財産区が本来固有の機関を有しないこと
にも鑑みると、市町村との一体性を損なわないための調整措置として、
都道府県による事前の関与が必要と考えられる。また、これまで県と調
整する必要がなかったとのことであるが、地域的に調整が必要ないとは
断言できないものであり、今後調整の必要が生じることもあり得ると考
えられるため、特区で対応することはできない。なお、県との調整に時
間を要するということは、運用上の問題であり、制度改正のための理由
にはならない。

貴省の回答によ
れば「運用の問
題」とあるが、調
整に時間がかか
るのであれば、
円滑に運用され
るよう措置すべ
きではないか。
検討し回答され
たい。

　財産区の財産処分に関
する都道府県知事の一定
の関与の必要性について
は、これまでの回答のとお
り、不要とすることはできな
いが、都道府県知事との協
議において、法令解釈上
の理由などから調整に時
間を要するならば、当省と
しても適切に助言してまい
りたい。

1013010
瑞浪
市

瑞浪
市地
域活
性化
特区

財産区に
係る事務
手続きの
簡素化

財産区管理者が財産区の
ある地域の住民の全体的
な福祉の増進及び経済活
動の活性化に寄与すると
認める場合、財産区は、そ
の財産又は公の施設を財
産区のある市町村又は特
別区の財産又は公の施設
とするために処分又は廃
止する場合を除くほか、そ
の財産または公の施設の
処分または廃止であって、
当該財産区の設置の趣旨
を逸脱するおそれのあるも
のとして政令で定める基準
に反するものについて、都
道府県知事の同意を得る
必要はないこととする。

財産区が財産の処分及び
取得を行う場合、財産区議
会の議決のみで実施す
る。

040380

財産区
から生
ずる収
入を直
接事業
に充て
ることの
容認

地方自治法
第296条の５
第３項

財産区のある市町村又は
特別区は、財産区と協議し
て、当該財産区の財産又
は公の施設から生ずる収
入の全部又は一部を市町
村又は特別区の事務に要
する経費の一部に充てるこ
とができる。この場合にお
いては、当該市町村又は
特別区は、その充当した金
額の限度において、財産
区の住民に対して不均一
の課税をし、又は使用料そ
の他の徴収金について不
均一の徴収をすることがで
きる。

Ｃ Ⅰ

　財産区は、市制・町村制施行に伴うもの及び市町村合併に伴い財産
又は公の施設の管理及び処分のみを目的として設置される特別地方
公共団体であり、その設置目的からいえば、財産区が自ら収入し自ら
事業を行うこととすることはできない。
　後段については、市町村が財産区と協議して、財産区から生ずる収
入を市町村の事務にあてる場合に財産区の住民の負担を軽減すること
は、現行法上可能である。

設置目的以外の事
業を行えない理由
は何か。
また、設置目的を逸
脱しない範囲で、地
域特性をいかし財
産区を活用して事業
を行うことが認めら
れないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

本提案の趣旨は「意見番号１」のとおりであり、財産区の設置目的以外の
目的に対応できるための提案であることから、回答は提案の趣旨にそぐわ
ないものである。また、後段の趣旨については、本提案の計画の中にある
財産区が独自に住民負担を決定することを規制するものであることから、
回答は提案の趣旨にそぐわないものである。

　財産区の設置目的は財産の管理・処分にあるのであり、設置目的以
外の事業を行わせることや、住民負担を決定させることを財産区に求
めるということは、財産区ではない新たな特別地方公共団体の創設を
求めるということに等しく、制度趣旨を没却するものであるから、特区と
しても、また一般的な制度改正としても認めることはできない。

1013020
瑞浪
市

瑞浪
市地
域活
性化
特区

財産区に
係る事務
手続きの
簡素化

財産区が直接又は間接的
に当該財産区のある地域
の住民の福祉の向上に寄
与する事業を行う場合に
は、当該財産区の財産又
は公の施設から生ずる収
入の全部又は一部を直接
事業に充てることができる
こととする。なお、この場合
においては、当該市町村
又は特別区は、財産区の
住民に対して課税をし、又
は使用料その他の徴収金
について徴収をすることは
できないこととする。

財産区から生ずる収入を
直接事業に充てることで、
事務手続きの迅速化及び
簡素化を図る。また、この
場合には、徴収金の徴収
を禁止する。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040390

財産区
による
財産取
得およ
び財産
活用の
容認

地方自治法
第296条の５
第１項

財産区は、その財産又は
公の施設の管理及び処分
又は廃止については、その
住民の福祉を増進するとと
もに、財産区のある市町村
又は特別区の一体性をそ
こなわないように努めなけ
ればならない。

Ｃ Ⅰ 　財産区の設置目的にかんがみ、提案の内容は適当でない。

設置目的以外の事
業を行えない理由
は何か。
また、設置目的を逸
脱しない範囲で、地
域特性をいかし財
産区を活用して事業
を行うことが認めら
れないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

本提案の趣旨は「意見番号１」のとおりであることから、回答は提案の趣旨
にそぐわないものである。

　財産区の設置目的は財産の管理・処分にあり、その範囲内において
限定的に権能を有するものであり、財産区に財産を新たに取得させた
り、事業を行わせることはその性質から認められない。このようなことを
求めるということは、財産区ではない新たな特別地方公共団体を創設
することを求めるということに等しく、制度趣旨を没却するものであるか
ら、特区としても、また一般的な制度改正としても認めることはできな
い。

1013030
瑞浪
市

瑞浪
市地
域活
性化
特区

財産区に
おける権
限の拡大

財産区は、当該財産区の
ある地域の住民の福祉の
増進及び経済の活性化に
資する場合には、新たに財
産を取得することができる
こととする。また、この場
合、取得した財産を活用
（処分・貸付）して事業を実
施することができることとす
る。

地域環境等の保全と併せ
て、土地の転売等による乱
開発及び不法投棄等迷惑
施設設置を抑制するため、
財産区で土地を取得する。
また、取得した土地を活用
して、環境を利用した地域
活性化を行う。

040400

財産区
による
事業実
施のた
めの財
産区条
例制定
の容認

地方自治法
第296条の５
第４項

　財産区の財産又は公の
施設から生ずる収入の全
部又は一部を市町村又は
特別区の事務に要する経
費の一部に充てるために
行う財産区との協議をしよ
うとするときは、財産区は、
予めその議会若しくは総会
の議決を経、又は財産区
管理会の同意を得なけれ
ばならない。

Ｃ Ⅰ
　040380及び040390から財産区に条例制定権を付与することは考えら
れない。

設置目的以外の事
業を行えない理由
は何か。
また、設置目的を逸
脱しない範囲で、地
域特性をいかし財
産区を活用して事業
を行うことが認めら
れないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

本提案の趣旨は「意見番号１」のとおりであり、財産区の設置目的以外の
目的に対応できるための提案であることから、回答は提案の趣旨にそぐわ
ないものである。

　040380及び040390の回答に鑑みると、財産区に条例制定権を付与す
ることはできない。

1013040
瑞浪
市

瑞浪
市地
域活
性化
特区

財産区に
おける権
限の拡大

財産区は、当該財産区の
ある地域の住民の福祉の
増進及び経済の活性化に
資する場合には、当該目
的に関する事業を行うため
の財産区条例を置くことが
できることとする。

財産区が事業を実施する
場合に、財産区条例によっ
て目的等を明確に規定す
る。

040410

行政書
士の労
働者派
遣の容
認

労働者派遣
事業関係業
務取扱要領
第２適用除外
業務等３適用
除外業務以
外の業務に
係る権限

弁護士、司法書士、行政書
士等の業務については、
資格者個人がそれぞれ業
務の委託を受けて当該業
務を行う（当該業務につい
て指揮命令を受けることが
ない）ことから、労働者派遣
の対象とはならない。

Ｃ Ⅳ

　労働者派遣事業は、派遣された労働者が派遣先事業者の指揮命令
を受けることが前提となっているが、行政書士は独立の立場で業務を
行うこととされており、他人の指揮命令を受けることは適当ではなく、労
働者派遣事業の対象外とされているものである。
　仮に行政書士を労働者派遣事業の対象とすれば、派遣された行政書
士が派遣先事業者の指揮命令を受けることになって、行政書士の業務
の独立性が損なわれることになる。これは行政書士以外の個人又は法
人が行政書士の業務を行うことを禁止している行政書士制度の趣旨に
反するものであり、特区としても可能にすることは適当ではない。

　派遣元と派遣資格者との間の
雇用関係に基づく指導・監督権
限が資格の対象となっている業
務に及ばないよう、労働者派遣
契約あるいは法律で明確にすれ
ば資格者の派遣は可能ではない
か。この際、改正された外国弁
護士による法律事務の取扱いに
関する特別措置法の第４９条の
２第１項では「外国法共同事業を
営む外国法事務弁護士は、当該
外国法共同事業に係る弁護士又
は弁護士法人が自ら行う法律事
務であつて当該外国法事務弁護
士の権限外法律事務に当たるも
のの取扱いについて、不当な関
与をしてはならない。」との規定
があり、これと同様の規定を置く
ことにより、派遣元の指導・監督
権限が資格の対象となっている
業務に及ばないようにできるので
はないか。併せて、右の提案主
体からの意見も踏まえ、再度検
討し、回答されたい。なお、財務
省の回答では、税理士の労働者
派遣について、「労働者派遣事
業者と派遣税理士との間の雇用
関係に基づく指導監督権限が税
理士業務に及ばないことが担保
されているのであれば、税理士
法人又は開業税理士に税理士を
派遣することは可能である」とし
ているところである。

貴省のご回答に対して、弊社は次のように反論させていただきます。１．貴省は、労働者派遣事業
者が行政書士の労働者派遣事業を行うことを認めると、派遣された行政書士が派遣先事業者の指
揮命令を受けることになって、行政書士の業務の独立性が損なわれることになると指摘されます。こ
の点確かに、行政書士は独立の立場で業務を行うこととされており、他人の指揮命令を受けること
は適当ではないということについては、弊社も同意見でございます。業務の性質上、他人からの指
示・干渉を受けていては、その適正・公正を担保できないからです。しかしながら、行政書士が企業
に派遣されたからといって、直ちに派遣先事業者からの指揮命令を受けることになるとはいえませ
ん。企業等に派遣されても、専門的業務については、そこで自己の判断に基づいて業務を行うという
契約内容にすることも可能だからです。　２．貴省はまた、行政書士を労働者派遣事業の対象とすれ
ば、実質的に派遣元事業者が派遣された行政書士を通じて派遣先事業者の業務を行うことになる
が、これは行政書士以外の個人又は法人が行政書士の業務を行うことを禁止している行政書士制
度の趣旨が損なわれることになることから、特区としてもこれを可能とすることは適当ではないと指
摘されます。しかし、労働者派遣事業者は行政書士を企業等に派遣するのみであり、派遣行政書士
は自らの責任の下、自らの名において行政書士業務を行います。つまり、派遣事業者は行政書士
業務の内容についてはノータッチなのです。ですから、労働者派遣事業者が派遣先の行政書士業
務を取り扱うということは全く起こりません。そうだとすれば、行政書士の業務が国民の権利関係と
深く関わり、公共性を有することにかんがみて、国民の利益の保護と行政書士の業務に対する信頼
の確保のため、行政書士以外の個人又は法人が行政書士の業務を行うことを禁止している行政書
士制度の趣旨が損なわれることにはなりません。

３．以上のように、行政書士を労働者派
遣の対象としても、行政書士の独立性は
害されず、かつ国民の利益を損なうこと
にはなりません。　それどころか、多くの
行政書士にとっては活躍の場が広がり、
企業等にとってはリーガルサービスを受
けることが容易になるという、双方にとっ
ての大きなメリットがあるのです。　です
から、派遣先企業等からの指揮・監督を
受けずに業務を行えるという契約である
場合に限って、行政書士の労働者派遣
は容認すべきであると考えます。なお、
財務省も、税理士の派遣について、「労
働者派遣事業者と派遣税理士との間の
雇用関係に基づく指導監督権限が税理
士業務に及ばないことが担保されている
のであれば、税理士法人又は開業税理
士に税理士を派遣することは可能であ
る」としておられます（弊社はこの点さら
に、一般企業への派遣も可能であると考
えます）。

　労働者の派遣については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」において、「自己の
雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受
けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義されており、派
遣という形態自体が、派遣先事業者による指揮命令を前提とするもの
であることは先に回答したとおりである。
　したがって、ご指摘のように、派遣元による指揮命令が及ばないことと
したとしても、派遣という形態をとる限りは、派遣先事業者による指揮命
令が行われ、資格者の独立性を損うことになる。
したがって、行政書士を労働者派遣の対象とすることは、制度の趣旨に
反するものであるから、特区として可能にすることはできない。

派遣元と派遣資
格者との間の雇
用関係に基づく
指導･監督権限
が資格の対象と
なっている業務
に及ばないよう、
労働者派遣契約
あるいは法律で
明確にすれば資
格者の派遣は可
能ではないか。
再度検討し、回
答されたい。

　派遣事業者が行政書士
を派遣する場合、雇用契約
に基づく指揮・監督権限が
個々の業務に及ばないよ
う、契約あるいは法律で明
確にしたとしても、行政書
士を派遣すること自体、派
遣事業者が、雇用契約に
基づく包括的な指揮命令を
通じて、行政書士の業務を
取り扱うものと評価され得
る。これは、行政書士法第
１９条に抵触するおそれが
あるため、認められない。

3067010

株式
会社
東京
リーガ
ルマイ
ンド

士業
者派
遣特
区

「労働者
派遣事業
関係業務
取扱要
領」の改
正

 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
の「第二　適用除外業務等　三　適用
除外業務以外の業務に係る制限」にあ
る次の規定は、これを削除すべきと考
えます。

二) 弁護士法（昭和二十四年法律第二
百五号）、外国弁護士による法律事務
の取扱いに関する特別措置法（昭和六
十一年法律第六十六号）、司法書士法
（昭和二十五年法律第百九十七号）、
土地家屋調査士法（昭和二十五年法
律第二百二十八号）、公認会計士法
（昭和二十三年法律第百三号）、税理
士法（昭和二十六年法律第二百三十
七号）、弁理士法（平成十二年法律第
四十九号）、社会保険労務士法（昭和
四十三年法律第八十九号）及び行政書
士法（昭和二十六年法律第四号）に基
づく弁護士、外国法事務弁護士、司法
書士、土地家屋調査士、公認会計士、
税理士、弁理士、社会保険労務士及び
行政書士の業務については、資格者個
人がそれぞれ業務の委託を受けて当
該業務を行う（当該業務については指
揮命令を受けることがない）ことから、
労働者派遣の対象とはならないもので
あること。

士業者が派遣形態で働くこ
とを促進する。

040420

基本構
想策定
義務の
廃止

地方自治法
第２条第４項

市町村は、その事務を処
理するにあたっては、議会
の議決を経てその地域に
おける総合的かつ計画的
な行政の運営を図るため
の基本構想を定め、これに
即して行うようしなければ
ならない。

Ｃ

地方自治法以外の各種の地域振興立法等において、それぞれの分野
ごとに市町村計画等の策定が義務付けられれいる中、市町村が基礎
自治体として主体的かつ総合的・統一的に対応していくために、各種の
計画の基本となるべきものとして地方自治法に基づく基本構想を策定
することとされている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本構想の
内容や表現方法については、市町村の自主的な判断によるものとされ
ており、地域の実情に応じた対応が可能である。また、基本構想と現実
の遊離が大きくなる等の理由がある場合には、すみやかに基本構想を
改訂すべきものとされており、社会経済情勢に柔軟に対応することが可
能である。したがって、現状においても当該提案の趣旨を十分に達成
することができると考えられる。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

本提案は、市町村にだけ策定が義務付けられている基本構想の策定を選
択制とすることにより、民意を反映しながら、社会経済情勢の変化に柔軟
に対応した行政運営を展開するとともに、「三位一体改革」で求められてい
る、地方自治体の自主・自立的な運営を実現しようとするものである。
各個別法が要求する計画策定は都道府県、市町村とも各個別法の趣旨に
則り策定する方が理に適っており、市町村だけが基本構想の策定義務を
課されている合理的理由について、再検討され、その見解及び今後の対
応について、具体的に提示されたい。

　市町村は住民の日常生活に直結し、地域社会の経営について基礎
的な責任を有する行政主体であることにかんがみ、急激な地域経済社
会の変動の中にあって市町村が真に住民の負託に応え適切な地域社
会の経営の任を果たすためには、市町村そのものが将来を見通した長
期にわたる経営の基本を確立することが必要となり、基本構想を策定
することとされているところである。
　また、各個別法において、福祉やまちづくりに関する計画があるが、こ
れらの計画の策定にあたっては、地方自治法に基づく基本構想に即す
ることとされており、このことにより市町村が主体的かつ総合的・統一的
に対応することが可能となっている。
なお、基本構想の内容や表現方法については、市町村の自主的な判
断によるものとされており、地域の実情に応じた対応が可能であり、現
状においても当該提案の趣旨を十分に達成することができると考えら
れる。

1117030
志木
市

地方
自治
解放
特区

基本構想
策定義務
の廃止

　地方自治法で市町村だ
けに策定が義務付けられ
ている基本構想を地域の
実情に応じて廃止する。地
方自治法第２条第４項を
「地域の実情に応じ、住民
の意思を反映して、事務を
処理するものとする。」に改
める。

　民意を反映しながら、社
会経済情勢の変化に柔軟
に対応した行政運営を展
開する。

040430

広域行
政協議
会への
法人格
の付与

地方自治法
第１条の３第
１項、第２条
第１項及び第
２５２条の２

　民法において「法人ハ本
法其他ノ法律ノ規定ニ依ル
ニ非サレハ成立スルコトヲ
得ス」とされているところで
ある。
地方自治法において、法
律の規定による協議会に
対し法人格の付与はなさ
れていない。
なお、法律によらない「事
実上の協議会」に法人格
が存在しないことは当然で
ある。

Ｃ

　広域計画を作成し、その実施のため必要な連絡調整を図り、広域に
わたり事務を処理するための制度として、すでに広域連合制度が存在
するところである。広域連合は、法人格を有するものであり、同制度を
活用することにより、当該提案の趣旨を十分達成することができると考
えられる。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

広域連合制度を活用することにより、当該提案の趣旨を十分達成すること
ができるとの見解ではあるが、同制度については、議会を設置することや
知事への許可が必要なことなど、設置に際しての事務負担や費用負担が
過大となること。また、それに伴い、迅速かつ柔軟な対応ができないなど、
効率的な行財政運営の観点から、事業に対するメリットが出にくい状況が
考えられる。
当協議会では、負担金を要する事業等については、各市町の議会におい
てもその目的や内容を明らかにしており、ここでは広域連合制度を活用す
るまでには至らない、事実上の協議会の範囲内での広域行政の取組みの
緩和を希望するものである。

　地方自治法上は、広域連合の設立にあたり許可の手続きを経てい
る。民法法人等の設立の場合も同様に、各個別法等において都道府県
知事等の許可・認可の手続きを経ることにより設立されているところで
あり、広域連合設置の事務手続きが法人格を得るための手続きとして
極端に過大というものではない。
　 なお、議会を設置することとしているのは、役務の提供を受け、負担
を分任することになる住民の民主的な統制のもとに置くためであり、事
務負担や費用負担が過大であることを理由として民主的な統制をはず
すことはできないものと考える。                                             従っ
て、所用の手続きを経ることにより、現状においても当該提案の趣旨を
十分に達することができると考えられる。

1157010

草加
市、越
谷市、
八潮
市、三
郷市、
吉川
市、松
伏町

埼玉
県東
南部
広域
行政
業務
運営
特区

広域行政
の「法定・
事実上の
協議会」
に対する
法人格の
付与

広域行政を展開していく受
け皿としての協議会につい
ては、地方自治法第２５２
条の２に基づく法定の協議
会や事実上の任意協議会
を問わず、その法人格は
有しないと解されている。
本提案では、この規制を撤
廃し、協議会にも法人格を
付与させることにより、施
設の所有や運営管理・契
約事務など、広域行政に
係る業務のあらゆる場面
において実施主体の責任
の所在を明確にすることに
より、効果的かつ効率的な
広域行政の運営を図ること
を目的とする。

当圏域における広域行政の取り組
みについては、埼玉県東南部都市
連絡調整会議（事実上・任意の協議
会）を設置し、広域的な行政課題及
び共同事業による行政の効率性の
追求に関する調査研究等を行って
いる。現在は、「広域行政サービス
予約・案内システム」「DVシェルター
の共同設置」の事業化に向けて、そ
の取り組みを行っているところであ
る。前者については、インターネット
や携帯電話を介して３６５日２４時
間、当地域の公共施設の予約が可
能となるシステムの開発・運営管理
事業であり、後者については、DV被
害者を保護する施設を共同設置して
いく事業である。それぞれ、住民の
利便性の向上と開発運用コストの削
減、ＤＶ被害者の安全確保と自立支
援が図れるという点で、そのスケー
ルメリットは大きい。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040440

自己の
住民基
本台帳
の閲覧
の可否
の選択
の容認

住民基本台
帳法第１１条

何人も、市町村長に対し
て、当該市町村が備える住
民基本台帳のうち第７条第
１号から第３号まで及び第
７号に掲げる事項に係る部
分の写しの閲覧を請求す
ることができる。

Ｃ

住民基本台帳は、住民の居住関係を地方公共団体が公に証明する唯
一の手段であるため、全国民について公開することを原則としている。
従って、特区として一部の地域の住民について、閲覧に供するか否か
の選択権を認めることは、制度の趣旨に反するため、特区としての対応
はできない。

「住民の居住関係を
地方公共団体が公
に証明する」とは具
体的にどのような場
合か。
その場合に公にす
ることを担保できる
のであれば、その他
の場合は公表しな
いことができるので
はないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

総務省からの回答にあるように、住民基本台帳は住民の居住関係を地方公共団体が
公に証明する唯一の手段ではあるが、住民基本台帳の閲覧はそのための唯一の手
段ではない。何故なら、正当な理由を持つ市民であれば、住民基本台帳の写しを請
求することで同様の効果を得ることができるのである。さらに、住民基本台帳が住民
の居住関係を地方公共団体が公に証明する唯一の手段であることは、直ちに公開原
則に結びつくものではない。また、電子政府・電子自治体の基盤となる住民基本台帳
ネットワークシステム（以下　住基ネット）が本格稼働する昨年８月５日を前に、国民か
ら不安の声が殺到したところは記憶に新しい。法で様々な規制を行い、民間部門にお
ける利用も堅く禁止されている住基ネットですら国民の十分な信頼を得られていない
ことを考えると、現在の住民基本台帳の管理はあまりに杜撰である。総務省は、住民
基本台帳を公開する利益のみを強調しているが、今や、この利益は市民のプライバ
シーを保護する利益との比較衡量を避けて通ることは許されない。行政は、より慎重・
適正に個人情報を管理していかなければならず、草加市においては、自己の住民基
本台帳を閲覧させる利益と自らのプライバシーを保護する利益を慎重に衡量したうえ
で、自己の個人情報を公開するか否かを選択する権利を市民に持たせることによっ
て、市民のプライバシー権を保障したい。最後に、総務省は住民基本台帳の公開が
原則であるとしているが、その原則に対する例外こそが構造改革特区の趣旨であるこ
とを再度ご理解いただき、是非とも、今回の提案を通じて、個人情報の保護、ひいて
は行政に対する国民の信頼を回復する一助とされたい。

「住民の居住関係を地方公共団体が公に証明する」方法とは、住民基
本台帳の一部の写しの閲覧（住基法１１条）と住民票の写しの交付（住
基法１２条）である。
提案主体は、一部の住民について閲覧に供するか否かについて選択
すること認めたとしても、住民票の写しの交付制度により代替できると
するが、閲覧は、その性質上、正当な理由に基づき複数の住民の情報
を取得する必要がある場合に用いられるものであり、個別の住民票の
写しの交付によっては事実上代替できない。

提案者の意見は、
住民票の写しの交
付については請求
に係る住民の氏名
及び住所を明らか
にして行う必要が
あるのに対し、住民
票の閲覧について
は、請求に係る住
民の範囲を明らか
にすれば行えるよ
うに、取り扱いに差
があることから、閲
覧を何人にも認め
ることはプライバ
シー保護に問題が
あるというものであ
ると考えられ、提案
を実現できないか、
再度検討し回答さ
れたい。

閲覧は主に、正当な理由
に基づき情報（住所を含
む）を取得する必要がある
時に用いられるものであ
り、その性質上、請求の際
に請求に請求に係る住民
の住所を明かにして行う必
要があるため、住民票の写
しの交付では代替しえな
い。

1176010
草加
市

安心で
便利な
行政
サービ
ス特区
（住民
基本
台帳
の閲
覧を制
限す
る）

自己の住
民基本台
帳を閲覧
させるか
否かを市
民に選択
させる。

草加市においては、自己
の住民基本台帳を閲覧さ
せるか否かについて、市民
に選択させ、市民のプライ
バシー権を保障したい。

住民基本台帳法第１１条に
より住民基本台帳の閲覧
（氏名、住所、生年月日、
性別の４情報）は何人でも
請求できるが、この制度を
改め、条例により選択制を
規定することにより、申出
のあった市民の４情報は閲
覧させない制度（オプト・ア
ウト方式）とし、市民のプラ
イバシー権（自己の個人情
報を管理する権利）を保障
する。

040450

外国籍
市民の
住民票
への記
載

住民基本台
帳法第３９条

住民基本台帳法は、日本
国籍を有しない者について
は、適用しない。

Ｃ

住民の居住関係を公証する制度としては住民基本台帳制度が、外国
人の居住関係及び身分関係を公証する制度としては外国人登録制度
が存在している。仮に、外国人についても住民票に記載するとした場合
には、住民基本台帳制度及び外国人登録制度のあり方の抜本的な見
直しが必要となるため、特区としての対応は不可能である。

提案は、日本人と外
国人の混合世帯に
ついて、当該外国人
の名前などを住民
票の写しに記載する
ことにより市民サー
ビスの向上を図りた
いとするものであ
り、住民基本台帳制
度等の抜本的見直
しも含め、特区とし
て実現できないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

「住民基本台帳制度及び外国人登録制度のあり方の抜本的な見直しが必
要となるため、特区としての対応は不可能」との回答だが、先ずは、その抜
本的な検討・見直しをすすめる上での試金石・モデルケースとして、特区の
役割をご理解いただきたい。本市は、構造改革特区とはそのような趣旨で
あると解している。何卒、総務省におかれても特区の趣旨をご理解いただ
きたい。さて、日本人と外国人の混合世帯について、外国人が住民票に記
載されないことによって、外国人と結婚した日本人の家庭の住民票には、
日本人の配偶者のみ、または日本人の配偶者とその子供のみ、という家
族構成が記載されている。すなわち住民票だけ見るとあたかも外見上、独
身世帯、父子家庭、母子家庭のようにみえてしまう。従って日本人と外国
人の混合世帯の場合、同一の場所に居住しても住民票の写しのみでは、
一括的に世帯構成を確認することが不可能である。そのため、両親がいる
のに片親と誤解されることによる人権問題とも言うべき様々な問題が生じ
ている。そこで、本人からの申し出により、外国人登録と住民基本台帳を区
別せずに、当該外国人の名前などを住民票の写しに記載することにより市
民サービスの向上を図りたい。

提案主体も取り組まれているように、外国人配偶者の氏名を住民票の
備考欄に記載することについて、課長通知により認めている。備考欄に
記載されることにより、世帯構成を確認することもできるものであり、提
案主体が指摘する問題は解消するものと考える。

提案は、住民基
本台帳制度と外
国人登録制度に
おける課題の抜
本的な解決を求
めているもので
あり、提案を実
現できないか再
度検討し回答さ
れたい。

日本国籍を有する者と外
国籍を有する者との基本
的な立場の相違に基づき、
住民基本台帳制度や戸籍
制度とは別の外国人登録
制度が設けられているので
あり、抜本的な見直しは困
難。

1173010
草加
市

共生・
参画
特区
（外国
籍市
民を住
民票
に記
載す
る）

外国籍市
民を住民
票に記載
する

日本人と外国人の混合世
帯について、外国人につい
ても日本人と同様に住民
票の写しに記載する

日本人と外国人の混合世
帯について、外国人につい
ても日本人と同様に住民
票の写しに記載する

040460

郵政官
署法で
取り扱う
市の事
務範囲
の拡大

地方公共団
体の特定の
事務の郵便
局における取
扱いに関する
法律第２条

日本郵政公
社法第１９条
第２項第１６
号

１　地方公共団体は、日本郵政
公社との協議（規約の制定・議
会の議決必要）により規約を定
め、次に掲げる事務を郵便局
において取り扱わせることがで
きる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し及
び外国人登録原票記載事項証
明書
 ○　住民票の写し及び住民票
記載事項証明書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写
し・証明書の交付事務（本人請
求に係るもの）

２　日本郵政公社は、上記によ
り取扱う地方公共団体の事務
その他委託を受けた地方公共
団体の事務を取り扱うことがで
きる。

Ｃ

Ｄ－１

○ゴミ収集カレンダーの配布等、地方公共団体が住民の個人情報に直結する等の問題が生じ
ないものであるとして一般私人に委託可能と判断できる事務については、地方公共団体と日本
郵政公社の契約により同公社に事務を委託することが可能。
    →　Ｄ－１：現行の規定により対応可能

○福祉関係事務、住民基本台帳関係事務、印鑑登録関係事務等現行法令上郵便局において
取り扱わせることができないとされている事務を郵便局において取り扱わせることとするために
は、提案元において、まず提案に係る個々の事務の具体的内容について明確化し、さらに、郵
便局における事務処理範囲・手続、郵便局において取り扱わせることの是非及び必要性等を更
に精査していただき、その上で、総務省において、
・住民の個人情報に関わる事務を地方公共団体以外の窓口において取り扱うことについて、プ
ライバシーの保護、正確な事務処理の確保等に十分配慮する必要があること
・相談に対する対応や、質問により請求者等の実情を把握し、場合によっては他の窓口に取り
次ぐなど高度な専門的知識・判断が必要であること
・住民の権利義務に甚大な影響が生じるため厳格な本人確認が必要であること
・通例同時に行われる他の手続があり、それを郵便局で取り扱うことが困難なため、一方のみ
取り扱ったのでは利用者にとって二度手間となること
などの諸要素についての精査、公権力の行使に該当する事務については地方公共団体以外
の者に取り扱わせることの是非など多岐にわたる事項を検討する必要があり、また、提案元及
び総務省だけではなく、提案に係る個別の事務に係る制度を所管している関係省庁、事務を取
り扱うこととなる日本郵政公社等多数にわたる関係者との調整が必要であるため、さらに慎重
かつ具体的な検討が必要。
    →　Ｃ：特区として対応不可

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

多治見市は総務省の回答により指摘される４点について次のように意見を述べます。
①　「住民の個人情報に係わる事務を地方公共団体以外の窓口において取り扱うことについて、プ
ライバシーの保護、正確な事務処理に十分配慮する必要がある。」について
再提案した内容でプライバシーの保護、正確な事務処理が図られると考えますが、更には委託する
事務についての事務処理マニュアルを整備して、必要な研修を行うこととしています。
②　「相談に対する対応や、質問により請求者等の実情を把握し、場合によっては他の窓口に取り
次ぐなど高度な専門的知識・判断が必要となる場合がある」について
総合デジタル通信網を使用したファクシミリ装置(以下「FAX」という)及び電話を設置することにより、
必要書類の内容の点検、審査は市役所担当窓口が行います。
必要があれば市役所担当窓口と市民が直接電話により話し合うことで解決できると考えます。
③　「住民の権利義務に甚大な影響が生じるため厳格な本人確認が必要な場合があること。」につ
いて
それぞれの申請等は法により申請者が特定され、押印等必要な処置を行うことが定められており、
また必要な本人確認を適正に行うよう事務処理はマニュアル化されているため、十分対応できると
考えます。
④　「通例同時に行われる他の手続きがあり、それを郵便局で取り扱うことが困難なため、一方のみ
取扱ったのでは利用者にとって二度手間になるものがある。」について
多治見市の地区事務所で取扱う事務と同じ取り扱いを行うこととしているので、新たに市民に負担を
生じさせることはないと考えています。
＊　平成１５年１２月２４日付けで、総務省自治行政局自治政策課、総務省郵政行政局総合企画室
から「郵政官署で取扱う市の事務範囲の拡大」に係わる多治見市提案への質問状が届き、回答書
を作成しているところです。この回答書により担当部局名と協議を進めることとしていますので、実現
に向けて一層の協力要請をお願いします。

Ｃ

Ｄ－１

　平成１５年１２月２４日付けで提案元である多治見市に文書で質問を提出し、平成１６年１月１４日付けで多治見市より文書で
回答を得たことから、同回答を踏まえ、関係省庁において各事務の法令上の取扱いについて慎重かつ具体的に検討を行なっ
たところ、対応策は以下のとおり。

○多治見市が郵便局に委託したいとしている５７事務のうち５事務、具体的には、事務番号３（印鑑登録証明書の交付）、４（戸
籍・除籍謄抄本、戸籍・除籍記載事項証明書及び戸籍の附票の写しの交付。身分証明書の交付は除く。）、５（住民票の写し等
の交付）、９（外国人登録原票記載事項証明書の交付）及び２４（納税証明書の交付）については、地方公共団体は、地方公共
団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成１３年法律第１２０号。以下「郵政官署法」という。）第２条の規
定に基づき、日本郵政公社（以下「公社」という。）との協議により規約を定めて、これらの事務を郵便局に取り扱わせることが
可能（ただし、本人（戸籍謄抄本・戸籍の附票の場合は当該戸籍・戸籍の附票に記載されている者を含み、住民票の写しの場
合は同一世帯に属する者を含む。以下同じ。）からの請求に限る。）。
　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能

○同じく５７事務のうち１２事務、具体的には事務番号８（ＩＣカード（住民基本台帳カードを除く）の受付と引換証による受渡し）、
２８（ゴミ袋の販売）、２９（コンポスタ購入補助金の申請受付）、３０（小動物の火葬の受付）、３１（資源集団回収奨励金の申請
受付）、３２（ゴミ収集カレンダーの配布）、３５（給水（開始、中止、廃止、異動）申請の受付）、３７（汚水枡設置申請書の受付）、
３８（井戸水使用世帯の人員変更申請書の受付）、３９（体育施設の貸し出し）、５６（市民プラザ、文化会館のチケット販売）、５
７（各課催し物の案内）については、国の法令等を根拠とする事務ではないため、当該事務の実施について責任を有する多治
見市において、公権力の行使に当たらない事実行為であり、かつ、住民の個人情報に直結する等の問題が生じないものとし
て、一般私人に委託可能と判断できるのであれば、多治見市と日本郵政公社との契約により、郵便局に事務を委託することに
ついて法令上の制約はない。
　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能

○同じく５７事務のうち１２事務、具体的には、事務番号１１（国民健康保険料の収納）、２３（軽自動車税の収納）、２５（市民税
の収納）、２６（固定資産税の収納）、２７（し尿処理手数料の収納）、３３（市営住宅の家賃及び駐車料金の収納）、３４（上下水道
　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能

○同じく５７事務のうち残る２８事務（福祉関係事務、住民基本台帳関係事務、印鑑登録関係事務等）については、提案元におい
・住民の個人情報に関わる事務を地方公共団体以外の窓口において取り扱うことについて、プライバシーの保護、正確な事務処
・相談に対する対応や、質問により請求者等の実情を把握し、場合によっては他の窓口に取り次ぐなど高度な専門的知識・判断
・住民の権利義務に甚大な影響が生じるため厳格な本人確認が必要であること
・通例同時に行われる他の手続があり、それを郵便局で取り扱うことが困難なため、一方のみ取り扱ったのでは利用者にとって
などの諸要素についての精査、公権力の行使に該当する事務については地方公共団体以外の者に取り扱わせることの是非な
このため、本日、提案元である多治見市に対し、文書により再質問を送付したので、その回答を待って更なる検討を行なうことと
→　Ｃ：特区として対応不可

特区で対応不可
とされた項目に
ついても、提案
が実現できるよ
う検討し回答さ
れたい。

５７事務のうち２８事務（福
祉関係事務、住民基本台
帳関係事務、印鑑登録関
係事務等）については、平
成１６年１月２７日付け質問
に対する多治見市からの
回答を待って検討を行うこ
ととしているところである
が、当該回答が未到着の
ため、到着を待って検討す
ることとしたい。
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郵政官署
法で取り
扱う市の
事務範囲
の拡大

平成１３年に成立した「地
方公共団体の特定の事務
の郵政官署における取扱
いに関する法律」（以下「郵
政官署法」という。）により
郵政官署で取り扱うことの
できる地方公共団体の事
務が限定されている。郵政
官署法第２条を改正し郵政
官署において取扱いできる
事務を、市の地区事務所
で取り扱っている５7事務に
拡大する。

人口106,000人、面積77.95平方キロ
メートルの本市は市内に１０箇所の
サービスセンター（地区事務所）を設置
し、６１事務を取扱い、年間１３万件の
利用がある。しかしながら効率的な行
政運営の視点から整理統合が必要とな
りサービスを低下させない整理統合の
方法として特定郵便局への委託を検討
しており、特区第２次、３次提案に応募
したが認められなかった。今回、前回に
おいて指摘された内容について再検討
し、直接公印を使用する健康保険証の
交付については多治見市役所で作成し
郵送か引渡証による配布とし、委託を
予定する事務の範囲には公印を使用
する事務は郵政官署法に定められた戸
籍謄抄本における掛紙の場合のみとす
る。これにより、郵政官署では申請書、
届書等の正確な記載を支援し、預かる
事務を行うのみで、審査、受理不受理
の判断等公権力の公使にあたる事務
は取扱うことがなくなる。この内容で郵
政官署に委託する事務を５７事務（特
記事項欄に記載）とすることにより、自
治体事務の合理化ならびに特定郵便
局の経営基盤の強化を実現する。な
お、当初は2地区事務所のエリアをモデ
ル地区とする。

040470

土地開
発公社
保有地
の賃貸
事業の
範囲の
拡大

・公有地の拡
大の推進に
関する法律
第１７条
・土地開発公
社の保有土
地の賃貸等
の運用方針
について（昭
和６２年１０月
２２日、自治
政第１０６号）

土地開発公社は地方公共
団体等の依頼に基づき公
有地となるべき土地等を取
得・処分することができる。

Ｃ

・土地開発公社は、「公有地となるべき土地等の取得及び造成その他
の管理等」を行わせるために設立されたものである（公有地の拡大の
推進に関する法律第1０条）。地方公共団体等の依頼により取得された
土地については、依頼元団体が速やかに再取得すべきである。本提案
は、土地開発公社に長期の保有を強いることとなり、認められない。

地方公共団体が速
やかに再取得する
ための支援措置は
講じられているの
か。それにより再取
得は進んでいるの
か。
また、提案は、賃貸
料収入により、地方
公共団体の当該公
社保有地の買い戻
し資金の積立を図る
ことや固定資産税
等税収の増加を図
ることも可能となると
いうものであり、併
せて右の提案主体
の意見を踏まえ、再
度検討し回答された
い。

１．地方の中心市街地や自治体の財政運営は危機的状況にあり、土地開発公社保有地の内、法第
17条第１項第１号ニの規定により取得した土地（市街地開発事業の用に供する土地）については、
地方の実情に応じた弾力的な活用を求める
本提案は、「公有地の拡大の推進に関する法律」の趣旨及び今回の貴省の回答を厳粛に受け止め
ながらも、中心市街地の衰退、本市の財政運営の厳しさ等、現実の危機対応を優先し、中心市街地
活性化の為、当該土地開発公社保有地の賃貸による利活用を進め、さらには、その収益により買い
戻し資金を捻出し、本市における財政負担を極力抑える現実的な提案を行ったものである。本提案
は、借地借家法に基づく事業用借地権により20年という期限を定めた中で、賃貸を容認し、期間終
了後に、本市が買い戻すことを前提としている。また、その担保として条例に基づく基金を設置しよう
とするもので、いたずらに土地開発公社に長期の保有を強いるものではない。地方の実情に鑑みれ
ば、現状のままの状態を続けていることの方が、土地開発公社に長期の保有を強いることになると
考えられる。地方の中心市街地の現状、さらには地方公共団体の苦しい台所事情をご理解いただき
たい。（詳細は、別添「意見書」１．参照）
２．法第17条第１項第２号の規定により造成した土地と第17条第１項第１号ニの規定により取得した
土地（市街地開発事業の用に供する土地）との「賃貸」における取り扱いが異なる理由が明確でない
土地開発公社保有地の中で、「公有地の拡大の推進に関する法律」第17条第１項第２号の規定によ
り造成した土地については、事業用借地権を設定した賃貸が認められているが、同法第17条第１項
第１号ニの規定により取得した土地（市街地開発事業の用に供する土地）については、事業用借地
権を設定した賃貸が認められていない。両者は、同じ土地開発公社保有地でありながら、その性質
を異にするものであることや、造成事業の場合は、ある程度時間がかかるため、賃貸もやむを得な
いとする見解についても、理解はできる。しかしながら、同一の法・条文・趣旨によって設立された土
地開発公社が保有する土地の中で、管理の一形態である「賃貸」という特定の行為の取り扱いに著
しい差異を設けることについての合理的な理由を明確に示していただきたい。（詳細は、別添「意見
書」２．参照）

・土地開発公社については、土地取得手続きの適正化、保有土地の処
分の促進等を図るため、平成１２年に通知を発出したところであり、ま
た、一定の要件を満たす団体を対象として、平成１３年度から平成１７
年度までの間、経営健全化対策を講じているところである。
・土地開発公社の保有する土地は、金融機関等からの借入金により取
得したものであり、最終的には土地の処分による借入金の返済を前提
としている。よって、依頼元団体が再取得した上で賃貸することを含め、
早期に処分し、資金の回収が図られるべきである。また、事業目的が
明確であれば、借入金にかかる将来的な利子負担分を考慮しても、依
頼元が早期に再取得すべきであり、この場合、通常の事業債の活用も
可能と思われる。本提案は、地方公共団体の財政負担の肩代わりを土
地開発公社にさせるものであり、地方公共団体の財政の透明性の観点
から問題があること、及び土地開発公社の経営に多大な影響を与える
おそれがあることから、適切ではない。
・なお、現行においても、賃貸等の相手方に処分することを前提とした
賃貸等を行うことは、原則として１０年を超えない範囲で可能である。

土地開発公社の健
全化対策対象外の
地方公共団体が、
早急に再取得を行
うことは財政上困
難であり、現状のま
ま有効な対策を講
じなければ、ますま
す公社の経営や自
治体の財政状況を
悪化させるのでは
ないか。
よって、事業用借
地権の設定を可能
とし、土地の有効
活用を図る措置を
講じられないか、再
度検討し回答され
たい。

Ｂ Ⅳ

１．土地開発公社の保有する公有地先
行取得事業用地は、速やかに依頼元
団体が再取得すべきであり、２０年間の
事業用借地権の設定を認めることは適
当でない。
２．土地開発公社の経営健全化の観点
から、土地開発公社が直接貸付けるの
ではなく、土地開発公社の土地を地方
公共団体が取得してその有効利用を図
るための一般的な措置を、平成１６年
度の早期に講じる。
（措置の方向性）
　計画的な経営健全化を図る土地開発
公社に係る土地の再取得について、次
のような措置を講じる。
①当該土地を地方公共団体が再取得
し将来公共用地として活用する場合に
は、当該再取得費について一般単独事
業債等による地方債措置を講じる。
②当該土地を地方公共団体が再取得
し民間企業に貸し付けて活用する場合
には市場実勢等を勘案した適切な賃料
設定の有無や当該企業の財務能力等
を十分確認の上、一般単独事業債によ
る地方債措置を講じる。
３．犬山市の事例は、２．により対応す
る。なお、一般事業債の充当率は７５％
であるが、残り２５％の全部又は一部に
ついても、要件を満たせば、地域再生
事業債等が充当可能。
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「公有地の拡大の推進に関す
る法律」第17条第１項第１号ニ
の規定により取得した土地開
発公社保有地の賃貸につい
て、構造改革特別区域特別方
針の別表１の番号403「土地開
発公社の所有する造成地の賃
貸事業」同様、当該保有地に
事業用借地権（専ら事業の用
に供する建物の所有を目的と
し、かつ、存続期間を20年以下
とする借地権）を設定し、賃貸
することが可能となるよう規制
の特例措置を求めるものであ
る。
（「土地開発公社の保有土地の
賃貸等の運用方針について」
（昭和62年10月22日自治政第
106号）で規定されている「長期
に及ぶもの（10年以上）や堅固
な建物を建設する等を内容と
する賃貸等は認められない。」
の規制の特例措置を求めるも
のである。）

中心市街地活性化の実現
には、地元住民の意向に
応え、歩いて行ける範囲で
の生活利便機能の充実を
図ることが不可欠であり、
そのため、当該公社保有
地に事業用借地権を設定
し、商業施設の誘致を図る
ことで、中心市街地の活性
化を推進しようとするもの
である。この構想が実現で
きれば、中心市街地内で
の人の動きが活発化し、中
心市街地の求心力を高め
ることができるとともに、賃
貸料収入により、地方公共
団体の当該公社保有地の
買い戻し資金の積立を図
ることや固定資産税等税
収の増加を図ることも可能
となる。

040480

中心市
街地に
おける
市街地
整備改
善及び
商業等
の活性
化法の
緩和措
置

中心市街地
における市街
地の整備改
善及び商業
等の活性化
の一体的推
進に関する
法律

第２条において、この法律の措置は、都市
の中心の市街地であって、次に掲げる要件
に該当するものについて講じられるものとさ
れている。
一　当該市街地に、相当数の小売業者が集
積し、及び都市機能が相当程度集積してお
り、その存在している市町村の中心としての
役割を果たしている市街地であること。
二　当該市街地の土地利用及び商業活動
の状況等から見て、機能的な都市活動の確
保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は
生ずるおそれがあると認められる市街地で
あること。
三　当該市街において市街地の整備改善
及び商業等の活性化を一体的に推進する
ことが、当該市街地の存在する市町村及び
その周辺の地域の発展にとって有効かつ適
切であると認められること。
また、第６条第１項において、市町村は、基
本方針に基づき、当該市町村の区域内の
中心市街地について、市街地の整備改善
及び商業等の活性化の一体的推進に関す
る基本的な計画（基本計画）を作成すること
ができることとされている。
なお、市町村が基本計画で定めた特定中
心市街地においては、第３条により、国及び
地方公共団体は、民間事業者の能力の活
用を図るよう配慮し、必要な施策を総合的
かつ相互連携を図りつつ講ずるよう努めな
ければならないことになっている。

E

中心市街地法は、市町村が作成した基本計画に基づき様々な支援措
置を講じるものであり、規制法ではない。
なお、平成15年12月時点において福岡県鞍手町は法第６条第１項の基
本計画を作成していない。

3020030

社会
福祉
法人
鞍手
会、
ケィ・
ティ・
エン
タープ
ライズ
株式
会社、
有限
会社
かじ
と、個
人

社会
福祉
施設
に特
化した
住み
たくな
る町づ
くり特
区構
想

中心市街
地におけ
る市街地
整備改善
及び商業
等の活性
化法の緩
和措置

これらの制度は市町村が
イニシアチブを取る法律規
制がかけてある。
鞍手町の基本計画は民間
活力を利用して充実するも
のではなく、全て税負担
100%のものが中心である。
・中心市街地における法律
の範囲が、さびれた中心市
街地を活性化させるという
主旨である。これを今後活
性化させようとする地域に
中心的に投資する事が出
来る様に法律の解釈の規
制を緩和して欲しい

福祉複合施設内に利便性
の高いコンビエンスストア・
レストラン・酒場・バリアー
フリー住宅・家畜ペット園等
の誘致に関するインフラ整
備などに関して実施する。
炭鉱跡地（公害）の土地整
備を正常化させる。
　例：杭打ち土木事業を完
備させる。下水道を完備す
る。

ストレス社会の息抜きが出
来るレジャー施設が進出し
やすくなる。
　払い下げた土地は代替
え地として利用して計画を
実現させる
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040500

地方公
務員法
第３条
におけ
る特別
職の範
囲の拡
大

地方公務員
法第３条第３
項

地方公務員を職務の性質
に応じて、地方公務員法が
適用される一般職とそれ以
外の特別職に区別

Ｃ

特別職の場合、地方公務員法が適用されないことから、成績主義、厳
格な服務規則、政治と行政の分離等の地方公務員法の原則が法的に
担保されず、弾力的な任用という名のもとに自由任用が可能となり、任
命権者との人間関係や政治的配慮による任用が行われる可能性が高
い。したがって、能力に基づく政治的に中立な任用を継続的に保障する
ことで、行政における専門性の蓄積と安定性を保つ観点から、ラインの
長である部長職は一般職であるべきであり、特別職には馴染まない。
市長の政治的リーダーシップに従って忠実に職務を遂行する幹部職員
を確保したいのであれば、複数助役制を導入することにより対応が可
能である。

1136010
我孫
子市

地方
公務
員法
第３条
におけ
る特別
職の
範囲
の拡
大

地方公務
員法第３
条におけ
る特別職
の範囲の
拡大

認定を受けた自治体にお
いて、地方自治体の長が
指定した部長職以上のポ
ストについて、条例で任命
方法(任命権者は地方自治
体の長）、給与の支給方法
等を定め、それに基づき、
認定自治体の長が必要な
人材を登用することが可能
となる。なお、登用すること
が可能な者は、一般職の
公務員でも民間の人材で
も可とする。

地方分権をさらに推進する
ため、市長が指定する部
長職を特別職とする。

040510

地方公
務員の
臨時的
任用の
対象範
囲の拡
大

構造改革特
別区域法第２
０条第１項

地方公共団体の提案を踏
まえ、特区として特例を講
ずることにより、当該地域
における経済的社会的効
果が認められることを前提
に、例えば特区における人
材の需給状況等に鑑み、
更新時における後任の確
保が困難な場合等の一定
の場合について、一年を超
えた臨時的任用を措置

Ｃ

構造改革特別区域基本方針にも明記されているように、先ずは特例措
置の実施状況を踏まえ、その効果、影響等を評価する必要があるた
め。また、現在、特区室から評価のための調査手法等について、各種
照会を受けているところでもある。なお、「過疎地や例外的な分野しか
活用ができないこと」を再提案理由としているが、提案団体は１１月２８
日の第３回の特区計画の認定において既に認定を受けており、当該特
例の活用が可能となっている。（ちなみに、地方公務員の臨時的任用
期間の延長に係る特例については、先般の第３回の特区計画の認定
において、初めて認定がなされたばかりである。）

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

本提案は、柔軟な臨時的任用を可能とし、雇用の拡充を図りながら、地方
自治体の歳出総額を抑制しようとするものである。
構造改革特区基本方針では、地域の独創的な構想を最大限実現するため
の環境整備が特区制度であり、また、公共団体及び民間事業者等からの
提案を受け、規制の特例措置の充実を図ることとされている。
特区における実施状況を評価する必要があるとの回答であるが、特区の
制度においては、その各特定事業の見直しについて、必ずしも評価を経て
からというものではなく、実際にそのような例もあると承知しており、この特
定事業においては、なぜ評価が必要なのか合理的な理由を提示された
い。
また、認定された特例措置の、最大限の効果を上げるためにも、拡充提案
している「、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等にかんが
み」及び「の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は
定数の改廃等」の削除について再検討され、その見解及び今後の対応に
ついて具体的に提示されたい。

先に回答したとおり、構造改革特別区域基本方針（以下「基本方針」という。）に基
づき、先ずは特例措置の実施状況を踏まえ、その効果、影響等を十分に評価する
必要があり、評価の前提となる調査手法等が何も決まっていない現時点において
検討することは困難である。なお、臨時的任用は、正式任用の例外として、人事
行政の弾力化の観点から、正式任用の手続きをとるいとまがないような緊急の場
合等に限って認められている制度であり、このような制度の趣旨に基づき、競争
試験等の厳格な能力実証を経ることなく任用が可能となっているところである。提
案団体は、特例の臨時的任用を活用することにより「地方自治体の歳出総額を抑
制する」としているが、各地方公共団体において、最小のコストで最も効率的な行
政サービスの提供に努めることは有意なことであるが、一方で行政サービスの提
供に支障をきたすことがないよう留意する必要があるところである。したがって、特
例措置の見直しにあたっては、基本方針に定められているとおり、特例措置が特
区内において適切に実施されているか、特区計画に記載されているような効果を
上げているか、について評価することはもちろんのこと、今回の特例により、十分
な能力実証を経ない定数外の臨時的任用職員が長期在職することになり、場合
によっては地方公共団体の公務能率を減退させ、ひいては住民サービスに支障
をきたすおそれもあるところであり、このような弊害についても十分に調査を行う
必要がある。

2014010
志木
市

志木
市地
方自
立特
区

志木市地
方自立特
区

地方公務員に係る臨時的
任用事業の特例措置、(1)
中「、当該構造改革特別区
域における人材の需給状
況等にかんがみ」及び(3)
中「の見直しに応じた業務
量の一時的な変化により
生ずる職制又は定数の改
廃等」を削除する。

　個別の自治体の実態に
即した、柔軟な臨時的任用
を可能とし、雇用の拡充を
図りながら、経済の縮小が
余儀なくされる今後の少子
高齢社会に向けて、地方
自治体の歳出総額を抑制
する。

040520

国立学
校教員
の民間
学校・公
設民営
学校へ
の派遣
の容認

―

　国立大学付属学校教員
を民間企業へ派遣するた
めの制度は設けられてい
ない。

D-3 Ⅰ
　国立大学付属学校の教員については、平成１６年４月１日に国立大
学法人化により非公務員となるため、同日以後、各国立大学法人にお
いて判断されることとなる。

3081030
株式
会社ノ
ヴァ

小中
高生
のキャ
リアデ
ザイン
支援プ
ロジェ
クト

教員の募
集・待遇
の自由化

小学校・中学校・高等学校
の正規教員においても、特
定のスキルに秀で、指導力
のある教員は待遇面で優
遇します。

国立大学付属や公立の
小・中・高等学校の教員
を、その身分を有したまま
民間学校に派遣できるよう
にします。常勤を原則とし
ますが、非常勤も認めま
す。給与・待遇は、民間学
校が独自に定め、教員の
能力に応じて処遇できるよ
うにします。地方公務員法
等に則されず、個々の教員
の指導力を最大限に発揮
させる待遇が設定できるこ
とにより、教育の質の向上
が期待できます。

040520

国立学
校教員
の民間
学校・公
設民営
学校へ
の派遣
の容認

―

　国立大学付属学校教員
を民間企業へ派遣するた
めの制度は設けられてい
ない。

D-3 Ⅰ
　国立大学付属学校の教員については、平成１６年４月１日に国立大
学法人化により非公務員となるため、同日以後、各国立大学法人にお
いて判断されることとなる。

3082050
株式
会社ノ
ヴァ

株式
会社
による
公設
民営
型義
務教
育学
校経
営プロ
ジェク
ト

教員の募
集・待遇
の自由化

小学校・中学校・高等学校
の正規教員においても、特
定のスキルに秀で、指導力
のある教員は待遇面で優
遇します。

国立大学付属や公立の
小・中・高等学校の教員
を、その身分を有したま
ま、公設で運営委託を受け
た民間学校に派遣できるよ
うにします。常勤を原則とし
ますが、非常勤も認めま
す。給与・待遇は、公設民
営校が独自に定め、教員
の能力に応じて処遇できる
ようにします。地方公務員
法等に則されず、個々の教
員の指導力を最大限に発
揮させる待遇が設定できる
ことにより、教育の質の向
上が期待できます。

040530

公立学
校教員
の民間
学校・公
設民営
学校へ
の派遣
の容認

　地方公務員を公務員の
身分を有したままで民間企
業に派遣する制度は存在
しない。
　なお、地方公務員法にお
いて民間企業における給
与・処遇に関する規定はな
い。

Ｃ

　教育への外部資源の活用については、中央教育審議会で検討中で
ある。
　なお、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではな
く（憲法15条）、また、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益
のために勤務しなければならない（地方公務員法30条）ものである。こ
のため、地方公務員を公務員の身分を有したままで民間企業に派遣す
る制度は、憲法に抵触するおそれが強い。
　なお、地方公務員法第２５条（給与に関する条例及び給料額の決定）
については、地方公共団体の職員について規定したものであり、何ら私
企業における給与決定等について拘束・規定するものではない。

教育を行なうという
行為については公
共的性格を有するも
のであり、公益法人
等への一般職の地
方公務員の派遣等
に関する法律の派
遣対象の拡大また
は官民交流法と類
似の制度を創設す
るなど提案を実現で
きないか、再度検討
し回答されたい。

文部科学省で対応されるものと承知 3081030
株式
会社ノ
ヴァ

小中
高生
のキャ
リアデ
ザイン
支援プ
ロジェ
クト

教員の募
集・待遇
の自由化

小学校・中学校・高等学校
の正規教員においても、特
定のスキルに秀で、指導力
のある教員は待遇面で優
遇します。

国立大学付属や公立の
小・中・高等学校の教員
を、その身分を有したまま
民間学校に派遣できるよう
にします。常勤を原則とし
ますが、非常勤も認めま
す。給与・待遇は、民間学
校が独自に定め、教員の
能力に応じて処遇できるよ
うにします。地方公務員法
等に則されず、個々の教員
の指導力を最大限に発揮
させる待遇が設定できるこ
とにより、教育の質の向上
が期待できます。
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040530

公立学
校教員
の民間
学校・公
設民営
学校へ
の派遣
の容認

　地方公務員を公務員の
身分を有したままで民間企
業に派遣する制度は存在
しない。
　なお、地方公務員法にお
いて民間企業における給
与・処遇に関する規定はな
い。

Ｃ

　公設民営については、中央教育審議会において検討中である。
　なお、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではな
く（憲法15条）、また、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益
のために勤務しなければならない（地方公務員法30条）ものである。こ
のため、地方公務員を公務員の身分を有したままで民間企業に派遣す
る制度は、憲法に抵触するおそれが強い。
　なお、地方公務員法第２５条（給与に関する条例及び給料額の決定）
については、地方公共団体の職員について規定したものであり、何ら私
企業における給与決定等について拘束・規定するものではない。

公設民営校は、公
共的性格を有するも
のであり、単なる民
間企業への公務員
の派遣とは異なるの
ではないか。
提案を実現できない
か、再度検討し回答
されたい。

文部科学省で対応されるものと承知 3082050
株式
会社ノ
ヴァ

株式
会社
による
公設
民営
型義
務教
育学
校経
営プロ
ジェク
ト

教員の募
集・待遇
の自由化

小学校・中学校・高等学校
の正規教員においても、特
定のスキルに秀で、指導力
のある教員は待遇面で優
遇します。

国立大学付属や公立の
小・中・高等学校の教員
を、その身分を有したま
ま、公設で運営委託を受け
た民間学校に派遣できるよ
うにします。常勤を原則とし
ますが、非常勤も認めま
す。給与・待遇は、公設民
営校が独自に定め、教員
の能力に応じて処遇できる
ようにします。地方公務員
法等に則されず、個々の教
員の指導力を最大限に発
揮させる待遇が設定できる
ことにより、教育の質の向
上が期待できます。

040540
教員の
定年の
緩和

地方公務員
法第28条の２
第４項、地方
公共団体の
一般職の任
期付職員の
採用に関す
る法律
教育公務員
特例法

地方公務員は、国の定年
を基準として条例で定める
定年に達した日以後最初
の３月31日までの間の条
例で定める日に退職するも
のとされており（地方公務
員法第28条の２第１項、第
２項）、臨時的任用職員
や、法律によって任期を定
めて任用される職員につい
ては、この定年の規定は適
用しない（同条第４項）こと
とされている。
また、地方公務員法２７条
により、すべて職員の分限
については、公正でなけれ
ばならないものとされてい
る。

Ｃ

　地方公務員である教員の定年の緩和については、身分保障の基本
的事項であり、他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないこと
など、公務員の定年制度全体の中で検討する必要がある。

　なお、提案のような、官公庁、大学・専門学校、企業、在外公館等の
職員から、教員のうちから容易に確保できない、豊富な経験や知識を
有する人材を登用しようとする場合にあっては、地方公共団体の一般
職の任期付職員の採用に関する法律を活用し、任期を付して採用する
ことにより、定年を超えている者を任用することが可能。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　貴省は、教職員の定年の緩和について、「地方公務員の身分保障の基本的事項」であることから、
「他の地方公共団体職員との間の権衡」を理由に、公務員制度全体の中で検討する必要がある」と
いう趣旨の回答をされています。
　しかしながら、平成１４年９月２０日に出された「構造改革特区推進のための基本方針」にもあるよ
うに、全国的な規制改革の進展が遅い分野について、地方公共団体等の自発的な立案により、地
域の特性に応じた規制の緩和を導入する特定の区域を設け、当該地域が自発性をもって構造改革
を進められるようにすることが、構造改革特区の目的とされています。そして、「規制は全国一律で
なければならない。」との考え方から、地域の特性に応じた規制を認めるという考え方に転換を図る
という方針が示されています。
　こうしたことを十分に踏まえ、千代田区といたしましても、地方自治体としての「自助と自立の精神」
のもとに、地方分権を推進する観点からも、今回の提案を行った次第です。
　ご承知のとおり千代田区においては、数多くの企業、大学、私立学校、各種専門学校等が数多く
存在しております。そこに集う人材の中には、輝かしい実績をもち、能力・意欲そして教育にかける
熱意にあふれる方が数多く存在しています。千代田区が区立で初めて中高一貫教育校に取り組む
にあたり、こうした人材を、他の地域にはない、千代田区ならではの貴重な教育資産と考え、特別免
許状制度も活用しつつ、正規教員として積極的に人材登用していきたいと考えております。
　教員としての適性や能力は、単に年齢という要素だけで一律に判断できるものではありません。現
実に私立学校等においては、年齢は高くともベテラン教員あるいは校長として大きな実績をあげて
いるケースも数多く見られます。特色あふれる中高一貫教育の実現を目指す千代田区にとっては、
地域に密着した大変貴重な人材が、「現行の地方公務員制度における定年を超えている」という理
由だけで切り捨てられ、正規教員として登用できないことは、多大な損失となってしまいます。

　なお、貴省からの回答において、地方公共団
体の一般職の任期付職員の採用に関する法
律を活用することにより、定年を超えている者
を任用することが可能とのご指摘をいただきま
した。しかし残念ながら、同法における５年間と
いう期間限定付きの採用では、じっくり腰を据
えて生徒の育成に取り組むといった意識に欠
けてしまうことになりかねません。６年間の中
高一貫教育にじっくりと取り組むためには、教
員についても最低６年以上の任期が必要であ
ると千代田区は考えております。さらに本人の
身体的状況と指導上の成果を
勘案しつつ、長期にわたる任用も考えておりま
す。従いまして、同法の活用では、千代田区の
意図を実現
することは不可能です。
　なにとぞ千代田区という地域の特性をご理解
いただき、今回の提案について再検討され、そ
の見解及び
今後の対応につき具体的に提示していただき
たいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。

C
D-1

　職員のうち特に必要がある者に限って定年を緩和することについて
は、定年を含む分限制度は、職員の身分に重大な影響を与えるもので
あり、「制度の現状」にあるとおり、公正でなければならないものである。
したがって、同一の職の職員について、個人ごとに定年を設定すること
は認められない。
　一方、定年を超えている者を任用することは、前回の回答にもあると
おり、任期付法により可能であり、この場合、法律的には任期５年を満
了した後の再任は否定されていない。

1100030
千代
田区

中等
教育
学校
特区

教員の定
年の緩和

地方公務員の定年を超え
た人材の積極的な登用を
可能とする。

区立中等教育学校の教員
については、地教行法第６
１条によりすべて区が任命
権者となるが、豊富な経験
と知識を持った人材を積極
的に活用するため、必要に
応じて、６０歳を超えた人材
の新規採用と、定年延長を
可能にする。（学校長以外
は、基本的に教員免許を
有する者を対象とする。必
要やむを得ない場合には、
特別免許状により対応す
る。）

040550

地方公
務員へ
のフレッ
クスタイ
ム制の
導入

地方公務員
法第５８条第
３項

労働者に勤務の始業及び
終業の時刻の決定をゆだ
ねる労働基準法第３２条の
３（フレックスタイム制）は、
適用除外となっている。

D-1

E

　提案にある「窓口サービス時間の延長」は、任命権者が、行政ニーズ
を考慮して早出・遅出の勤務時間の割り振りを柔軟に行うことにより対
応することができる 。　→　D-１
　なお、労働基準法第３２条の３に規定されているフレックスタイム制度
は職員に勤務時間の管理を完全にゆだねるものであり、提案にあるよ
うな任命権者が勤務時間をきめるものではない。　→　Ｅ

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

  労働基準法が労働条件の最低基準を定めたものであるならば、国家公
務員に適用しているフレックスタイム制度を、地方公務員にも、導入できる
ようにすべきであります。
  本市としては、「窓口サービス時間の延長」に限らず、検査部門（食肉衛
生検査所）や事業部門（観光課のイベント開催）などにおいて、早出・遅出
による時差出勤制度よりも、もっと柔軟な勤務時間の配分が実現できる制
度を提案しているものです。
  また、労働基準法第３２条の３は、あらかじめ労使でフレックスタイムの例
示を定め、職員に選択させることを妨げるものではないと考えます。

D-1

　　勤務時間の割振りについては、提案にあるように「任命権者が労働
時間を決める」ものであれば、行政ニーズ等を考慮して早出・遅出だけ
でなく労働基準法第３２条の２（１ヶ月の変形労働）の規定に反しない範
囲で、柔軟に対応することができる。
　なお、国家公務員の研究職員に導入されているフレックスタイム制度
は、労基法第３２条の３に規定されている労働者に勤務時間の管理を
完全にゆだねるものではない。

1153010
高松
市

勤務
条件
改善
特区

地方公務
員へのフ
レックスタ
イム制の
導入

地方公務員法第５８条第３
項のうち、適用除外となっ
ている条項の中で、労働基
準法第３２条の３につい
て、規制緩和により適用除
外から削除する。

フレックスタイム制を導入
し、窓口部門において、繁
忙期における窓口のサー
ビス時間の延長を実施す
るなど、柔軟な労働時間の
配分を実現する。

040560

地方公
務員へ
の弾力
的な勤
務時間
の取り
扱いの
導入

労働基準法
第３４条

労働時間が六時間を超え
る場合においては少くとも
四十五分、八時間を超える
場合においては少くとも一
時間の休憩時間を労働時
間の途中に与えなければ
ならない。

Ｃ

　労基法は、労働条件の最低基準を定めたものであり、規制しているも
のではない。また、憲法第２７条第２項の「勤務条件に関する基準は、
法律でこれを定める」とされているため、地方公務員の休憩時間の法的
根拠として労基法第３４条が適用されているところであるため適用除外
はできない。
　なお、休憩時間は、ある程度勤務時間が継続した場合に蓄積される
職員の心身の疲労を回復するために与えるものであり、時間外勤務を
命ずる場合に、休憩時間をおくことは勤務能率の増進、災害防止のうえ
に重要な意味を有するものであり、時間外勤務の縮減につながるもの
と考える。

国家公務員は労働
基準法そのものが
適用外となっている
が、国家公務員と地
方公務員で取り扱
いが異なるのはな
ぜか。
その上で、希望する
地方公共団体につ
いては提案を実現
できないか、右の提
案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回
答されたい。

  地方公務員の勤務時間は、地方公務員法第２４条第５項の規定により、
国家公務員との均衡を考慮して定めることとされています。
  労働基準法が、お説のように、労働条件の最低基準を定めたものである
ならば、地方公務員には適用されて、なぜ、国家公務員には適用されない
のか、その理由を明らかにすべきであります。

　国家公務員の勤務条件については、法律及び人事院規則で定めら
れているが、地方公務員の勤務条件については、各地方公共団体にお
いて条例で定めていることから、その法的根拠として労働基準法が適
用されているところである。

1153020
高松
市

勤務
条件
改善
特区

弾力的な
勤務時間
の取り扱
いの導入

労働基準法第３４条を、規
制緩和により適用除外とす
る。

国家公務員と地方公務員
との不均衡を改善するとと
もに、緊急時や市民サービ
スへの対応など引き続いて
勤務しなければならない場
合に、国家公務員と同様に
連続した業務を実現するこ
とにより、弾力的な勤務体
制と事務処理体制の整備
を行う。

040570

地方公
務員に
よる営
利企業
等の従
事制限
の緩和

地方公務員
法第３８条

営利企業への従事等は、
人事委員会規則等に定め
る理由に基づき任命権者
が許可

Ｄ－１

地方公務員が営利企業の役員を兼ねることや報酬を得て事業等に従
事することについては、①職務専念義務の免除（地方公務員法第３５
条）、②営利企業等の従事制限の許可（地方公務員法第３８条）、の規
定に従って任命権者の判断により可能となるものであり、その基準等
は当該団体の条例等で定めることとなっている。したがって、団体の提
案にあるような、「地方公務員が公務に支障のない範囲で、週末あるい
は勤務時間外に起業又は企業経営に従事すること」については、地方
公務員法上、先に述べたとおり、営利企業等の従事制限の許可の規定
に従って任命権者の判断により可能となっており、現行の規定により対
応可能である。なお、既に同趣旨の提案は、第一次及び二次提案にお
いて現行制度で対応可能として整理されたところであり、確認された
い。

1050010
唐津
市

週末
起業
特区

地方公務
員による
営利企業
等の従事
制限の緩
和

地方公務員が地方公務員
法の規定に関わらず、公
務に支障のない範囲で週
末あるいは勤務時間外に
起業又は企業経営に従事
することを積極的に認めよ
うとするものである。このこ
とを通じ地方公務員が退
職後の生活設計の目途を
立て、自発的早期退職を
促すものである。当分の
間、この規制を緩和する。
ただし、市町村合併後１０
年間に限る。

地方公共団体は｢週末起
業支援プログラム｣を策定
し、職員が起業し営利企業
等の経営を通じて退職後
の生活設計を立てることに
より早期の自発的退職を
促し、市町村合併後の過
剰職員の早期解消に資す
るものである。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040580

民間企
業へ職
員を派
遣する
場合の
身分取
扱いに
関する
規制の
特例

地方公務員法第３
５条、地方公務員
法第３８条第１
項、地方公務員等
共済組合法第４３
条第２項及び同法
の短期給付に関
する規定、地方公
務員等共済組合
法の長期給付に
関する規定、地方
公務員等共済組
合法第１１２条各
号、地方公務員等
共済組合法の規
定の読み替え（第
２条第１項第５号
及び第６号、第１１
３条第２項、第１１
６条第１項、附則
第４０条の４第２
項）、児童手当法
第２０条第１項第
３号

地方公務員を民間企業に
派遣するための制度は存
在しない。

Ｃ
Ｄ－１

　官民交流法は、民間企業への職員の派遣に当たって、公務の公正
性・信頼性を確保するため、派遣対象企業を人事院が提示する名簿に
記載された企業に限定すること、各省庁が作成した職員に係る派遣計
画を人事院が認定した場合に当該職員を人事院事務総局の官職に任
命し、その上で民間企業への派遣を実施することとしているなど、公務
部門と民間企業との関係に幾重にも配慮して設計された法制であり、
人事院に相当する機関を一般に有していない地方公共団体に対して、
類似の制度設計を行うことは困難。
　なお、人材育成を目的とする職員の派遣であれば、職務命令により対
応することで、共済制度をはじめとする問題は発生しない。

官民交流法と類似
の制度を創設できな
いか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

回答において、「人事院に相当する機関を一般に有していない地方公共団体に対して、類似の制度
設計を行うことは困難」であるとの判断が示されているが、官民交流法においては、特別職で人事
院の権限が及ばない防衛庁職員についても、同法第２３条で一般職の国家公務員に関する規定を
準用して対応しているところである。地方公共団体において、官民交流に関する基本的な枠組みに
ついては法律により規定する必要はあるが、当該法律中、官民交流法において人事院規則で定め
るとされる交流基準等の事項については議会で議決を経た条例で定めることなど、官民交流法にお
ける防衛庁職員への対応と同様の仕組みを当該法律に設けることにより、全体の奉仕者としての公
務員の基本的な性格を踏まえつつ、公正な公務運営に疑念を招くことのない適切な措置をとること
が可能であると考える。
地方公共団体と民間との人事交流については、平成１１年４月の地方公務員制度調査研究会報告
において、地方公共団体においても民間との交流の必要性が高まっていると指摘していること、ま
た、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」についての国会審議において、第
三者機関を有しない地方公共団体の人事行政における公民癒着等の疑惑を懸念する質問に対し
て、政府は、制度の導入にあたって条例を制定する際、制度の必要性等について議会での議論を
経て議決を得ること、また制度の運用にあたっても情報公開等を通じて住民への説明責任を有する
ことから、議会や住民の監視下におかれ、適切に対応がなされていくものと考える旨答弁している。
このことは上記における本市の考えを補完するものである。
以上のことから、地方公務員について、官民交流法中、交流派遣に関する規定を適用した場合と同
様の効果を得ることができるよう規制の特例を設けることを内容とした本提案について再度検討願う
ものである。

Ｃ

　官民交流法では、国民から官民癒着であるとの疑惑を招かないた
め、中立的第三者機関である人事院が基準の設定など様々な権限を
有することとしている。仮に、いわゆる地方版の官民交流法を創設する
とした場合でも、公務員としての公正性・中立性は国家公務員と同様に
求められることとなるため、例えば人事委員会に人事院と同様の権限
を与えることが考えられるが、現行の人事委員会の体制で対応できると
は考えられず、組織の拡大をせざるを得ない。このように組織体制の拡
大を求めることは、簡素で効率的な行政運営を目指している行政改革
にも逆行するものと考える。
　なお、官民交流法で人事院の権限とされているものを地方公共団体
の執行機関が実施することは、公務の公正性・信頼性の観点から適当
ではなく、また、全ての事項について議会に係らしめることは、議会の
役割に鑑みて困難。

貴省の回答で
は、「現行の人
事委員会の体制
で対応できると
は考えられず、
組織の拡大をせ
ざるを得ない。」
とあるが、例えば
複数の地方公共
団体による機関
の共同設置等に
より、組織拡大を
抑えつつ体制整
備ができない
か。
再度検討し回答
されたい。

市町村で人事委員会を設
置しているのは２市のみで
あり、たとえ共同設置する
としても、組織拡大を回避
することは不可能。

1064010 堺市

さかい
民間
企業
交流
派遣
特区

民間企業
へ職員を
派遣する
場合の身
分取扱い
に関する
規制の特
例

地方公務員について、「国
と民間企業との間の人事
交流に関する法律」中、交
流派遣に関する規定を適
用した場合と同様の効果を
得ることができるよう、特区
計画の範囲において規制
の特例を設ける。

行政運営における重要な
役割を担うことが期待され
る職員を民間企業に交流
派遣することにより、民間
企業の実務を経験させるこ
とを通じて、効率的かつ効
果的な業務遂行の手法を
体得させ、かつ、民間企業
の実情に関する理解を深
めさせることにより、行政
の課題に柔軟かつ的確に
対応するために必要な知
識及び能力を有する人材
の育成を行うとともに、特
区計画の範囲における市
街地の整備を推進し、ひい
ては経済社会の構造改革
及び市民経済の発展を図
る。

040590

地方公
務員の
民間企
業への
派遣の
容認

公益法人等
への一般職
の地方公務
員の派遣等
に関する法
律第１０条

　民間企業への派遣は、当
該地方公共団体が出資し
ている株式会社又は有限
会社のうち条例で定めるも
のに限られる。

Ｃ

　すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではなく（憲
法15条）、また、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のため
に勤務しなければならない（地方公務員法30条）ものである。
　公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律は、地
方公務員を公益法人等の業務に専ら従事させるための制度であるが、
地方公共団体の業務と密接な関連があるなど条例で定めた特定の法
人にのみ派遣することを可能としたものであり、公益法人等の業務の円
滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関す
る地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資
することを目的としたものである。
　このような制度を一般民間企業への派遣として広く認めることは、地
方公共団体の施策とは全く関係のない民間企業の業務に公務員が従
事することとなり、憲法に抵触するおそれがある。

提案は、域内の保
育所を一括して民間
に委託し、委託に
よって余剰となった
保育士を域内の民
間保育所にも派遣
できるようにするも
のである。
地域再生のためア
ウトソーシングを円
滑に推進する観点
から提案を実現でき
ないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

保育所の委託先を決定する際には、一般的にプロポーザル方式が用いら
れる。その結果、民間企業といえども必然的に地方公共団体の施策に合
致した業務を行わざるを得ない。また、業務にあたっては地方公共団体の
強い統制を受けることになる。したがって、保育所業務に関しては、貴省の
指摘する「地方公共団体の施策と全く関係のない民間企業の業務」には当
たらないはずであり、回答として妥当でないものと考える。公設民営化の趣
旨は、まさに「一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として公共の利益を追
求する」という大前提に立った上で、運営に民間のノウハウを活用し、より
効率化をはかるものである。効率化され、運営費が節減されれば、公共の
利益のさらなる増大にもつながる。また、そもそも弊社が公務員の民間派
遣の規制緩和を提案したのは、公共性などの様々な条件をつけてのことで
あり、その点についても「地方公共団体の施策と全く関係のない民間企業
の業務」としか回答がなされていない点で不十分であると考える。

　アウトソーシングにより過員が生じた場合、地方公務員法上は、分限
免職が可能となっている。このような場合に地方公共団体への復帰を
前提とした派遣制度を論ずるのは失当と考える。
　なお、余剰となる公務員を受託企業が採用するかどうかは当該企業
の問題である。

3062010

株式
会社
東京
リーガ
ルマイ
ンド

公立
保育
所運
営一
括民
間委
託特
区

地方公務
員を民間
企業に一
定期間派
遣できる
ようにす
る。

地方公務員である公立保
育所の保育士を、民間の
保育所に派遣することがで
きるようにします。そのた
め、現在は原則禁止されて
いる地方公務員の民間（営
利）企業への派遣を、公共
性が強く、派遣先の業務内
容が現在従事している業
務とほとんど同じ場合など
の条件付きで認める等の
措置が必要となります。

域内の保育所を一括して
民間企業に委託することに
よって、単なる経費の削減
にとどまらない、大きな成
果を上げることが可能にな
ります。人材の交流による
相乗効果、域内保育所を
統括する組織創設による
利用者（保護者）サービス
の徹底、職員の雇用の確
保など、単体の委託では難
しい効果が期待できます。

040590

地方公
務員の
民間企
業への
派遣の
容認

公益法人等
への一般職
の地方公務
員の派遣等
に関する法
律第１０条

　民間企業への派遣は、当
該地方公共団体が出資し
ている株式会社又は有限
会社のうち条例で定めるも
のに限られる。

Ｃ

　すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではなく（憲
法15条）、また、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のため
に勤務しなければならない（地方公務員法30条）ものである。
　公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律は、地
方公務員を公益法人等の業務に専ら従事させるための制度であるが、
地方公共団体の業務と密接な関連があるなど条例で定めた特定の法
人にのみ派遣することを可能としたものであり、公益法人等の業務の円
滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関す
る地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資
することを目的としたものである。
　このような制度を一般民間企業への派遣として広く認めることは、地
方公共団体の施策とは全く関係のない民間企業の業務に公務員が従
事することとなり、憲法に抵触するおそれがある。

提案は、域内の保
育所を一括して民間
に委託し、委託に
よって余剰となった
保育士を域内の民
間保育所にも派遣
できるようにするも
のである。
地域再生のためア
ウトソーシングを円
滑に推進する観点
から提案を実現でき
ないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

保育所の委託先を決定する際には、一般的にプロポーザル方式が用いら
れる。その結果、民間企業といえども必然的に地方公共団体の施策に合
致した業務を行わざるを得ない。また、業務にあたっては地方公共団体の
強い統制を受けることになる。したがって、保育所業務に関しては、貴省の
指摘する「地方公共団体の施策と全く関係のない民間企業の業務」には当
たらないはずであり、回答として妥当でないものと考える。公設民営化の趣
旨は、まさに「一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として公共の利益を追
求する」という大前提に立った上で、運営に民間のノウハウを活用し、より
効率化をはかるものである。効率化され、運営費が節減されれば、公共の
利益のさらなる増大にもつながる。また、そもそも弊社が公務員の民間派
遣の規制緩和を提案したのは、公共性などの様々な条件をつけてのことで
あり、その点についても「地方公共団体の施策と全く関係のない民間企業
の業務」としか回答がなされていない点で不十分であると考える。

　アウトソーシングにより過員が生じた場合、地方公務員法上は、分限
免職が可能となっている。このような場合に地方公共団体への復帰を
前提とした派遣制度を論ずるのは失当と考える。
　なお、余剰となる公務員を受託企業が採用するかどうかは当該企業
の問題である。

5150035

株式
会社
東京
リーガ
ルマイ
ンド

地方公務
員を民間
企業に一
定期間派
遣できる
ようにす
る

現在著しく制限されている
地方公務員の民間企業へ
の派遣を緩和することを要
望します。具体的には、公
益性が強く、派遣先企業の
業務内容が以前の業務と
ほとんど変わらない場合等
においては、地方公務員
の民間企業派遣を認める
ようにすることです。その例
として、特区でも申請した
公立保育所の保育士の私
立保育所への派遣等の規
制緩和を要望します。

本規制緩和によって、公立
保育所の保育士の雇用を
確保しつつ、弾力的な保育
所運営を行うことが可能と
なります。よって、現在限ら
れた自治体のみが行って
いる保育所の民間委託
が、全国的に加速すること
が予想されます。保育所が
民間委託されることで、費
用削減や、多様な保育
サービスの提供が期待で
きます。

040600

区職員
本人の
希望に
よる休
職制度
の導入

－ － Ｃ

　前回の特区第３次提案においても、千代田区から同一の提案があっ
たが、自己啓発のための休業制度の導入が公務員制度改革大綱（平
成１３年１２月２５日閣議決定）において検討事項とされ、地方公務員制
度においても、地方公共団体の実情を十分に勘案しながら、国家公務
員制度の改革に準じ、所要の改革を行うこととされていることから、今
後の国家公務員制度の見直しを踏まえて対応する。

第3次提案以降の検
討状況を示された
い。
また、今後、先行的
に実施できないか、
右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　特区の制度は、全国一律に定められている法体系そのものを、地域の実
情に応じたものとすることと理解している。特区において先行的に実施でき
るよう、再度検討を願いたい。

　提案にあるような完全な休業については、国と大きく均衡を失すること
になることから、国における検討を踏まえて対応することとしているが、
先行試行的な意味を含めて、自己啓発に資する「部分休業」の導入を
法案化しつつある。
　千代田区においても、当該部分休業が法律化された場合には、この
活用を検討されたい。

1101020
千代
田区

地方
自治
規制
改革
特区

区職員本
人の希望
による休
職制度を
導入

職員の意に反する分限休
職ではない、本人の希望に
よる希望休職を制度として
認める。

職員の能力開発のため、
本人希望による休職制度
を導入する。休職期間は３
か月から５年の間とする。
休職の事由については、
別段定めることなく、本人
の都合により取得可能とす
る。

040610

区職員
の育児
休業取
得期間
の制限
の廃止

地方公務員
の育児休業
等に関する
法律

３歳に満たない子を養育す
る職員が育児休業及び部
分休業を取得可能。

Ｃ

　前回の特区第３次提案においても、千代田区から同一の提案があっ
たが、現在、民間の育児休業制度については、厚生労働省の労働政策
審議会の雇用均等分科会において育児休業を子が１歳まで可能となっ
ているのを、特別な事情がある場合に６月程度延長するかどうか議論
されているところであり、地方公務員の育児休業制度は、国の育児休
業制度に準じて子が３歳まで可能な制度となっているところである。
　このように、国や民間企業においても、小学校就学の始期に達するま
での子を養育する労働者に関する育児休業が普及していない段階にお
いて、特定地域の地方公務員のみ小学校就学の始期に達するまで育
児休業を取得可能という有利な取扱いをすることについては、慎重な取
扱いが必要である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　本区では、中遠距離通勤の職員が多い。そのため、保育園に通園する子
をもつ職員は、開園時間に合わせて子の送迎をすることが極めて困難であ
り、退職、または他の特別区へ交流せざるを得ない状況も事実生じてい
る。
　このような理由で有用な人材を失うことは、区政にとって大きな損失であ
り、また、女性の社会進出の促進や男女共同参画社会の実現のためにも
放置することが許されないものである。法令の範囲内で職員が安んじて職
務に専念することができる環境を整える必要があると考え、特区提案を
行った。
　特定の事情にある特定地域が異なる取扱いを受けることを容認すること
は特区制度の根幹であり、地方公務員法第２４条第５項に定める均衡原則
等を判断基準とするのではなく、構想の中身そのものについて、再度検討
を願いたい。

　国や民間企業においても、小学校就学の始期に達するまでの子を養
育する労働者に関する育児休業が普及していない段階において、地方
公務員だけが有利な取扱いとなるようなものは適当と考えられない。
　なお、千代田区内では、数多くの民間企業や中央省庁で子育てをしつ
つ働いている人が多数いるのであり、千代田区職員に限った事情とは
思われない。

1101030
千代
田区

地方
自治
規制
改革
特区

区職員の
育児休業
取得期間
の制限の
廃止

育児休業取得期間は最長
３年間とされているが、これ
を廃止する。

育児休業及び部分休業の
対象となる子を小学校就
学の始期に達するまでの
子とする。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040620

地方自
治法第
２５２条
の１７に
基づく派
遣職員
給与負
担の適
用除外

地方自治法
第２５２条の１
７

普通地方公共団体が特別
の必要があると認めるとき
は、他の普通地方公共団
体に対し職員の派遣を求
めることができる。
これらの求めに応じて派遣
される職員は、その給料、
手当（退職手当を除く。）及
び旅費は、当該職員の派
遣を受けた普通地方公共
団体の負担とする。

C

　普通地方公共団体間の職員の派遣については、派遣を受ける地方
公共団体において特に必要があることから、他の地方公共団体に対し
て派遣を求めているのであり、派遣された職員は派遣先の地方公共団
体において特に必要がある職務に専念することが求められることが考
えられる。
　職員に対する給与は、職務に対する対価であり、派遣先で職務に専
念し派遣元において実際に勤務をしていない以上、派遣元において給
与を負担するということは困難である。

派遣元と派遣先の
両者の合意があれ
ば認めてもよいので
はないか、再度検討
し回答されたい。

再検討要請にある「派遣元派遣先の両者の合意があれば認めてもよい
のではないか」については、実際に支給（支払）事務を行う組織につい
ては、両者の合意等により決定する余地はあるものの、派遣者に対す
る給与の負担については、負担する組織において明確な役務の提供
等があったと認められない状態では、給与は役務の対価という基本的
な考え方に反するものであり、また、給与の財源は住民からの税負担
により賄われているということを考えると、税負担をしているにも関わら
ず、役務の提供を受けることができない住民に対して説明がつかないと
考えられる。

1090010
長崎
県

ながさ
き市町
村合
併支
援特
区

地方自治
法第２５２
条の１７に
基づく派
遣職員給
与負担の
適用除外

地方自治法第２５２条の１
７により、職員を派遣する
場合は、派遣を受けた自
治体において給与等を負
担することになっている
が、合併後の一定の新市
町に県職員を派遣する場
合は、この適用を除外す
る。

市町村合併後の新市町か
らの要請に基づき、一定期
間、県職員を新市町に派
遣し、当該派遣職員の人
件費についても特例措置
により県が負担すること
で、新市町の行政体制整
備の促進を図る。

040630

審議会
等の市
民公募
委員の
無報酬
化の容
認

地方自治法
第２０３条

普通地方公共団体は、審
議会等の委員その他構成
員等、普通地方公共団体
の非常勤の職員に対し、報
酬を支給しなければならな
い。

Ｃ

　地方公共団体の附属機関である審議会の構成員に対する報酬につ
いては、構成員が責任ある形で地方公共団体に答申を行うという職務
の遂行の対価として、地方公共団体がこれを支給する義務を負うもの
である。なお、構成員が役務に係る反対給付として報酬を受ける権利
は公法上の権利であり、当該構成員が兼職している場合に二重給付を
避けるなどの合理的理由がない限りは、あらかじめ支給しないすること
はできないものである。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

草加市は総合振興計画基本構想の第１の柱として「市民とのパートナーシップの推進」を掲げ、市民が主体
となった様々な自治活動や行政との協働によるまちづくりなどを進めている。市民の積極性は、審議会活動
も行政主導から市民主導への変化を生み出しているが、こうした市民からは報酬は無用であるとの意見が
強く出されている。その意図は、総務省の回答にある「報酬を受ける権利」と引き替えに「市民として参加す
る権利」がむしろ阻害されるおそれがあることによる。第２７次地方制度調査会「今後の地方自治制度のあり
方に関する答申」（平成１５年１１月１３日）では、我が国の地方自治制度は平成１２年の地方分権一括法の
施行によりそのありようを一新し、次なる新たなステージを迎えようとしており、２１世紀において自治体の役
割を十分果たしていく上で、制度の変革が問われているとしている。基礎自治体における住民自治充実や行
政と住民との協働推進の新しい仕組みとして、基礎自治体内の一定の区域を単位とする「地方自治組織」を
基礎自治体の判断によって設置できるようにすべきとし、当該組織には「地域協議会」、地域自治組織の長
及び事務所を置くとしている。さらに、「地域協議会」は、住民及び地域に根ざした諸団体等の主体的な参加
を求めつつ、多様な意見の調整を行い、協働の活動の要とし、基礎自治体の長その他の機関及び地域自治
組織の長の諮問に応じて審議し、又は必要と認める事項につきそれらの機関に建議することができるとして
いる。また、その構成員の選任に当たっては、自治会、町内会、ＰＴＡ、各種団体等地域を基盤とする多様な
団体から推薦を受けた者や公募による住民の中から選ぶこととするなど、地域の意見が適切に反映される
構成となるよう配慮し、構成員の報酬は、住民の主体的な参加を期待するものであることから、原則として無
報酬としている。まさにこの特区提案と同趣旨であり、変革を求める新たな時代を切り開こうとする答申であ
る。基礎自治体の一般の附属機関にもこれを波及させる必要がある。また、議論を尽くそうと積極的に審議
会を開催しようとしても予算の制約がある場合には、報酬を必要としない懇談会や勉強会といった非公式会
合にせざるを得ず、その位置づけも曖昧となり、公正透明な行政運営の観点から問題が生じることも考えら
れる。「報酬支給は役務に係る反対給付としての公法上の権利である」という規制を続けることは、市民の主
体的な参加を阻害し、地方分権の柱である「住民自治」推進の障害となるものである。市民との協働による
行政運営を充実させるため、特区によりこの規制を撤廃、検証することが我が国の新たな自治のスタイル構築
不可欠であるといえる。

　これまでの提案等をみるに、当該審議会は住民の自発的な意志によ
り任意に行われるのではなく、あくまで地方公共団体の依頼により出席
を求めていると考えられ、その依頼者である地方公共団体が出席者を
一定時間拘束し、また、役務の提供を期待する以上、依頼者側から一
方的に報酬を受ける権利を抛棄することはできない。
　また、「市民からは報酬は無用であるとの意見が強く出されている」と
のことであるが、この趣旨について「市民として参加する権利が阻害さ
れる」と述べられているものの、なぜ報酬を支給することが市民として参
加する権利を阻害するか理由が明確でないが、仮に審議会等の出席
者が、何らかの理由により報酬が不要であるというのであれば、審議会
の出席者の方からの申し出により特別な場合を除き支払わないとする
こともできると考えられる。
　なお、この場合においても報酬が必要か否かは当然出席者側におい
て判断する必要があり、これら報酬を受ける権利を一方的に依頼者側
が元から奪うようなことは、制度の趣旨からも適当ではない。

1175010
草加
市

共生・
参画
特区
（審議
会委
員報
酬を無
償とす
る）

審議会等
に参加す
る市民公
募委員を
無報酬と
する

審議会等に参加する市民
公募委員を無報酬とし、開
催する。

草加市が設置する審議会
等に参加する市民公募委
員については、無報酬とす
ることで、草加市が設置す
る審議会等に参加する市
民公募委員を無報酬とし、
予算措置にとらわれず弾
力的かつ迅速な審議会等
の開催によって行政の意
志決定に対する市民の意
見を集約・反映し、市民と
の協働による行政運営を
充実させようとするもので
ある。

040640

選挙権
及び被
選挙権
年齢の
引き下
げ

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民で年齢満２０年以上の者
は、衆議院議員及び参議院議員の
選挙権を有する。　　　　　　　　　・日
本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、その属する
地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。　　　　　　　・日
本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有す
る。　　　　　　　　　　　　　①衆議院議
員については年齢満２５年以上の者
②参議院議員については年齢満３０
年以上の者　　　　　　　　　　　③都
道府県の議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で年齢満２５年
以上のもの　　　　　　　　　　　④都道
府県知事については年齢満３０年以
上の者　　　　　　　　　　⑤市町村の
議会の議員についてはその選挙権
を有する者で年齢満２５年以上のも
の　　　　　　　　　　　⑥市町村長に
ついては年齢満２５年以上の者

Ｃ

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、各党各会派において十分に議論がなされ
る必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。再度検
討し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法
上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関
連も十分に考慮しながら検討
すべき事柄であり、被選挙権
年齢の問題は、その公職の内
容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき
事柄である。
・いずれにせよ、選挙権及び被
選挙権年齢のあり方について
は、選挙の基本に関わる問題
であるので、国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必
要がある（なお国会において、
衆議院解散により廃案となった
が、議員立法による法案として
審議されているところ）。

5025001
鳥取
県倉
吉市

選挙権年
齢の１８
歳以上へ
の引き下
げ

衆議院議員、参議院議員
及び地方公共団体の議会
議員、長の選挙権年齢を１
８歳以上に引き下げること
とする。

選挙権年齢を１８歳以上に
引き下げることにより、若
者の政治への関心を高
め、選挙への参加を促す。

040640

選挙権
及び被
選挙権
年齢の
引き下
げ

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民で年齢満２０年以上の者
は、衆議院議員及び参議院議員の
選挙権を有する。　　　　　　　　　・日
本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、その属する
地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。　　　　　　　・日
本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有す
る。　　　　　　　　　　　　　①衆議院議
員については年齢満２５年以上の者
②参議院議員については年齢満３０
年以上の者　　　　　　　　　　　③都
道府県の議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で年齢満２５年
以上のもの　　　　　　　　　　　④都道
府県知事については年齢満３０年以
上の者　　　　　　　　　　⑤市町村の
議会の議員についてはその選挙権
を有する者で年齢満２５年以上のも
の　　　　　　　　　　　⑥市町村長に
ついては年齢満２５年以上の者

Ｃ

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、各党各会派において十分に議論がなされ
る必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。再度検
討し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法
上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関
連も十分に考慮しながら検討
すべき事柄であり、被選挙権
年齢の問題は、その公職の内
容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき
事柄である。
・いずれにせよ、選挙権及び被
選挙権年齢のあり方について
は、選挙の基本に関わる問題
であるので、国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必
要がある（なお国会において、
衆議院解散により廃案となった
が、議員立法による法案として
審議されているところ）。

1001010
北本
市

政治
参加
推進
特区

地方公共
団体の議
会の議員
及び長の
選挙権

地方自治法第１８条で、地
方公共団体の議会の議員
及び長の選挙権を有する
者は日本国民で年齢が満
２０歳以上の者と定められ
ているが、このうち年齢を
満１８歳以上の者とする。

北本市の議会の議員及び
長の選挙に、１８歳選挙権
を導入する。

040640

選挙権
及び被
選挙権
年齢の
引き下
げ

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民で年齢満２０年以上の者
は、衆議院議員及び参議院議員の
選挙権を有する。　　　　　　　　　・日
本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、その属する
地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。　　　　　　　・日
本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有す
る。　　　　　　　　　　　　　①衆議院議
員については年齢満２５年以上の者
②参議院議員については年齢満３０
年以上の者　　　　　　　　　　　③都
道府県の議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で年齢満２５年
以上のもの　　　　　　　　　　　④都道
府県知事については年齢満３０年以
上の者　　　　　　　　　　⑤市町村の
議会の議員についてはその選挙権
を有する者で年齢満２５年以上のも
の　　　　　　　　　　　⑥市町村長に
ついては年齢満２５年以上の者

Ｃ

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、各党各会派において十分に議論がなされ
る必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。再度検
討し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法
上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関
連も十分に考慮しながら検討
すべき事柄であり、被選挙権
年齢の問題は、その公職の内
容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき
事柄である。
・いずれにせよ、選挙権及び被
選挙権年齢のあり方について
は、選挙の基本に関わる問題
であるので、国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必
要がある（なお国会において、
衆議院解散により廃案となった
が、議員立法による法案として
審議されているところ）。

1015010
鳥取
県、倉
吉市

住民
に身
近な市
町村
議会
特区

市町村議
会議員及
び市町村
長選挙の
選挙権年
齢を１８歳
以上に引
き下げ

市町村議会議員及び市町
村長選挙の選挙権年齢を
市町村条例により１８歳以
上に引き下げることとす
る。

選挙権年齢を１８歳以上に
引き下げることにより、若
者の政治に対する関心を
高め、幅広い住民参加を
可能とする。

13/22



総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040640

選挙権
及び被
選挙権
年齢の
引き下
げ

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民で年齢満２０年以上の者
は、衆議院議員及び参議院議員の
選挙権を有する。　　　　　　　　　・日
本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、その属する
地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。　　　　　　　・日
本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有す
る。　　　　　　　　　　　　　①衆議院議
員については年齢満２５年以上の者
②参議院議員については年齢満３０
年以上の者　　　　　　　　　　　③都
道府県の議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で年齢満２５年
以上のもの　　　　　　　　　　　④都道
府県知事については年齢満３０年以
上の者　　　　　　　　　　⑤市町村の
議会の議員についてはその選挙権
を有する者で年齢満２５年以上のも
の　　　　　　　　　　　⑥市町村長に
ついては年齢満２５年以上の者

Ｃ

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、各党各会派において十分に議論がなされ
る必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

回答の中に「選挙権年齢の問題は、他の法律体系全般との関連も十分に
考慮しなければならない」とあるが、平成13年6月6日の「政治倫理の確立
及び公職選挙法改正に関する特別委員会」で遠藤副大臣（当時）は「民法
上の成人という規定と公職選挙法上の選挙権年齢は、理論的には一致す
る必然性もない」と述べている。このことからも分かるように、法律にはそれ
ぞれの立法目的があり、選挙権と他の法律の成人年齢を一致させる必要
性はまったくない。また、戦前の選挙権年齢は満25歳であり、民法が制定
されたのは1896年であることからも、民法第3条の規定は直接選挙権年齢
を定めたものではないことは明白である。さらに回答に、「選挙権及び被選
挙権のあり方については各党各会派において十分な議論がなされる必要
がある」とあるが、選挙権及び被選挙権年齢の引き下げに関して地方公共
団体の各議会において十分な議論がなされ、地方公共団体の議会の判断
において地方公共団体の選挙における選挙権・被選挙権年齢を定めるの
であれば問題がないのではないか。事実、最近制定が活発な住民投票条
例では、未成年者に投票権を保障するケースが増えている。むしろ、選挙
権及び選挙権年齢の引き下げについて国政の場において議論することが
不可欠だとするのであれば、その法的根拠を示すべきである。

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法
上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関
連も十分に考慮しながら検討
すべき事柄であり、被選挙権
年齢の問題は、その公職の内
容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき
事柄である。
・いずれにせよ、選挙権及び被
選挙権年齢のあり方について
は、選挙の基本に関わる問題
であるので、国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必
要がある（なお国会において、
衆議院解散により廃案となった
が、議員立法による法案として
審議されているところ）。

3096010

特定
非営
利活
動法
人
Rights

選挙
権・被
選挙
権年
齢引き
下げ
特区

選挙権年
齢を「満
二十年以
上」から引
き下げる

公職選挙法第九条を、次
のいずれかの内容に改正
する　　①公職選挙法第九
条二項を以下のように改正
する。日本国民たる年齢満
十六年以上の者で引き続
き三箇月以上市町村の区
域内に住所を有する者は、
その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選
挙権を有する。　②公職選
挙法第九条に以下の一項
を追加する。構造特区の認
定を受けた地方公共団体
は、第二項の年齢満二十
年以上の規定に関わら
ず、選挙権の年齢要件を
満二十年以下であれば自
由に定めることができる。

①の場合は、地方公共団体の
議会の議員及び長の選挙にお
いて、投票できる年齢（選挙権
年齢）を16歳に引き下げる。そ
うすることにより、全国で約604
万人有権者が増え、政治の場
に若者の意見を反映させること
ができ、世代間格差を是正し、
政治意識を高めることができ
る。また②の場合においては、
地方公共団体の議会の議員及
び長の選挙において、各地方
公共団体の判断で選挙権年齢
を20歳未満に引き下げられる
ようにする。世代間格差の是正
のみならず、地域の実情に合
わせて選挙権年齢を定めるこ
とで、地域の独自性を活かした
まちづくりにつながる。

040640

選挙権
及び被
選挙権
年齢の
引き下
げ

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民で年齢満２０年以上の者
は、衆議院議員及び参議院議員の
選挙権を有する。　　　　　　　　　・日
本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、その属する
地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。　　　　　　　・日
本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有す
る。　　　　　　　　　　　　　①衆議院議
員については年齢満２５年以上の者
②参議院議員については年齢満３０
年以上の者　　　　　　　　　　　③都
道府県の議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で年齢満２５年
以上のもの　　　　　　　　　　　④都道
府県知事については年齢満３０年以
上の者　　　　　　　　　　⑤市町村の
議会の議員についてはその選挙権
を有する者で年齢満２５年以上のも
の　　　　　　　　　　　⑥市町村長に
ついては年齢満２５年以上の者

Ｃ

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、各党各会派において十分に議論がなされ
る必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

回答の中に「選挙権年齢の問題は、他の法律体系全般との関連も十分に
考慮しなければならない」とあるが、平成13年6月6日の「政治倫理の確立
及び公職選挙法改正に関する特別委員会」で遠藤副大臣（当時）は「民法
上の成人という規定と公職選挙法上の選挙権年齢は、理論的には一致す
る必然性もない」と述べている。このことからも分かるように、法律にはそれ
ぞれの立法目的があり、選挙権と他の法律の成人年齢を一致させる必要
性はまったくない。また、戦前の選挙権年齢は満25歳であり、民法が制定
されたのは1896年であることからも、民法第3条の規定は直接選挙権年齢
を定めたものではないことは明白である。さらに回答に、「選挙権及び被選
挙権のあり方については各党各会派において十分な議論がなされる必要
がある」とあるが、選挙権及び被選挙権年齢の引き下げに関して地方公共
団体の各議会において十分な議論がなされ、地方公共団体の議会の判断
において地方公共団体の選挙における選挙権・被選挙権年齢を定めるの
であれば問題がないのではないか。事実、最近制定が活発な住民投票条
例では、未成年者に投票権を保障するケースが増えている。むしろ、選挙
権及び選挙権年齢の引き下げについて国政の場において議論することが
不可欠だとするのであれば、その法的根拠を示すべきである。

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法
上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関
連も十分に考慮しながら検討
すべき事柄であり、被選挙権
年齢の問題は、その公職の内
容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき
事柄である。
・いずれにせよ、選挙権及び被
選挙権年齢のあり方について
は、選挙の基本に関わる問題
であるので、国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必
要がある（なお国会において、
衆議院解散により廃案となった
が、議員立法による法案として
審議されているところ）。

3096020

特定
非営
利活
動法
人
Rights

選挙
権・被
選挙
権年
齢引き
下げ
特区

選挙権年
齢を「満
二十年以
上」から引
き下げる

地方自治法第十八条を、次の
いずれかの内容に改正する
①地方自治法第十八条を以下
のように改正する。日本国民た
る年齢満十六年以上の者で引
き続き三箇月以上市町村の区
域内に住所を有する者は、別
に法律の定めるところにより、
その属する地方公共団体の議
会の議員及び長の選挙権を有
する。　②地方自治法第十八
条に以下の一項を追加する。
＜二＞構造特区の認定を受け
た地方公共団体は、前項の年
齢満二十年以上の規定に関わ
らず、選挙権の年齢要件を満
二十年以下であれば自由に定
めることができる。

①の場合は、地方公共団体の
議会の議員及び長の選挙にお
いて、投票できる年齢（選挙権
年齢）を16歳に引き下げる。そ
うすることにより、全国で約604
万人有権者が増え、政治の場
に若者の意見を反映させること
ができ、世代間格差を是正し、
政治意識を高めることができ
る。また②の場合においては、
地方公共団体の議会の議員及
び長の選挙において、各地方
公共団体の判断で選挙権年齢
を20歳未満に引き下げられる
ようにする。世代間格差の是正
のみならず、地域の実情に合
わせて選挙権年齢を定めるこ
とで、地域の独自性を活かした
まちづくりにつながる。

040640

選挙権
及び被
選挙権
年齢の
引き下
げ

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民で年齢満２０年以上の者
は、衆議院議員及び参議院議員の
選挙権を有する。　　　　　　　　　・日
本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、その属する
地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。　　　　　　　・日
本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有す
る。　　　　　　　　　　　　　①衆議院議
員については年齢満２５年以上の者
②参議院議員については年齢満３０
年以上の者　　　　　　　　　　　③都
道府県の議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で年齢満２５年
以上のもの　　　　　　　　　　　④都道
府県知事については年齢満３０年以
上の者　　　　　　　　　　⑤市町村の
議会の議員についてはその選挙権
を有する者で年齢満２５年以上のも
の　　　　　　　　　　　⑥市町村長に
ついては年齢満２５年以上の者

Ｃ Ｉ

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、各党各会派において十分に議論がなされ
る必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

回答の中に「選挙権年齢の問題は、他の法律体系全般との関連も十分に
考慮しなければならない」とあるが、平成13年6月6日の「政治倫理の確立
及び公職選挙法改正に関する特別委員会」で遠藤副大臣（当時）は「民法
上の成人という規定と公職選挙法上の選挙権年齢は、理論的には一致す
る必然性もない」と述べている。このことからも分かるように、法律にはそれ
ぞれの立法目的があり、選挙権と他の法律の成人年齢を一致させる必要
性はまったくない。また、戦前の選挙権年齢は満25歳であり、民法が制定
されたのは1896年であることからも、民法第3条の規定は直接選挙権年齢
を定めたものではないことは明白である。さらに回答に、「選挙権及び被選
挙権のあり方については各党各会派において十分な議論がなされる必要
がある」とあるが、選挙権及び被選挙権年齢の引き下げに関して地方公共
団体の各議会において十分な議論がなされ、地方公共団体の議会の判断
において地方公共団体の選挙における選挙権・被選挙権年齢を定めるの
であれば問題がないのではないか。事実、最近制定が活発な住民投票条
例では、未成年者に投票権を保障するケースが増えている。むしろ、選挙
権及び選挙権年齢の引き下げについて国政の場において議論することが
不可欠だとするのであれば、その法的根拠を示すべきである。

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法
上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関
連も十分に考慮しながら検討
すべき事柄であり、被選挙権
年齢の問題は、その公職の内
容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき
事柄である。
・いずれにせよ、選挙権及び被
選挙権年齢のあり方について
は、選挙の基本に関わる問題
であるので、国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必
要がある（なお国会において、
衆議院解散により廃案となった
が、議員立法による法案として
審議されているところ）。

3096030

特定
非営
利活
動法
人
Rights

選挙
権・被
選挙
権年
齢引き
下げ
特区

被選挙権
年齢を
「満二十
年以上」
に引き下
げる

公職選挙法第十条の三～
六を以下のように改正す
る。　　＜三＞都道府県の
議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で、年
齢満二十年以上の者　＜
四＞都道府県知事につい
ては年齢満二十年以上の
者　　＜五＞市町村の議会
の議員についてはその選
挙権を有する者で年齢満
二十年以上の者　＜六＞
市町村長については年齢
満二十年以上の者

地方公共団体の議会の議
員及び長の選挙において
立候補できる年齢（被選挙
権年齢）を20歳に引き下げ
る。そうすることにより、20
代を代表する若者が政治
の場に意見を反映させる
可能性がこれまで以上に
高まり、世代間格差を是正
し、政治意識を高めること
ができ、地方公共団体の
活性化につながる。

040640

選挙権
及び被
選挙権
年齢の
引き下
げ

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民で年齢満２０年以上の者
は、衆議院議員及び参議院議員の
選挙権を有する。　　　　　　　　　・日
本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、その属する
地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。　　　　　　　・日
本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有す
る。　　　　　　　　　　　　　①衆議院議
員については年齢満２５年以上の者
②参議院議員については年齢満３０
年以上の者　　　　　　　　　　　③都
道府県の議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で年齢満２５年
以上のもの　　　　　　　　　　　④都道
府県知事については年齢満３０年以
上の者　　　　　　　　　　⑤市町村の
議会の議員についてはその選挙権
を有する者で年齢満２５年以上のも
の　　　　　　　　　　　⑥市町村長に
ついては年齢満２５年以上の者

Ｃ

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、各党各会派において十分に議論がなされ
る必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

回答の中に「選挙権年齢の問題は、他の法律体系全般との関連も十分に
考慮しなければならない」とあるが、平成13年6月6日の「政治倫理の確立
及び公職選挙法改正に関する特別委員会」で遠藤副大臣（当時）は「民法
上の成人という規定と公職選挙法上の選挙権年齢は、理論的には一致す
る必然性もない」と述べている。このことからも分かるように、法律にはそれ
ぞれの立法目的があり、選挙権と他の法律の成人年齢を一致させる必要
性はまったくない。また、戦前の選挙権年齢は満25歳であり、民法が制定
されたのは1896年であることからも、民法第3条の規定は直接選挙権年齢
を定めたものではないことは明白である。さらに回答に、「選挙権及び被選
挙権のあり方については各党各会派において十分な議論がなされる必要
がある」とあるが、選挙権及び被選挙権年齢の引き下げに関して地方公共
団体の各議会において十分な議論がなされ、地方公共団体の議会の判断
において地方公共団体の選挙における選挙権・被選挙権年齢を定めるの
であれば問題がないのではないか。事実、最近制定が活発な住民投票条
例では、未成年者に投票権を保障するケースが増えている。むしろ、選挙
権及び選挙権年齢の引き下げについて国政の場において議論することが
不可欠だとするのであれば、その法的根拠を示すべきである。

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法
上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関
連も十分に考慮しながら検討
すべき事柄であり、被選挙権
年齢の問題は、その公職の内
容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき
事柄である。
・いずれにせよ、選挙権及び被
選挙権年齢のあり方について
は、選挙の基本に関わる問題
であるので、国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必
要がある（なお国会において、
衆議院解散により廃案となった
が、議員立法による法案として
審議されているところ）。

3096040

特定
非営
利活
動法
人
Rights

選挙
権・被
選挙
権年
齢引き
下げ
特区

被選挙権
年齢を
「満二十
年以上」
に引き下
げる

地方自治法第十九条を以
下のように改正する。　普
通地方公共団体の議会の
議員の選挙権を有する者
で年齢満二十年以上のも
のは、別に法律の定めると
ころにより、普通地方公共
団体の議会の議員の被選
挙権を有する。　＜二＞日
本国民で年齢満二十年以
上の者は、別に法律の定
めるところにより、都道府
県知事の被選挙権を有す
る。　＜三＞日本国民で年
齢満二十年以上の者は、
別に法律の定めるところに
より、市町村長の被選挙権
を有する。

地方公共団体の議会の議
員及び長の選挙において
立候補できる年齢（被選挙
権年齢）を20歳に引き下げ
る。そうすることにより、20
代を代表する若者が政治
の場に意見を反映させる
可能性がこれまで以上に
高まり、世代間格差を是正
し、政治意識を高めること
ができ、地方公共団体の
活性化につながる。

040640

選挙権
及び被
選挙権
年齢の
引き下
げ

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民で年齢満２０年以上の者
は、衆議院議員及び参議院議員の
選挙権を有する。　　　　　　　　　・日
本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域
内に住所を有する者は、その属する
地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。　　　　　　　・日
本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有す
る。　　　　　　　　　　　　　①衆議院議
員については年齢満２５年以上の者
②参議院議員については年齢満３０
年以上の者　　　　　　　　　　　③都
道府県の議会の議員についてはそ
の選挙権を有する者で年齢満２５年
以上のもの　　　　　　　　　　　④都道
府県知事については年齢満３０年以
上の者　　　　　　　　　　⑤市町村の
議会の議員についてはその選挙権
を有する者で年齢満２５年以上のも
の　　　　　　　　　　　⑥市町村長に
ついては年齢満２５年以上の者

Ｃ

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、各党各会派において十分に議論がなされ
る必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

3103010は特区の趣旨を理解した回答になっていません
選挙権・被選挙権の年齢の拡大は他の権利義務との関係でバランスを取る必要性は
あるものの民主主義の基本的権利であり最優先で国が取り上げるべき重要課題であ
るにも拘らず各党各会派で十分議論される必要があるとの回答でした　これは衆参議
員に検討を丸投げしたものであり納得できないのであります
百歩譲っても衆参議員のみ除いた地方の組長・議員については総務省が政府の責
任として自治法の改正を国会に提出して衆参議員の議論を深めその延長線で国会議
員の分も議論していただくことが筋ではないかと思います　そうでなければ百年清河
を待であります
この少子・高齢化　国際化・情報化・国際化社会で　年齢の拡大は時代の要請であり
若者の選挙離れ　民主主義の衰退の歯止めの切り札であります　日本は終戦前まで
男性は12歳位から一人前の成人として処遇されていたし　　女性は１３歳頃から嫁入
りし
ていたのであり　戦後アメリカナイズされ今日のような制度になったので　本来の日本
国のしきたりからすれば１５歳が当然の年齢であり　戦後５０年そろそろアメリカから独
立すべきは憲法改正ばかりではない　全てのものに改革を唱える小泉政権下の総務
省になって頂き　日本古来の良き点はドシドシ採用して　日本再生して子孫に継承す
べきであり　現行法に固守する必要は無い勇気ある
特段の再検討を期待したい

・選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき事柄である。                 　　　　　　・い
ずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

・選挙権年齢の問題は、民法
上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関
連も十分に考慮しながら検討
すべき事柄であり、被選挙権
年齢の問題は、その公職の内
容や選挙権年齢とのバランス
を考慮しながら検討されるべき
事柄である。
・いずれにせよ、選挙権及び被
選挙権年齢のあり方について
は、選挙の基本に関わる問題
であるので、国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必
要がある（なお国会において、
衆議院解散により廃案となった
が、議員立法による法案として
審議されているところ）。

3103010 個人
選挙
特区

選挙特区

地方自治体の長と議員の
選挙権、被選挙権をそれ
ぞれ5歳引き下げて、15歳
と20歳にするため公職選
挙法の第18条と第19条更
に公職選挙法第9条と第10
条をそれぞれ改正する。

本来的には全国的に実施
すべきであるがとりあえ
ず、鳥取県・境港市に限定
して試行して、その上で反
省検討してから全国的に
実施することにする。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040650

投票区
域内投
票所で
の投票
制度の
撤廃

公職選挙法
第２０条第２
項及び第４４
条第１項

・選挙人名簿は、市町村の
区域を分けて数投票区設
けた場合には、その投票
区ごとに編製しなければな
らない。
・選挙人は、選挙の当日、
自己の登録されている選
挙人名簿の属する投票区
の投票所に行き、投票をし
なければならない。

Ｃ Ｉ
選挙期日の投票について選挙人がどの投票所でも投票できるようにす
ることは、本人確認や二重投票の防止を確実に行える仕組みを構築す
ることが困難であると考えられるため、その実施は困難である。

提案にあるシステム
の問題点を具体的
に示されたい。
その上で、実施が困
難な理由が具体的
に示されない場合に
は、提案を実現でき
るよう再度検討し回
答されたい。

選挙期日の投票について選挙人がどの投票所でも投票できるようにす
ることは、本人確認や二重投票の防止を確実に行える仕組みを構築す
ることが困難であると考えられるため、その実施は困難である。

提案にあるシス
テムにより、選挙
前日までは可能
で、選挙期日で
は困難になるそ
の違いは何か示
されたい。

選挙期日に投票するのが
原則であり、選挙前日まで
と比較してはるかに多くの
選挙人が投票を行う選挙
期日において選挙人がど
の投票所でも投票できるよ
うにすることは、本人確認
や二重投票の防止を確実
に行える仕組みを構築す
ることが困難であると考え
られるため、その実施は困
難である。

1145010
市川
市

投票
率向
上特
区

投票区域
内投票所
での投票
制度の撤
廃

公職選挙法上は数箇所の
投票区を設けた場合、選
挙は定められた投票区域
の投票所に出向いて投票
する事とされている。
どこの投票所でも投票でき
るように改善する。

現在、本市では１２個所の
不在者投票記載所におい
て選挙人名簿を管理してい
るホストコンピューターと専
属回線で接続し、選挙人は
どの記載場所においても
投票できるシステムを採用
しているが、このシステム
を当日選挙においても採
用するものである。

040660

永住外
国籍市
民への
地方参
政権付
与

公職選挙法
第９条及び第
１０条

・日本国民たる年齢満２０
年以上の者で引き続き３箇
月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属
する地方公共団体の議会
の議員及び長の選挙権を
有する。
・市町村の議会の議員及
び市町村長の被選挙権を
有する者は、日本国民で
あって、その選挙権を有す
る年齢満２５年以上の者で
ある。

Ｃ
永住外国人に対する地方参政権の付与については、我が国の制度の
根幹に関わる重要な問題であることから、各党各会派において十分に
議論がなされる必要がある。

地方公共団体の議
会の議員及び長の
選挙については、当
該地方公共団体の
各党各会派で十分
に議論して合意され
れば、認めてよいの
ではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し、回
答されたい。

先ず「永住外国人に対する地方参政権の付与については、我が国の制度の根幹に関
わる重要な問題である」とのことだが、地方参政権は国政への参政権と異なり、本
来、地方自治固有の問題であると考える。次に「各党各会派において十分に議論がな
される必要がある」ため、特区としての対応は不可能との回答だが、だからこそ、その
議論をすすめる上での試金石・モデルケースとして、特区の役割をご理解いただきた
い。草加市では、市民相互の連帯と市民協働の参加を推進していく中で、地域コミュ
ニティーの一員として｢定住外国人」の住民としての行政参加なくしては、現状では不
可欠である｡また「地方自治」のあるべき姿から見ると、永住・納税･住民参加など地方
自治体と特に密接な関係がある定住外国人の場合は、「その意思を地方行政に反映
させるために、法律によって地方参政権を付与する措置を講ずることは､憲法上は、
禁止はされていない」といわれている。したがって、草加市の地域特性からも、永住外
国籍市民に地方参政権を付与することは、地域からの国際化に寄与し、併せて地域
社会の活性化に多大効果を与え、更には地方自治の根幹をなす選挙制度の根本的
改革にもつながるものと考える。草加市議会において「定住外国人の地方参政権を付
与する特別立法の制定に関する意見書」を全会一致で可決するなど、永住外国人に
市政への参政権を付与することについて十分な市民のコンセンサスが得られている。
その本市において特区制度を通じて実証実験を行わせていただくことは、現在国にお
いて行われている永住外国人に対する地方参政権問題についての議論を深める上
で、多いに役立つと思われる。

永住外国人に対する地方参政権の付与については、我が国の制度の
根幹に関わる重要な問題であることから、国会の各党各会派で十分に
議論がなされる必要がある。

貴省の回答で
は、「国会の各
党各会派で十分
に議論がなされ
る必要がある。」
とあるが、制度を
所管する省庁と
して、地域の提
案を受け、検討
を進める場を設
けるべきではな
いか。再度検討
し、回答された
い。

永住外国人に対する地方
参政権の付与について
は、我が国の制度の根幹
に関わる重要な問題であ
ることから、国会の各党各
会派で十分に議論がなさ
れる必要がある（なお国会
において、衆議院解散によ
り廃案となったが、議員立
法による法案として審議さ
れているところ）。

1174010
草加
市

共生・
参画
特区
（外国
籍市
民に
地方
参政
権を付
与す
る）

永住外国
籍市民に
地方参政
権を付与
する

永住外国籍市民に地方参
政権を付与する

永住外国籍市民に地方参
政権を付与する

040700

県費負
担教職
員の発
令・任命
権の市
町村へ
の移譲
に伴う
財源移
譲

地方交付税
法第12条

E
提案の交付税にかかる部分は、教育行政に係る経費を適切に算定し
ようとするものであり、規制にはあたらない。

文部科学省が、県
費負担教職員の発
令・任命権の市町村
への移譲について
認めた場合、円滑に
制度の実現が図ら
れるよう検討された
い。

仮に法令改正により、都道府県から市町村へ職員給与費が義務づけら
れた場合には、適切に基準財政需要額への算入を検討する。

1134030
出雲
市

先進
教育
研究
特区

義務教育
国庫負担
金、地方
交付税の
特例

現行法の特例措置として、
義務教育国庫負担金並び
に地方交付税の市への交
付を可能にし、県費負担教
職員の任免権を県から市
に移行する。

市立小・中学校の教職員
の発令・任免を行い、市立
学校職員としての意識を高
め、地域に密着した教育行
政、学校運営を目指す。

040710

政府系
資金か
らの借
入金の
繰上げ
償還の
容認

公的資金については、補
償金を支払った上での繰
上償還が認められている。

Ｅ

　公的資金については、一般的に繰上償還等を無限定に認めること及
び補償金を不要とすることは、長期で安定した資金を地方公共団体に
供給するという基本的な機能を損ないかねないものであり、困難である
ことをご理解いただきたい。

　また、補償金を支払った上での繰上償還は認められており、地方団体
の財政運営上、選択の幅は広がっているところであるが、さらに要望の
団体にのみ補償金を不要とすることは、単に財政措置を求めるもの。

地域再生推進のた
め、財政投融資制
度の利便性の向上
が重要であることか
ら、これを踏まえ要
望が実現できない
か。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

本提案は単に財政措置を求めるものではなく、制度上の不合理の改善を
求めるものである。地方財政法において繰上償還の規定があるにも係わ
らず、補償金という縛りによってこれを活用できなくしている現状は、国の
財政事情を優先するあまり、自治体の財政事情の健全化を著しく阻害し続
けるものである。本市は民間金融機関からの借入については、既に補償
金なしで繰上償還を行っており、国と自治体の間においても、経済財政の
実状に対応した制度の運用が不可欠であり、本提案の受け入れを強く望
むものである。

　公的資金については、繰り上げ償還を無制限に認めることは、長期で
安定した資金を地方公共団体に供給するという公的資金の基本的な機
能を損ないかねないものであり、困難である。
　しかしながら、特に公庫資金については地方団体の厳しい財政状況
に鑑み、地方団体の利子負担軽減の観点から、公庫の経営に支障の
ない範囲で借換債を限定的に認め対象枠の拡大を財務省に求めてい
るところであり、平成16年度公営企業金融公庫予算においては、1,100
億円を確保（対前年度400億円増）したところ。

1169010
草加
市

効率
的迅
速行
財政
特区
（繰上
げ償
還推
進）

政府系資
金からの
借入金を
繰上げ償
還する

政府系資金からの借入金
を繰上げ償還する

草加市では、繰上げ償還
による当面の財政負担は
大きくとも、敢えてこれを実
施し、将来の本格的高齢
社会への財政的備えを行
いたいと考えるものであ
る。

040720

　市場
公募債
発行の
自由裁
量化

地方財政法
第５条の５

住民参加型ミニ市場公募
債は全ての地方公共団体
で発行することが可能。

D-1

　提案の特区構想は、住民参加型ミニ市場公募債の発行を内容として
いるが、現行においても、住民参加型ミニ市場公募債は銀行等引受資
金による起債と比べて発行について特段の制限をしているものではな
く、全ての地方公共団体で発行することが可能。

1054010
裾野
市

すその
生き生
きマ
ネー推
進事
業

　すその
生き生き
マネー推
進事業

　市場公募債の法的規制
をなくし、自由裁量とするこ
と。

　当市が、市単独で行なう
事業に対する経費の一部
を市民から公募し財源の
一部とする。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040730

校舎建
設費の
補助対
象外経
費の起
債の容
認

地方財政法
第５条

校舎建設において、実施
面積・実施単価が基準面
積・基準単価を上回る場
合、一定の範囲内で地方
債の対象としている。

E

　現行においても、実施面積・実施単価が基準面積・基準単価を上回る
場合、一定の範囲内で地方債の対象としているところ。
　
　しかしながら、標準的な水準を著しく超える大規模な施設や華美な施
設に無制限に地方債を充てることついては、翌年度以降その償還のた
めの支出が大きく増大することになるので、財政運営の健全性維持の
観点から適当ではない。

　また、今回の要望の内容は、財源確保の手段である地方債につい
て、要望の団体にのみ制限を緩和するという、単に財政措置を求める
もの。

貴省の回答にある
「一定の範囲内」と
は何か示されたい。
また、提案にあるよ
うな特別の事情があ
る場合は、全国一律
の基準ではなく、弾
力的運用ができな
いか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

草加市は、首都に隣接した立地に加え、地下鉄日比谷線の乗入れ等の交通条件の
変化などにより昭和３０年代後半から４０年代にかけて急激に人口が増加し、小中学
校建設を集中的に進めた経緯がある。これらの施設が老朽化し、また、耐震基準を満
たさないことにより集中的な建替えを実施しなければならない時期を迎えている。現在
進めている建替え計画は、回答にあるような「標準的な水準を著しく超える大規模な
施設や華美な施設」ではなく、あくまでも適正な義務教育を行うために必要な範囲のも
のであるが、国が定める基準面積・基準単価は「標準的な水準」というにはあまりにも
低いといわざるを得ない。また、この基準により国庫補助金のみならず地方債の限度
額をも制限されるため巨額の一般財源の単年度持ち出しを余儀なくされ、財政運営
が著しく不安定となるばかりでなく、結果として計画的な建替えが実施できない。本市
は平成２６年度までに小中学校合わせて１０校の全面及び一部改築等が必要である
が、平成１５年度に一部改築した小学校校舎を例に挙げると、１校あたり約１３億円の
事業費が必要となり、そのうち約６億２千万円が一般財源からの繰り出しとなってい
る。つまり、今後１１年間で最低６０億円以上の一般財源が必要となり、現在の厳しい
財政状況の下、子供たちの安全とその他の行政サービスの二者択一を迫られてい
る。本提案は、「単に一般的な財政措置を求めるもの」ではなく、かつての人口急増都
市として集中的な建替えが必要な状況に基づく特例措置を求めるものであり、かつ、
国庫財源を求めるものでもない。地方債の償還は、あくまでも本市の市民が将来に
渡って負担していくものである。

 Ｄ－１

　実施面積・実施単価が基準面積・基準単価を上回る場合は、校舎、
屋内運動場、小中学校寄宿舎及びへき地集会室については、基準面
積・基準単価の３０％以内、これら以外の施設については当該上回る
面積・額の範囲内に係る事業費を起債対象としており、その他の単独
事業（補助対象とならない事業）についても、義務教育施設整備事業債
又は一般単独事業債の対象としているところ。
（「提案主体からの意見」に記述された「平成１５年度に一部改築した小
学校校舎」とは「平成１４・１５年度に一部改築した小学校校舎」の誤り
であるとのことであるが、平成１４年度において草加市は基準面積・基
準単価を上回る部分については起債をしていない。上記の３０％の
ルールを適用すれば当該部分は全額起債対象となりうるもの。）

1189010
草加
市

草加
の教
育特
区（学
校施
設整
備に
係る地
方債
許可
条件
の見
直し）

校舎等の
建設に係
る経費に
ついて市
負担部分
の起債を
可能とす
る。

校舎等の建設に係る経費
について国庫補助対象外
の市負担部分について起
債を可能とする。

校舎等の建設に係る経費
について国庫補助対象外
の市負担部分について起
債を行う。

040740

市街地
再整備
の事業
制度の
創設

地方交付税
法第12条、第
14条
地方財政法
第５条

道路の面積や延長、都市
公園の面積を測定単位に
設定。

市町村が行う市街地再開
発事業の地方団体負担分
については、一定割合を除
いて、地方債の対象として
いる。

E

 団体固有の事由から一部の団体にインセンティブが働くような制度設
計は適切ではないこと。

　市町村が行う市街地再開発事業の地方団体負担分については、道
路特定財源等があるので、これらに相当する一定割合を除いて、地方
債の対象としているところ。したがって、地方団体負担分の全額を地方
債の対象とすることはできない。
　ただし、個別の市町村の事業費や、特定の財源の収入状況などを考
慮して、柔軟な対応をすることはありうるもの。

貴省の回答にある「柔軟な
対応」とは何か。どのような
場合にそれが「ありうる」の
か。
また、地域再生の観点か
ら、補助金等の交付に関す
る要件緩和は重要である。
提案は、大都市圏における
重要な行政課題である密
集市街地再開発のため、
厳しい財政状況の中、一般
財源を用いず事業実施後
の税収増を償還財源として
資金を借り入れ事業を行う
制度を導入したいというも
のであり、既成市街地の再
整備を緊急的に行う必要
のある大都市地域の課題
に対応するため、併せて、
右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

「団体固有の事由から一部の団体にインセンティブが働くような制度設計は適切ではないという回答
に対して」
⇒　今回の提案は、既成市街地の再整備を緊急的に行わなければならないという、大都市地域（事
業を行う市町村）の特性に応じた規制の特例措置として解釈していただきたい。

［説　明］
・　密集市街地の再整備において行う密集住宅市街地整備促進事業については、老朽住宅の買収
除却、民間への建替促進補助等が起債対象外となっており、多額の一般財源が必要。
　また、駅前等の都市再成について、市街地再開発事業とともに、関連公共施設等の整備が必要に
なるが、これに要する費用で起債対象とならないものがあり、多額の一般財源が必要となる。
・　今回の提案では、現状では認められていない補助裏の全額起債と、その償還財源として固定資
産税の増収分を、交付税交付団体でも、（留保財源だけでなく）全額活用できる措置をセットにするこ
とが必要と考えている。
・　現在、市町村の財政状況が厳しく、このような特例措置がなければ、都市再生事業に積極的に
取り組むことは極めて困難である。
・　この特例により、市町村が現在認められていない起債をおこしても、確実な償還財源があるの
で、その財政の健全な運営を損なうことにはならない。また、交付税額の算定の特例についても、市
町村がこの特例措置を活用することにより初めて実現される固定資産税の増収を、償還が終わるま
で留保財源として確保させたいという趣旨であり、単に交付税の増額を提案するものではない。
・ この特例措置により、法律の目的である地域の活性化が図られ、長期的には市町村の財政基盤
も強固となり、交付税の縮小にもつながると考える。
・ この特例措置が、市町村のまちづくりのインセンティブになり、防災的にも、景観的にも快適な生活
空間の創造に拍車がかかることになる。

　交付税については、経済財諮問会議においても、交付税算定の大幅
な簡素化・中立化を打ち出していること（平成15年11月28日麻生大臣提
出資料）。

　なお、各団体において、普通交付税（基準財政需要額に都市計画費
を算入）及び都市計画税により市街地再開発事業を実施するために確
保されている財源を上回って財源が必要な場合には、起債の許可を
行っており、財源の確保が図られているところ。

1132010

川西
市、全
国市
町村
再開
発連
絡協
議会

市街
地再
整備
特区

市街地再
整備特区

①再整備事業の実事業費
のうち、補助金以外の部分
をすべて地方債で賄うこと
を可能とする。(条件：一定
期間内の固定資産税と都
市計画税の増収分で償還
ができる場合に限る。)

②償還期間中の当該市の
地方交付税に関して、当該
事業に伴う固定資産税の
増収額は基準財政収入額
の算定に当たっては除外
するものとする。（同時に、
道路・公園の新設に伴う測
定単位の増加は、基準財
政需要額に当たって除外
するものとする。）

密集市街地・駅前等の再
整備に緊急に取り組むこと
を目的に、再整備事業※
に要する市の財源として、
事業実施後の税収増を償
還財源として資金を借り入
れ、事業を行う制度を導入
する。
（※重点密集市街地の中
の一定区域内において行
う密集住宅市街地整備促
進事業等、並びに駅前等
交通要衝地における市街
地再開発事業及びこれと
一体的に行う関連公共施
設等の整備）

040750

国民健
康保険
税の端
数処理
の特例

地方税法第２
０条の４の２
第６項

地方税の確定金額を、二
以上の納期限を定め、一
定の金額に分割して納付
し、又は納入することとされ
ている場合において、その
納期限ごとの分割金額に
千円未満の端数があると
き、又はその分割金額の
全額が千円未満であるとき
は、その端数金額又はそ
の全額は、すべて最初の
納期限に係る分割金額に
合算するものとする。

Ｄ－１
国民健康保険税は、実質は保険料であるものを徴収の便宜上税の形
式を採っているものであり、本来の国民健康保険料として徴収すれば、
端数処理の問題は解決される。

提案は、国民健康
保険税として行いた
いとするものであ
り、併せて、右の提
案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回
答されたい。

国保事業に要する費用に充てる主たる財源は、保険税であり、この主たる
財源を負担していただく被保険者には税による課税をすることで義務観
念、納税意識も向上させることが出来る。厳しい国保財政から財源の確保
を考えた場合、税で課税した場合の課税権は３年、料では２年、消滅時効
では税は５年、料は２年、徴収権の優先順位では国税及び地方税の次に
料となり、負担の公平を保つためにも税で課税し徴収をすることが適切で
ある。草加市が税法式としているのは、税の方が義務観念も向上して徴収
が容易であり徴収成績も向上することが見込まれることによる。全国の市
町村の９割が税を選択し、埼玉県においては全ての市町村が税を選択して
いる。他の公的健康保険と比較して低所得者の加入が多いうえに、加入す
る全ての世帯に課税される保険税にこそ、端数処理の特例を適用すべき
であり、料と税とで取り扱いが異なることが問題である。料では百円未満の
端数処理が可能であるのに対し、税では不可能であることに合理的な理由
があるとは到底思われない。

Ｃ

Ｃ（全国的な対応を検討し、特区として対応不可）
　地方税の納期分割時の端数処理の際に、各地方団体の判断により、
現行制度以外の方法を採用し、適切に端数処理を行うことができる仕
組みについて、地方税法改正の必要性も含め、平成17年度税制改正
に向けて検討を進める。

1177010
草加
市

安心で
便利な
行政
サービ
ス特区
（支払
いやす
い国
民健
康保
険税）

国民健康
保険税の
納期分割
による端
数処理を
百円未満
とする

国民健康保険税の納期分
割による端数処理を百円
未満とすることにより、各納
期の負担を均等化させ、納
税意欲を向上させる。また
滞納を防止し、公平な税負
担を実現する。

　地方税法では、納期分割
によって千円未満の端数
が生じたときは、その端数
金額は最初の納期に合算
することとされているが、国
民健康保険税の納期分割
による端数処理を百円未
満とすることにより、各納期
の負担を均等化させ、納税
意欲を向上させる。また滞
納を防止し、公平な税負担
を実現する。

040760

原動機
付自転
車等の
標識自
由化

地方税法取
扱通知第四
章八

標識については、各地方
公共団体の条例の定める
ところにより規定。

Ｄ－１

　標識については、取扱通知を逸脱しない範囲で条例により独自の様
式を規定することは可能である。取扱通知では、①課税団体及び課税
客体を明示するための「市町村名及び標識番号」、また、それらを分か
りやすく表示するための「文字の大きさ」「車両番号の浮出し」「標識の
大きさ（記載事項を表示する大きさ）」、②課税区分を明確にするための
「標識の地の色」、③その他、文字の色、素材、標識を固定するネジの
位置等が規定されています。
　したがって、「逸脱しない範囲」については上記以外のものであり、形
については条例により独自の様式を規定することは可能である。

1105010
小田
原市

原動
機付
自転
車標
識自
由化
特区

原動機付
自転車等
の標識自
由化

原動機付自転車の標識に
ついて、市町村が独自の
デザインで発行できること
とする。

市町村で発行する原動機
付自転車の標識につい
て、地域色のあるオリジナ
ルデザインを認め、地域風
景の創出と販売台数の増
加を図る。

040770

都市計
画税の
課税免
除の権
限の特
別区へ
の委譲
及び特
区税の
創設

地方税法第５
条第６項第１
号
地方税法第６
条第１項
地方税法第７
３５条

都市計画税の課税権は特
別区の範囲にあっては東
京都にあるところから、課
税免除の判断も東京都が
有している。

Ｅ
－

①　Ｅ　課税権のないものに課税免除の権限を移譲することはできな
い。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

本提案は、規制緩和として「特区」での目的税である都市計画税の委譲を
求めている。
まちづくりの権限と、都心ならではの幅広いまちづくり財源の確保が一体と
なった仕組みを構築することにより、都市再生事業をスピーディにし、地域
経営を含めた都市の活性化を早急に推進するものである。ゆえに権限と
財源をそれぞれ切り離さず単なる都市計画権限の対応ではなく、一体的か
つ総合的な特区提案としてご検討いただきたい。

Ｃ －

特別区の区域内では、都市計画税を充当すべき都市計画事業を都区
で分担し、特に都においてより多くの事業を実施していることや各区の
区域内の税収の偏在が著しいことから都税としており、区に都市計画
税を委譲することは適当でない。
なお、都は、都市計画税収の一定部分を都市計画交付金として区に配
分し、区の都市計画事業の財源としている。

1098010
千代
田区

都市
再生
開発
特区

都市計画
税の課税
免除の権
限の特別
区への委
譲及び特
区税の創
設

交通結節点等における大
規模建築物の更新に伴
い、インフラ整備が必要と
なるエリアを「都市再生特
別地区」に指定し、
①地方税法（都市計画税）
の目的の緩和
現在は都税となっている都
市計画税の減免権を区に
委譲するとともに、それに
代わって区が課税する特
区税を導入する
②都市計画法・建築基準
法の目的の緩和
都市計画法及び建築基準
法に基づく権限を特区の存
する基礎的自治体に委譲
し、特区内において適用す
る。

インフラ整備が集中した都
心部の交通結節点におい
て、大規模建築物の更新
に伴い、本特区によるエリ
アを限定し、目的税の一定
期間の減免や都市計画
法・建築基準法の目的の
緩和を行い、都市再生によ
る経済効果の上昇や都市
活性化、国際競争力の強
化を推進する。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040780

法定外
目的税
新設等
の総務
大臣同
意の不
要化

地方税法第
731条第２項

地方団体が法定外税を新
設し、又は変更しようとする
場合においては、あらかじ
め総務大臣に協議し、その
同意を得なければならな
い。

E
現行の地方税法の規定に従い、法定外税の新設について、個別に地
方団体から協議していただければ、地方税法の規定に照らし同意また
は不同意を決定。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　以前に、本町から総務省並びに徳島県に問合せしているが、その回答と
して「河川管理の目的税としては河川管理者である県に課税権があり、も
しも町が課税するなら二重課税となる恐れがあるために町は課税できな
い。」との見解が示された。これは流水占用料についての見解を間違って
出されたのではないかと考えられる。また、同様に「水の恩恵を受けている
からといって課税することはできないし、全国どこにも例がない。」との回答
も頂いたが、例があるなしで判断するのも納得し難いものである。現在の
法の範囲で課税できない例並びに課税が可能な例として、どんな場合が
想定されるかを具体的にお示し願いたい。

　総務省としては、「河川管理の目的税としては河川管理者である県に
課税権があり、もしも町が課税するなら二重課税となる恐れがあるため
に町は課税できない。」「水の恩恵を受けているからといって課税するこ
とはできないし、全国どこにも例がない。」等と回答したことはないが、
個別の法定外税についての質問・相談等があれば、条例を制定した上
で正式協議をしていただく方式に限らず、前広に個別の照会・相談等に
もお応えすることとしているので、担当課（自治税務局企画課）にご連絡
いただきたい。
　なお、想定例を具体的に示して欲しいとの点については、法定外税は
多種多様なものがあり得る制度であり、特に想定例は作成していない。
また、法定外目的税における地方税法に定める非課税の範囲について
は地方税法733条の2において、また、総務大臣が法定外税の新設に
対し同意を行うための条件については地方税法第733条にそれぞれ定
めているので、ご参照いただくとともに、既存の法定外税の例について
は、総務省ホームページでも公開
（http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_w.html）して
いるので参考にしていただきたい。

1081010
上勝
町

　水源
かん
養の
ための
水源
税の
課税
特区

水源かん
養のため
の水源税
の課税特
区

　地方税法第731条第２項
の規制緩和により、法定外
目的税として流域の水利
受益者に課税する水源税
の容認

　地方税法第731条第２項
の規制緩和により、法定外
目的税として流域の水利
受益者に課税する水源税
の容認

040800

旧教育
施設の
宿泊施
設転用
時の消
防法の
緩和

消防法第１７
条第１項、消
防法施行令
別表第一

使用していない建築物であ
り用途が発生していない防
火対象物に対しては、消防
用設備等の規制を行って
いないが、消防法施行令
別表第一において、旅館、
ホテル、宿泊所その他これ
らに類するものについて
は、（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置
について規制を行ってい
る。

Ｃ

Ｃ：特区として対応不可
　制度の現状の欄の記載のとおり、使用していないの建築物から（五）
項イとして用途が発生するのであれば、当該項としての必要　な消防用
設備等の設置義務が発生するものであり、これを満たす必要がある。
　また、現状においては先方の緩和要求の内容が不明確であり、対応
が困難である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

１． 本提案では教育施設から宿泊施設への転用を予定しているが、使用
予定部分（部屋）が全体ではなく一部の場合は、その部分が防火対象物と
なるのか。それとも建築物全体で見ることになるのか。
２． 使用する部分が木造２階建ての１階であり、かつ使用するスペースに
ついては以前教室であったことから、避難場所であるグラウンドに多くの窓
が面しており、有事の際などには対応しやすいと考えられるがこの点につ
いて、消防法において何らかの緩和措置にはつながらないか。

提案により法令上整備を要すると思われる条項です。上記１．２．の内容を
踏まえていただき、緩和措置を講じていただけないものか。

「屋内消火栓設備」第１１条・・・旅館、ホテル、宿泊所その他これに類する
ものについては、延べ面積７００㎡以上で設置する：該当
「自動火災報知設備」第２１条・・・旅館、ホテル、宿泊所その他これに類す
るものについては、延べ面積３００㎡以上で設置する：該当

　防火対象物とは、消防法第２条の定義のとおり、建築物その他の工
作物若しくはこれらに属する物をいう。今回の申請のように、１つの建
築物に用途が複数ある場合は、その用途の面積や比率等により、建築
物全体が複合用途防火対象物又は単一用途の防火対象物として取り
扱われる。
また、建築物の一部を１の用途で使用し、その他の部分を区画などを
すること等により、使用できない措置を講じていると消防長又は消防署
長が判断した場合には、当該単一用途の防火対象物として取り扱わ
れ、消防用設備等の設置基準の基礎となる延べ面積については、使用
される部分のみの面積となる。

　なお、別添資料に記載された規模であれば、意見中の「屋内消火栓
設備」「自動火災報知設備」については、学校の用途（令別表第一(7)
項）で使用した場合も、設置の義務が生じる旨あわせて申し添える。

　「屋内消火栓設備」　　（５）項、（７）項ともに７００㎡以上で設置
　「自動火災報知設備」　（５）項…３００㎡以上　（７）項…５００㎡以上
で設置

1059020
藤里
町

世界
自然
遺産
白神
山地
の郷
藤里
ふるさ
とづく
り自
然・農
林業
体験
特区

旧教育施
設を現行
のまま宿
泊施設と
して利用

世界自然遺産白神山地を
有する藤里町での特区に
おける、自然・農林業体験
施設（旧教育施設）での宿
泊に伴う施設の用途変更
に係る法令の緩和

旧教育施設（小学校）を活
用し、学校教育等に準じた
環境保全学習、自然・農林
業体験学習の拠点及び宿
泊施設として提供する。

040810

リゾート
マンショ
ンの福
利厚生
施設利
用時の
消防法
の緩和

消防法第１７
条第１項
消防法施行
令別表

消防法施行令別表第一に
おいて、旅館、ホテル、宿
泊所その他これらに類する
ものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備の設置に
ついて規制を行っていると
ころ。これらは旅館業法の
適用の可否によらず、旅
館、ホテル等と同様の形態
を取る企業の福利厚生施
設も含まれている。

Ｃ

Ｃ：特区として対応不可
制度の現状の欄の記載のとおり、現行においても旅館業法の適用の可
否によらず、企業の福利厚生施設も（五）項イとして取り扱っているとこ
ろであり、これは、施設に不案内な不特定多数の人が主として短期間
宿泊するという特徴に基づき分類しており、これを共同住宅と同等に取
り扱うことは、在館者に対する防火安全性を著しく損なうものであり、こ
れを特区として認めるべきではないと考える。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

現状のリゾートマンションは、個人オーナーとその家族が知人・友人と週末
等余暇を過ごすための別荘として利用していることが多いのが実情です。
この場合、同伴の知人・友人は「不特定」の人ということになります。一方、
福利厚生目的の利用の場合もリゾートマンションを余暇目的の別荘として
利用しています。つまり福利厚生利用の場合は個人オーナーが利用する
場合と利用方法・目的自体に違いはありません。リゾートマンションは共同
住宅としての消防設備基準をクリアしていますので、同じように、リゾートマ
ンションを福利厚生施設として利用しても防火安全性を損なうことにはなら
ないと思われます。さらに、今回提案をさせて頂いた設備基準の緩和につ
いては代替措置を採ったり、既存の消防設備をうまく活用したりすることで
安全性を十分確保しています。尚、福利厚生を目的とした場合の利用者は
法人の従業員か福利厚生代行会社の会員（＝法人の従業員）に限定され
ており、その意味では福利厚生を目的とした利用は「不特定多数」ではな
く、「特定」であるといえます。

　一般的に、旅館等（(5)項イ）は施設に不案内な不特定多数の人が主
として短期間宿泊する施設をいい、人の出入りが頻繁である等の特徴
を有している。一方、共同住宅等（(5)項ロ）は、同一の施設に特定多数
の人が長期に居住する施設をいうものである。
　リゾートマンションについても、典型的な共同住宅として使用されるも
のについては、(5)項ロとして取り扱われるが、研修所等として利用され
るもの又は自己の所有する住戸を不特定の者に宿泊施設として貸出し
するもの等もあるため、その実態によって(5)項イとして取り扱っていると
ころである。
このように、防火対象物の用途は名称ではなく実際に使用する形態に
応じて判定されており、その個別具体の建築物の用途については、所
轄消防本部に確認されたい。

3098020

株式
会社
ベネ
フィッ
ト・ワ
ン

リゾー
トマン
ション
再活
性計
画～
福利
厚生
利用
による
地域
経済
活性
～

リゾートマ
ンションに
おける旅
館業営業
許可取得
基準の緩
和（消防
法）

リゾートマンションを福利厚
生目的で利用する場合の
消防法の緩和：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
設備・自動火災報知設備
（除外規定）・避難器具・避
難口（通路）誘導灯・屋内
消火栓設備は共同住宅の
基準でよいものとする。（添
付資料Ⅱ）

福利厚生を目的としたリ
ゾートマンションでの宿泊
行為。

040820

学校設
置会社
による
大学に
ついて
の消防
法の緩
和

消防法第１７
条第１項
消防法施行
令別表第一

消防法施行令別表第一に
おいて、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、
高等専門学校、大学、専修
学校、各種学校その他の
これらに類するものを（七）
項、また、前各項に該当し
ない事業場として（十五）項
として、消防用設備の設置
に関して規制を行ってい
る。

Ｃ

Ｃ：特区として対応不可
消防法施行令別表第一における項の判定に関しては、建築物の構造
上の要件ではなく、当該建築物の用途に応じて判定されているところで
あり、提案されている大学についても用途が（七）項に掲げるものと全く
変わらないため、（十五）項として取扱うことは防火安全性が著しく損な
われるため、特区として認めるべきではないものと考える。

一般的な事務棟とし
て建設された建物
を、オフィスとして使
用する場合と職業
教育中心の大学とし
て用いる場合とで、
防災安全上異なる
取り扱いをする必要
性、理由は何か示さ
れたい。
また、提案を実現で
きないか、併せて、
右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

総務省の意見は「消防法施行令別表一における項の判定に関しては、建築物の構造
上の要件ではなく、当該建築物の用途に応じて判定されているところであり、提案され
ている大学についても用途が（七）項に掲げるものと全く変わらないため，（十五）項と
して取扱うことは防火安全性が著しく損なわれるため、特区として認めるべきではない
ものと考える。」というものであった。
しかし、弊社がある建物を大学として用いたとしても、実態としては事務棟を用いるの
と何ら異ならない用法で用いることになる。学校類似であるからといって、一般の事務
棟以上に人が一度の集合するものでもなく、集合するとしても一般の事務棟で会議が
行われるのと同程度の規模となる。それにも関わらず単に、用途が大学であるから形
式的に基準を当てはめることは実態に即し適切な規制であるとは言い難い。
さらに構造改革特別区域法第12条第1項および学校教育法第2条第1項によって認め
られた学校設置会社による大学は、厳格な経済合理性の追求と、資源の教育内容へ
の集中的な投下により、消費者のニーズに適合した高度な教育を提供するという理念
のもとに経営を行っており、従来の公営学校や学校法人による大学とは根本からこと
なる体制で大学を運営している。このため大掛かりな施設を活用するのではなく、必
要最小限の施設で、資源を集中的に投下した高度な教育内容とその内容を最も効果
的に伝達する環境を構築することに力点をおいている。この要請を満たすためにも、
消防法の規制は大きな足かせとなっている。
よって、用途が（七）に該当したとしても、実際の用法が一般的な「大学」とは異なり、
一般的な「事務棟」に近接している建築物も（七）に分類するのは不合理である。

　一般に、オフィスについては、従業員は火災時に自衛消防の一環とし
て必要な対応をすべきものとして位置づけられるが、学校においては、
火災等に対応すべき教職員の他に、相当数の学生、生徒等がいる。こ
れらの学生、生徒等は、避難誘導を受ける側として位置づけられる。消
防用設備等の規制はこのような実態を前提として行われているもので
ある。

3072030

株式
会社
東京
リーガ
ルマイ
ンド

株式
会社
大学
改革
特区

学校設置
会社によ
る大学に
ついての
消防法の
緩和

別表第一（七）の「大学」か
ら学校設置会社による大
学を除外、別表第一（十
五）の「その他の事業場」に
学校設置会社による大学
を含むとする。

株式会社が職業教育中心
の大学を設置・運営するこ
とにより、若年者の失業・
未就職問題等の早期解決
に寄与し、地域経済ひいて
は日本経済全体の活力の
早期回復に貢献する。

040820

学校設
置会社
による
大学に
ついて
の消防
法の緩
和

消防法第１７
条第１項
消防法施行
令別表第一

消防法施行令別表第一に
おいて、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、
高等専門学校、大学、専修
学校、各種学校その他の
これらに類するものを（七）
項、また、前各項に該当し
ない事業場として（十五）項
として、消防用設備の設置
に関して規制を行ってい
る。

Ｃ

Ｃ：特区として対応不可
消防法施行令別表第一における項の判定に関しては、建築物の構造
上の要件ではなく、当該建築物の用途に応じて判定されているところで
あり、提案されている大学についても用途が（七）項に掲げるものと全く
変わらないため、（十五）項として取扱うことは防火安全性が著しく損な
われるため、特区として認めるべきではないものと考える。

一般的な事務棟とし
て建設された建物
を、オフィスとして使
用する場合と職業
教育中心の大学とし
て用いる場合とで、
防災安全上異なる
取り扱いをする必要
性、理由は何か示さ
れたい。
また、提案を実現で
きないか、併せて、
右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

総務省の意見は「消防法施行令別表一における項の判定に関しては、建築物の構造
上の要件ではなく、当該建築物の用途に応じて判定されているところであり、提案され
ている大学についても用途が（七）項に掲げるものと全く変わらないため，（十五）項と
して取扱うことは防火安全性が著しく損なわれるため、特区として認めるべきではない
ものと考える。」というものであった。
しかし、弊社がある建物を大学として用いたとしても、実態としては事務棟を用いるの
と何ら異ならない用法で用いることになる。学校類似であるからといって、一般の事務
棟以上に人が一度の集合するものでもなく、集合するとしても一般の事務棟で会議が
行われるのと同程度の規模となる。それにも関わらず単に、用途が大学であるから形
式的に基準を当てはめることは実態に即し適切な規制であるとは言い難い。
さらに構造改革特別区域法第12条第1項および学校教育法第2条第1項によって認め
られた学校設置会社による大学は、厳格な経済合理性の追求と、資源の教育内容へ
の集中的な投下により、消費者のニーズに適合した高度な教育を提供するという理念
のもとに経営を行っており、従来の公営学校や学校法人による大学とは根本からこと
なる体制で大学を運営している。このため大掛かりな施設を活用するのではなく、必
要最小限の施設で、資源を集中的に投下した高度な教育内容とその内容を最も効果
的に伝達する環境を構築することに力点をおいている。この要請を満たすためにも、
消防法の規制は大きな足かせとなっている。
よって、用途が（七）に該当したとしても、実際の用法が一般的な「大学」とは異なり、
一般的な「事務棟」に近接している建築物も（七）に分類するのは不合理である。

　一般に、オフィスについては、従業員は火災時に自衛消防の一環とし
て必要な対応をすべきものとして位置づけられるが、学校においては、
火災等に対応すべき教職員の他に、相当数の学生、生徒等がいる。こ
れらの学生、生徒等は、避難誘導を受ける側として位置づけられる。消
防用設備等の規制はこのような実態を前提として行われているもので
ある。

5150010

株式
会社
東京
リーガ
ルマイ
ンド

学校設置
会社によ
る大学に
ついての
消防法の
緩和

別表第一（七）の「大学」か
ら学校設置会社による大
学を除外、別表第一（十
五）の「その他の事業場」に
学校設置会社による大学
を含むとします。

株式会社が職業教育中心
の大学を設置・運営するこ
とにより、若年者の失業・
未就職問題等の早期解決
に寄与し、地域経済ひいて
は日本経済全体の活力の
早期回復に貢献します。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040830

民家工
房およ
び農家
民宿等
周辺の
民家や
空き家
におけ
る消防
法の設
備要件
の緩和

消防法第１７
条第１項、消
防法施行令
第３２条

消防法施行令別表第一に
おいて、旅館、ホテル、宿
泊所その他これらに類する
ものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置
について規制を行ってい
る。

Ｃ

Ｃ：特区として対応不可　　　　　　　　　　　現行特区制度（農家民宿に係
る簡易な消防用設備等の設置事業）に関して対象を限定した緩和を行
い、その防火安全性について確認している最中であり、全国展開の際
に再度検討する。

農家民宿に限らず、
一般民宿への拡大
を検討するという理
解でよいか示された
い。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、また、観光立国
という国の政策目標
の実現の観点から
も、再度検討し回答
されたい。

　農家民宿に係る簡易な消防用設備等の設置事業により、対象を限定して
防火安全性について確認している最中であり、対象の拡大については全
国展開の際に再度検討するということであるが、本県の伝統工芸産業のひ
とつである陶芸の越前焼の窯元に関しては山間部に平屋で建設されてい
るものがほとんどである。このため、簡易な消防設備の設置要件を緩和し
た場合の防火安全性については、農家民宿のケースと同等であると考え
る。　また、県内には７０か所を超える窯元があり、うち６０か所以上で見学
者を受入れ、また体験学習も実施されているが、職人の民家に直接宿泊
することは後継者養成の観点から不可欠な要素であると考えられる。　こ
のため、民家工房における消防法の設備要件の緩和について、農家民宿
のケースと同様に実施できるよう、特例を認めていただきたい。

　現行の特区制度（農家民宿に係る簡易な消防用設備等の容認事業）
について、現在において特区適用の件数が少ないため、多くの事例に
ついて検証・確認できていないことから、防火安全性に関して十分な検
証を行いながら、特区適用対象についてどの程度まで拡大できるかに
ついて検討を行っているところである。
　これら検討を踏まえ、農家民宿及び農家民宿と類似の形態をとる民
宿について、防火安全性について確認できたものから、順次全国的対
応を行う予定としているところである。

1140010
福井
県

学びと
いやし
の里
づくり
特区

民家工房
および農
家民宿等
周辺の民
家や空き
家におけ
る消防法
の設備要
件の緩和

　特別区域内の民家工房
および農家民宿等周辺の
民家や空き家において民
宿事業を営む場合、当該
特区の消防長（消防本部を
置かない市町村において
は、市長村長。以下同じ。）
又は消防署長は、消防庁
のガイドラインを参考とし
て、消防法施行令第３２条
に基づき、消防用設備等
の基準に係る同令第３節
の規定を適用しないことが
できるようにする。

　県内の農家、漁家、伝統
産業の民家工房等を利用
した学ぶ・体験するツーリ
ズムを企画し、県内外の旅
行客にものづくりの楽しさ
や自然の大切さを教えると
ともに、本県の農林水産業
や伝統産業の振興、地域
コミュニティの活性化や本
県のブランド力アップも図
る。

040840

農家民
宿の消
防法特
例の民
家民宿
への適
用拡大

消防法第１７
条第１項、消
防法施行令
第３２条

消防法施行令別表第一に
おいて、旅館、ホテル、宿
泊所その他これらに類する
ものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置
について規制を行ってい
る。

Ｃ

Ｃ：特区として対応不可　　　　　　　　　　　現行特区制度（農家民宿に係
る簡易な消防用設備等の設置事業）に関して対象を限定した緩和を行
い、その防火安全性について確認している最中であり、全国展開の際
に再度検討する。

農家民宿に限らず、
一般民宿への拡大
を検討するという理
解でよいか示された
い。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、また、観光立国
という国の政策目標
の実現の観点から
も、再度検討し回答
されたい。

　現行特区制度（農家民宿に係る簡易な消防用設備等の設置事業）に民
家民宿においても対応をさせて頂きい。
　また、既に営業をしている農家民宿等においてどのような規制緩和が行
われているか具体的な例を示していただき指導して頂ければ、今後提案す
るにあたり参考とさせて頂きます。
　 避難経路、容易な避難口とはどういう物をさすのか？例えば部屋から廊
下まで・・・廊下から外部まで・・・・このような提案で距離数等を明確にする
必要があるのか？
　この場合各民宿希望者より各家庭の見取り図等の提出を必要とするの
か？

　現行の特区制度（農家民宿に係る簡易な消防用設備等の容認事業）
について、現在において特区適用の件数が少ないため、多くの事例に
ついて検証・確認できていないことから、防火安全性に関して十分な検
証を行いながら、特区適用対象についてどの程度まで拡大できるかに
ついて検討を行っているところである。
　これら検討を踏まえ、農家民宿及び農家民宿と類似の形態をとる民
宿について、防火安全性について確認できたものから、順次全国的対
応を行う予定としているところである。
　また、農家民宿に係る具体的な要件等については「構造改革特別区
域法に係る農家民宿における消防設備等に係る消防法令の規定に対
する柔軟な対応について」（平成１５年３月２６日　消防庁予防課長通
知）に基づき各消防機関において運用されているところであるため、所
轄消防機関に確認されたい。

1143012
神流
町

かんな
田舎
体験
交流
特区

普通民家
での民宿
経営(消防
法関連）

　普通民家での民宿を始める
にあたり旅館業法で定められ
ている基準面積、調理場、トイ
レ等の設置条件。
 　また消防法の表示灯の設
置、また有休農地の利用等「農
家民宿」の拡充を受けながら提
案したい。
　 当地区においては一部地域
に自家水道の集落があり消毒
していない綺麗な水を使用して
います。より多くの町民に受入
体制作りを図る事から水を沸
騰させてからの使用など現在
の消毒をしないで美味しい水を
使用する提案をしたい。
   また、都市住民が農地を取
得し農業経営が出来るよう貸
付期間及び面積の規制緩和を
受け、個人対個人の農地など
の賃借契約が出来るよう提案
したい。

　 民家民宿を行うことによ
り都市住民と田舎との交流
を図り田舎での暮らし体
験、生活体験を推進した
い。
　 当町の自然を最大限に
利用する「山村地域におけ
る体験・滞在旅行」を目的
とし、田舎での「学」・「遊」・
「食」・「泊」の体験を民家に
おいて可能にし多くの町民
と都市部の人たちの交流
を深め「農家民宿」の拡充
を受けながら「民家民宿」
の開業を目指したい。

040850

女性消
防吏員
と再任
用消防
職員の
権限拡
大

地方公務員法第２８条の４
から第２８条の６までの規
定及び各地方公共団体の
条例により、地方公共団体
は、定年退職した職員等に
ついて再任用できるが、消
防吏員か否かで区別は設
けられていない。

Ｅ

消防吏員としての再任用については、規制自体が存在せず、現行規定
でも可能であるので、事実誤認である。
なお、女性消防吏員の活動制限については、女性労働基準規則にお
いて、女性の母体保護等の観点から、一定の業務について、就業制限
が課されているところである。総務省消防庁としては、こうした制限の範
囲内で女性消防吏員の活動範囲の拡大を図っていく立場にある。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

男女共同参画社会の流れの中で、女性消防吏員については、女性労働基
準規則による従事制限との関係がありますが、社会的に女性に対する労
働法上の制限が撤廃されている状況下では、女性の能力開発を促進し活
用を図ることが求められており、消防においても装備や資機材の高度化・
軽量化を進め、母体保護等の安全面の適切な対応を図ることにより、女性
消防吏員の活動制限等の撤廃をお願いするものです。例えば、有毒ガス
等の災害発生現場では、空気呼吸器等を装着して、身の安全（身体の保
護等）を図りながら活動している等、安全面での諸条件を充実整備し、適
切な対応策を講じることにより、危険有害業務の就業制限の緩和ができた
なら、女性消防吏員の活動範囲が広がると思います。なお、本市は男女共
同参画条例を制定し、あらゆる職業において女性職員の割合が５０％に近
づくよう努めておりますが、現在の制度のままでは消防活動に重大な支障
を来すことが明白であるため、女性消防吏員を積極的に採用することは非
常に困難です。このままでは、総務省が男女共同参画を阻害する制度の
存在を容認していると解されかねません。

　女性消防吏員の活動制限については、厚生労働省令である女性労
働基準規則において、男女の生理的機能の差異や母性保護の必要性
にかんがみ、重量物を取り扱う業務及び鉛、水銀等有害物を発散する
場所における業務について、労働基準法における最低限の基準として
全国一律に就業制限が課されているところ。提案に沿うか否か決定す
るためには、当該規則の趣旨、目的に照らした判断が必要であり、当
該規則を所管している同省において行うべきもの。
　ただし、対象となっている就業制限については、包括的・一般的な制
約を一律に課するものであり、女性固有の要素をどこまで考慮するか
について、個別の職業区分又は対象業務に応じて合理的な検討を行う
必要があると考えている。したがって、この件については、厚生労働省
において真剣な検討が望まれる。

1180010
草加
市

安心で
便利な
行政
サービ
ス特区
（女性
消防
士とベ
テラン
消防
士が
守るま
ちの安
全）

女性消防
吏員と再
任用消防
職員の権
限を拡大
する

女性消防吏員の活動の制
限等を撤廃し、併せて、前
職が消防吏員であった「再
任用職員」に「消防吏員」と
しての権限を付与する。

女性消防吏員の活動の制
限等を撤廃することによ
り、多種多様な災害に対す
る活動範囲のさらなる拡大
を図る。また、消防行政全
般の人材活用を図るため
に、前職が消防吏員であっ
た「再任用職員」には「消防
吏員」としての権限を付与
する。

040860

道路上
空通路
の設置
基準の
緩和

消防法第７条
「道路の上空に
設ける通路の
取扱等につい
て」（昭和32年
７月15日　建設
省発住第３７
号、国消発第
860号、警察庁
乙備第14号）及
び「通路の上空
に設ける通路
の取扱等につ
いて」（消防庁
丁規発第32
号、建設省道
政発第44号、
建設省住指発
第90号、建設
省住街発第30
号、消防予第
39号）

「道路の上空に設ける通路
の取扱等について」（昭和
32年７月15日　建設省発住
第３７号、国消発第860号、
警察庁乙備第14号）及び
「道路の上空に設ける通路
の取扱等について」（平成
８年３月19日　警察庁丁規
発第32号、建設省道政発
第44号、建設省住指発第
90号、建設省住街発第30
号、消防予第39号）によ
り、消防法第７条による同
意の基準が示されており、
これに基づき運用されてい
るところ。

Ｄ－１

Ｄ－１：現行の規定により対応可能
根拠法令等として掲げられている「道路の上空に設ける通路の取扱等
について」（平成８年３月19日　警察庁丁規発第32号、建設省道政発第
44号、建設省住指発第90号、建設省住街発第30号、消防予第39号）に
おいては、安全性の確保に十分に留意しつつ弾力的運用を図ることと
されており、現行の規定の中でも十分に対応可能である。

貴省の回答では、
現行で対応可能と
あるが、本提案にあ
る道路上空通路は
設置できるのか、回
答されたい。
また、提案の円滑な
実施が図られるよう
消防上の基準の明
確化を図られたい。

　設置の可否については、前回回答のとおり「通路の上空に設ける通
路の取扱等について」（平成8年3月19日警察庁丁規発第32号、建設省
道政発第44号、建設省住指発第90号、建設省住街発第30号、消防予
第39号）により、「許可基準の一部を変更して実施し、又はその一部の
適用を除外することが可能」な旨が示され、弾力的な運用が図られてい
るところであり、現地の消防本部等関係機関が協議の上で設置の可否
を判断しているところである。
　そのため、当該上空通路の設置の可否については、所轄消防本部へ
確認されたい。

3039010

三洋
電機
株式
会社

 サン
プラッ
ツ大日
『生活
サービ
ス特
区』

道路上空
通路の設
置基準の
緩和

  道路上空に設ける通路の設
置基準を緩和することにより、
地上の自動車交通の緩和と安
全な歩行者環境の確保のため
の道路上空における立体的な
歩車分離を可能にする。さら
に、バリアフリー化を進め、ゆと
りを持った幅員を確保すること
で高齢者やベビーカー利用者
へも施設の快適な利用を促進
する。　また、道路により分断さ
れた敷地へ利用客を自然に誘
導し、都市の活性化が促進さ
れるような施設とする。また、
大規模商業施設は不特定多数
の利用が予想され、より災害
弱者が避難しやすいように、道
路上空に設ける通路の設置基
準を緩和し、建物相互間を連
絡させることで、水平避難を可
能にし、日常動線を利用した安
全な避難を実現する。

  公道をはさんで建つ商業
施設間を道路上空で各階
３層の通路で接続する。通
路の幅はそれぞれ３階で１
８m、４・５階では６ｍとす
る。この道路上空の立体利
用により、１階では歩車の
動線を分離し、安全で快適
な移動空間を提供する。
また、上階においては利用
者の利便性･快適性の向
上をはかり、道路により分
断された街区間の活性化
を促し、災害弱者の災害発
生時における別棟への避
難・移動を容易にし、バイ
パスの役割を果たすことに
より、非常時の安全性の増
大を図る。

040860

道路上
空通路
の設置
基準の
緩和

消防法第７条
「道路の上空に
設ける通路の
取扱等につい
て」（昭和32年
７月15日　建設
省発住第３７
号、国消発第
860号、警察庁
乙備第14号）及
び「通路の上空
に設ける通路
の取扱等につ
いて」（消防庁
丁規発第32
号、建設省道
政発第44号、
建設省住指発
第90号、建設
省住街発第30
号、消防予第
39号）

「道路の上空に設ける通路
の取扱等について」（昭和
32年７月15日　建設省発住
第３７号、国消発第860号、
警察庁乙備第14号）及び
「道路の上空に設ける通路
の取扱等について」（平成
８年３月19日　警察庁丁規
発第32号、建設省道政発
第44号、建設省住指発第
90号、建設省住街発第30
号、消防予第39号）によ
り、消防法第７条による同
意の基準が示されており、
これに基づき運用されてい
るところ。

Ｄ－１

Ｄ－１：現行の規定により対応可能
根拠法令等として掲げられている「道路の上空に設ける通路の取扱等
について」（平成８年３月19日　警察庁丁規発第32号、建設省道政発第
44号、建設省住指発第90号、建設省住街発第30号、消防予第39号）に
おいては、安全性の確保に十分に留意しつつ弾力的運用を図ることと
されており、現行の規定の中でも十分に対応可能である。

貴省の回答では、
現行で対応可能と
あるが、本提案にあ
る道路上空通路は
設置できるのか、回
答されたい。
また、提案の円滑な
実施が図られるよう
消防上の基準の明
確化を図られたい。

　設置の可否については、前回回答のとおり「通路の上空に設ける通
路の取扱等について」（平成8年3月19日警察庁丁規発第32号、建設省
道政発第44号、建設省住指発第90号、建設省住街発第30号、消防予
第39号）により、「許可基準の一部を変更して実施し、又はその一部の
適用を除外することが可能」な旨が示され、弾力的な運用が図られてい
るところであり、現地の消防本部等関係機関が協議の上で設置の可否
を判断しているところである。
　そのため、当該上空通路の設置の可否については、所轄消防本部へ
確認されたい。

3056010

 三洋
電機
株式
会社、
大阪
府

 サン
プラッ
ツ大日
『生活
サービ
ス特
区』

道路上空
通路の設
置基準の
緩和

  道路上空に設ける通路の設
置基準を緩和することにより、
地上の自動車交通の緩和と安
全な歩行者環境の確保のため
の道路上空における立体的な
歩車分離を可能にする。さら
に、バリアフリー化を進め、ゆと
りを持った幅員を確保すること
で高齢者やベビーカー利用者
へも施設の快適な利用を促進
する。また、道路により分断さ
れた敷地へ利用客を自然に誘
導し、都市の活性化が促進さ
れるような施設とする。
  また、大規模商業施設は不
特定多数の利用が予想され、
より災害弱者が避難しやすい
ように、道路上空に設ける通路
の設置基準を緩和し、建物相
互間を連絡させることで、水平
避難を可能にし、日常動線を
利用した安全な避難を実現す
る。

  公道をはさんで建つ商業
施設間を道路上空で各階
３層の通路で接続する。通
路の幅はそれぞれ３階で１
８m、４・５階では６ｍとす
る。この道路上空の立体利
用により、１階では歩車の
動線を分離し、安全で快適
な移動空間を提供する。
  また、上階においては利
用者の利便性･快適性の
向上をはかり、道路により
分断された街区間の活性
化を促し、災害弱者の災害
発生時における別棟への
避難・移動を容易にし、バ
イパスの役割を果たすこと
により、非常時の安全性の
増大を図る。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

040870

アー
ケード内
におい
てミニSL
を運行
するた
めの規
制緩和

消防法第１７
条第１項
消防法施行
令別表第一

延長５０ｍ以上のアーケー
ドについては、消防法施行
令別表第一（十八）項に分
類される防火対象物とし
て、消防用設備等の設置
の義務が生じるが、消防法
令において既設アーケード
内のミニＳＬの運行に関す
る規制は行っていない。

Ｅ

Ｅ：事実誤認
延長５０ｍ以上のアーケードについては、消防法施行令別表第一（十
八）項に分類される防火対象物として、消防用設備等の設置の義務が
生じるが、消防法令において既設アーケード内のミニＳＬの運行に関す
る規制は行っていない。

3119010

今治
商店
街協
同組
合

ミニＳ
Ｌの走
る街

アーケー
ド内にお
いてミニ
SLを運行
するため
の規制緩
和

中心商店街の活性化を目
的として、全蓋アーケード
内においてミニSLを運行さ
せるための各法令規制の
緩和

カラー舗装及びアーケード
を有し、自動車の通行を規
制している商店街である
が、活性化の起爆剤とし
て、土曜・日曜にミニSLを
無料運行し集客力をつけ
る。

040880

自衛防
災組織
の設置
の特例

石油コンビ
ナート等災害
防止法施行
令第8条、9
条、10条、11
条、12条

特定事業者に、特定事業
所ごとにタンクの保有状況
等に応じて防災資機材（３
点セット、甲種普通化学消
防自動車等）の配備を義務
付けている。

Ｃ ー

　消防法に基づく個々のタンクの消火設備に加え、石油コンビナート等
災害防止法では、特定事業者に対して、３点セット等の資機材を別途義
務付け、双方の消火能力を総合することにより、必要な消火効果を確
保しているため消防車両の免除は不可能である。
　また、特別防災区域を管轄する公設消防については、「消防力の基
準」により消防力を整備することとなっており、自衛防災組織と公設消
防の消防力をもって災害対応することとされているため、消防力は半減
し必要な災害対応ができない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

火災等に対して消防能力上不足するのは、一般的には消防車両ではなく、
薬剤であると考える。固定設備の消火能力を合わせれば、効果は十分あ
り、消防力は減少するとは考えられない。防火用水、薬剤を充実させた方
が効果はあると考えており、再検討をお願いしたい。

　防火用水、消火薬剤を充実したとしても、消防車両の配置は必要であ
るため、免除は認められない。

2005040

名古
屋港
管理
組合

名古
屋港
産業
ハブ特
区

自衛防災
組織の設
置の特例

当該事業所より２km以内
に公設消防署又は支所が
ある場合には、消防車の
所有を免除する。

近年公設消防は強化されてお
り、公設消防が近い場合は社
内消防隊と公設消防隊の現場
への到着時間は変わらないほ
どになっている。
一方、事業所での火災等が発
生した場合、事業所は即１１９
番通報するとともに、優先的に
備え付けの泡消火設備にて消
火にあたるため、公設消防の
みが消防車を所持することで
十分災害への対応は果たすこ
とが出来ると考える。
消防車の所有は、民間企業に
とって人件費や車両維持費等
の費用がかなりの負担となって
いるため、事業所の直近に公
設消防署が立地している場合
は、所有の免除を要望する。

040890

石油コ
ンビ
ナート等
の施設
の新設・
変更に
係る届
出先の
都道府
県への
移管

石油コンビ
ナート等災害
防止法第5
条、７条
石油コンビ
ナート等特別
防災区域に
おける新設
等事業所の
施設地区の
配置等に関
する省令第5
条

新設等の届出をしようとす
るものは、総務大臣及び経
済産業大臣にそれぞ届出
書を提出しなければならな
い。

Ｄ－
３

Ⅲ

　現在でも、消防庁と経済産業省が同時に申請受付を行い、申請者の
便宜を図っている。
　なお、窓口の一元化については、「電子政府構築計画の策定に向け
て（平成15年３月31日各府省情報化統括責任者連絡会議決定）に基づ
き、総務省で一本化するよう予定している。
　また、総務省の様式と経済産業省の様式は同一である。

窓口一元化の実施
時期を明らかにされ
たい。

平成15年度末までに措置の予定。 2005060

名古
屋港
管理
組合

名古
屋港
産業
ハブ特
区

石油コン
ビナート
等の施設
の新設・
変更に係
る届出先
の都道府
県への移
管

総務省、経済産業省、厚生
労働省、への石油コンビ
ナート等災害防止法にお
ける届出の窓口の一本化

石油コンビナート等災害防
止法及び石油コンビナート
等特別防災区域における
新設事業所等の施設地区
の配置等に関する省令（レ
イアウト省令）により、事業
所の新設・変更の届出先
が総務省及び経済産業省
扱いとなっている事項につ
いて、総務省、経済産業省
はもとより、国土交通省等
の多岐に亘る審査を必要
としているため、申請図書
の提出先と部数が多く、事
業者の事務経費・負担が
大きい。
そこで、それら手続きに関
する事業者の負担を軽減
するため、窓口の一本化を
要望する。

040900

石油コ
ンビ
ナート等
災害防
止法上
の副防
災管理
者選任
の緩和

石油コンビ
ナート等災害
防止法第17
条

第一種事業者は副防災管
理者を選任しなければなら
ない。

Ｃ ー

副防災管理者は防災管理者が不在のときは自衛防災組織を統括する
責務を有し、また、防災管理者が行う自衛防災組織の統括について補
佐する立場にあり、防災隊（自衛消防隊）の長という職責だけでは、こう
した責務を果たすことができないことから認められない。

専任の防災隊が常
駐している事業所に
おいては、正または
副の防災管理者が
常駐している必要性
はないのではない
か。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

防災隊（自衛消防隊）の長が、副防災管理者の職務にも精通しており、副
防災管理者に選任しているものと遜色ないレベルを有している場合は、防
災隊（自衛消防隊）の長が副防災管理者を兼任できるよう再検討をお願い
したい。

　自衛防災組織の防災要員（防災隊）は、災害が発生した場合に直ち
に防災活動を行う者である。
　一方、副防災管理者は、災害の発生又は拡大の防止に関する業務、
また、防災管理者を補佐し、防災管理者が不在の時には、防災管理者
代わって自衛防災組織を統括する役割を担っており、管理的又は監督
的地位にある者が選任の要件となっている。
　このように、副防災管理者は、防災要員（防災隊）と異なる責務を有し
ていることから、防災隊が常駐しているとしても、副防災管理者は常駐
する必要がある。
　また、副防災管理者と防災要員の兼任についても、上記の理由から
認められない。

2005070

名古
屋港
管理
組合

名古
屋港
産業
ハブ特
区

石油コン
ビナート
等災害防
止法上の
副防災管
理者選任
の緩和

石油コンビナート内等で専
任の防災隊が昼夜勤務し
ている事業所では、副防災
管理者を選任しなくてもよ
いこととする。

企業は、事業の効率化・コ
スト削減を図るため、様々
な対策を講じている。一
方、石油コンビナート等災
害防止法における特定事
業者は、自衛防災組織を
設置することとなっている
が、その組織のあり方が、
効率化・コスト削減への足
かせとなっている。少しで
も、効率化を図るために、
専任の防災隊が昼夜勤務
している事業所において
は、副防災管理者の選任
を免除されたい。

040910

他の防
油堤配
管の通
過制限
撤廃

危険物の規
制に関する
規則第２２条
第２項第１１
号

防油堤に関する規制基準
については、防油堤内外
の災害の発生・拡大防止
の観点から、その危険性に
鑑み、最低限必要なもので
あり、防油堤内の危険物配
管通過を認めることはでき
ない。なお、昭和５１年の基
準改正時に、改正基準に
適合しない既存配管につ
いては経過措置が適用さ
れており（当該配管につい
て部分的改修を行う場合
にあっても経過措置の対
象。）、従前の例によるとさ
れている。

Ｃ

漏えいした危険物の回収や引火防止等の危険物排除作業について
は、危険物施設特有のものであり、これら作業を行うに際して、防油堤
内の危険物配管通過は根本的に支障がある。当該事案に代表される
ように、防油堤の基準については、防油堤内外の災害の発生・拡大防
止に鑑み、最低限必要なものであり、防油堤内の危険物配管通過を認
めることはできない。なお、昭和５１年の基準改正時に、改正基準に適
合しない既存配管については経過措置が適用されており（当該配管に
ついて部分的改修を行う場合にあっても経過措置の対象。）、従前の例
によるとされている。

2021010
茨城
県

鹿島
経済
特区

他の防油
堤配管の
通過制限
撤廃

タンク・敷設配管等の効率
的かつ最適な設備配置に
よる、工場用地の効率的
活用及び配管等建設コスト
の逓減を図るため、消防活
動の支障とならないよう
に，また，十分な安全性を
確保することを条件に，防
油堤内を他の防油堤の配
管が通過することを禁止し
た規制を緩和することを，
要望する。

防油堤内を他の防油堤配
管が通過することを規制す
る本規制は、昭和５１年法
改正により新たに設けられ
た。法改正前に建設された
事業所においては、法改
正前に敷設された通過配
管を更新しようとすると、か
かる配管を迂回等させる必
要があり、また現実的には
迂回させるためのスペース
がなくタンク自体を移設せ
ざるを得ず、非効率な設備
配置を余儀なくされる。か
かる規制が緩和できれば、
結果として用地の効率的
活用や新規プラントの立地
促進を図ることが可能とな
る。

19/22



総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

041000

コミュニ
ティ放送
の空中
線電力
の上限
基準の
緩和

放送用周波
数使用計画
（昭和６３年
郵政省告示
第６６１号）第
１総則　１０、
電波法関係
審査基準（平
成１３年総務
省訓令第６７
号）別紙２
無線局の目
的別審査基
準（第５条関
係）　第５　放
送関係４　超
短波放送局
（１）コミュニ
ティ放送　オ

空中線電力は、原則とし
て、２０Ｗ以下で必要最小
限のものとする。

Ｃ

コミュニティ放送（市区町村放送）は、一般の放送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着した
きめ細かな情報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放送局であり、その放送区域及び
空中線電力を目的に必要な範囲内に限定する代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、
比較審査等の手続を経ることなく、簡易かつ迅速な手続（先願主義）で開局を可能としているもの。ま
た、現在の空中線電力の上限は、現行の放送区域を前提として周辺地域における既存の放送局等と
の混信可能性も考慮して設定されているもの。
　したがって、提案のように市区町村放送の放送区域及び空中線電力の制限を緩和することは、市区
町村放送の制度趣旨を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせるものであって不
適当である。加えて、
① 提案のような広域において放送を行おうとする場合、一般に相当の増力が必要となり、周辺地域に
おける既存の放送局等と混信を生じる可能性が高まること
② 放送用周波数は現時点でも極めてひっ迫しており、このような広域放送用に新たに一定の周波数帯
域を確保することも困難であること
③ 仮に混信を生じない場合であっても、地域における放送市場は現実には限りがあることから、周辺
地域における今後の市区町村放送の開設を事実上困難にし、むしろ市区町村放送の普及に支障を生
じることとなること
④ 県域の放送事業者は放送区域内におけるあまねく普及義務に従い過疎地域等も含めた放送を行っ
ているが、市区町村放送の大幅な広域化を認めた場合、当該地域における県域放送の普及に影響を
与え、過疎地域等における放送の普及を困難にすることとなること。また、生活圏である市区町村の範
囲を超えることにより、市区町村放送の制度趣旨である地域に密着したきめ細かな情報提供に逆行す
ることとなること
⑤ 競願処理、比較審査という通常の放送局に要求される手続を踏まずに、広域の放送局の開設を事
実上可能としてしまうこと
などの問題を生じさせるものであり、特区という限られた地域であっても実施することは不適当である。
（なお、提案の目的が現行放送区域内のカバー率の向上にあるのであれば、増力によらなくとも中継局
の設置等により技術的に対応することが可能と考えられる。）

混信の有無、既存
放送局の状況、地
理的条件、周辺の
他市町村の状況を
勘案し、統一的な基
準によらずに個別に
判断することはでき
るのではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

①周辺町村にコミュニティ放送局等はなく今後も開局予定がないとしている
状況の中、周辺地域の既存の放送局等との混信や今後の市区町村放送
の開設を困難にするとの見解は提案に対する回答になっていない。仮に将
来、近隣町村での開局があった場合は当局の放送エリアは縮小したい。②
当地域でＦＭ放送を受信できる局が限られているにもかかわらず周波数が
逼迫しているとする理由が明らかではない。③北海道における県域放送と
同等の放送エリアを希望するものではなく、県域放送の普及を妨げたり、
緩和されている規律を適用させる根拠を損なうものではないと考えている。
④この提案を全国に適用させることの難しさは理解できるが、当地域のよ
うな地理的特性を持つ地域に限っての特区として提案している中、全国一
律的な回答に留まっている理由が理解できない。⑤広大な行政面積や当
地域における放送局の開局状況等を十分考慮され、地域特性に応じた規
制緩和をご検討願いたい。

再検討要請の趣旨はコミュニティ放送（市区町村放送）の空中線電力の上限基準及び放送区域制限の
緩和を改めて求めるものと考えられるが、

①　市区町村放送は、従来の県域放送と異なり、放送区域及び空中線電力を目的に必要な範囲内に
限定する代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく簡
易かつ迅速な手続き（先願主義）で開局を可能とするとともに、あまねく普及義務も負わない等の特徴
を有しており、提案のように放送区域及び空中線電力の制限を緩和し、周辺地域においても広く聴取可
能となれば、県域放送より緩和された規律を適用する根拠を失わせるものとなること。

②　混信の可能性については放送局の諸元が明らかにされなければ具体的に判断することは困難で
あるが、混信のおそれは放送局以外の他の無線局との間においても生じるものであり、稚内地域にお
いて他に市区町村放送がないからといって混信の恐れがないとは断言できないものであること。

③　周辺地域における市区町村放送の開局予定については具体的に承知していないが、全国的には
市区町村放送局の新設を希望するニーズは多数存在しており、稚内地域においても将来にわたって開
局の予定がないとはいえないところ、特定の市区町村放送が広域化し、周辺地域においても聴取可能
となった場合、周辺地域における今後の市区町村放送の開設が事実上困難となり、かえって市区町村
放送の普及に支障を生じること。

④　県域放送についても将来は稚内地域における放送実施の計画はあると承知して　いるところである
が、市区町村放送の大幅な広域化を認めた場合、県域放送の経営　基盤に影響を与え、過疎地域等
における普及継続にも重大な支障が生じること。
　　また、市区町村の範囲を大きく超えることにより、市区町村放送の制度趣旨である地域に密着したき
め細かな情報提供に逆行すること。

などの問題が生じるものであり、特区という限られた地域であっても実施することは　不適当である。

なお、提案の目的が現行放送区域内のカバー率の向上にあるのであれば、増力によらなくともアンテナ
型式の見直しや中継局の設置等により技術的に対応することが可能と考えられる。

3003010

株式
会社
エフエ
ムわっ
かない

宗谷コ
ミュニ
ティ放
送特
区

コミュニ
ティ放送
の空中線
電力の上
限基準の
緩和

コミュニティ放送の空中線
電力（出力）は全国一律20
ワット以下と規制されてい
る。同規制の緩和により、
地域特性にあった出力に
よる放送を認めて頂きた
い。

当市の行政面積は760.80k㎡
で、また、1市9町村で構成され
る宗谷管内の総面積は
4,050.62k㎡に及ぶなど広大な
面積を有する地域である。広
大であるがゆえに地域づくりに
あたり地域情報の共有化が重
要となっている。当コミュニティ
放送では地域に密着した情報
の提供による地域づくりに努め
ているが、放送エリアが市内を
網羅していない。コミュニティ放
送の空中線電力の上限基準や
放送区域制限の緩和により、
当市全域のカバーとともに生
活圏や経済圏を共にする周辺
町村への放送エリア拡大を進
め、広域的で多様な地域情報
を受発信し、地域づくりに貢献
するものである。

041010

コミュニ
ティ放送
の放送
区域制
限の緩
和

放送法施行規
則（昭和２５年
電波監理委員
会規則第１０
号）別表　注１
４、放送普及基
本計画（昭和６
３年郵政省告
示第６６０号）第
１　1　（１）
（ウ）、電波法
関係審査基準
（平成１３年総
務省訓令第６７
号）別紙２　無
線局の目的別
審査基準（第５
条関係）　第５
放送関係４　超
短波放送局
（１）コミュニティ
放送　ア

コミュニティ放送の放送区
域は一の市町村（政令指
定都市にあっては区）の区
域とする。

Ｃ

コミュニティ放送（市区町村放送）は、一般の放送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着した
きめ細かな情報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放送局であり、その放送区域及び
空中線電力を目的に必要な範囲内に限定する代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、
比較審査等の手続を経ることなく、簡易かつ迅速な手続（先願主義）で開局を可能としているもの。ま
た、現在の空中線電力の上限は、現行の放送区域を前提として周辺地域における既存の放送局等と
の混信可能性も考慮して設定されているもの。
　したがって、提案のように市区町村放送の放送区域及び空中線電力の制限を緩和することは、市区
町村放送の制度趣旨を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせるものであって不
適当である。加えて、
① 提案のような広域において放送を行おうとする場合、一般に相当の増力が必要となり、周辺地域に
おける既存の放送局等と混信を生じる可能性が高まること
② 放送用周波数は現時点でも極めてひっ迫しており、このような広域放送用に新たに一定の周波数帯
域を確保することも困難であること
③ 仮に混信を生じない場合であっても、地域における放送市場は現実には限りがあることから、周辺
地域における今後の市区町村放送の開設を事実上困難にし、むしろ市区町村放送の普及に支障を生
じることとなること
④ 県域の放送事業者は放送区域内におけるあまねく普及義務に従い過疎地域等も含めた放送を行っ
ているが、市区町村放送の大幅な広域化を認めた場合、当該地域における県域放送の普及に影響を
与え、過疎地域等における放送の普及を困難にすることとなること。また、生活圏である市区町村の範
囲を超えることにより、市区町村放送の制度趣旨である地域に密着したきめ細かな情報提供に逆行す
ることとなること
⑤ 競願処理、比較審査という通常の放送局に要求される手続を踏まずに、広域の放送局の開設を事
実上可能としてしまうこと
などの問題を生じさせるものであり、特区という限られた地域であっても実施することは不適当である。
（なお、提案の目的が現行放送区域内のカバー率の向上にあるのであれば、増力によらなくとも中継局
の設置等により技術的に対応することが可能と考えられる。）

混信の有無、既存
放送局の状況、地
理的条件、周辺の
他市町村の状況を
勘案し、統一的な基
準によらずに個別に
判断することはでき
るのではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

①周辺町村にコミュニティ放送局等はなく今後も開局予定がないとしている
状況の中、周辺地域の既存の放送局等との混信や今後の市区町村放送
の開設を困難にするとの見解は提案に対する回答になっていない。仮に将
来、近隣町村での開局があった場合は当局の放送エリアは縮小したい。②
当地域でＦＭ放送を受信できる局が限られているにもかかわらず周波数が
逼迫しているとする理由が明らかではない。③北海道における県域放送と
同等の放送エリアを希望するものではなく、県域放送の普及を妨げたり、
緩和されている規律を適用させる根拠を損なうものではないと考えている。
④この提案を全国に適用させることの難しさは理解できるが、当地域のよ
うな地理的特性を持つ地域に限っての特区として提案している中、全国一
律的な回答に留まっている理由が理解できない。⑤広大な行政面積や当
地域における放送局の開局状況等を十分考慮され、地域特性に応じた規
制緩和をご検討願いたい。

再検討要請の趣旨はコミュニティ放送（市区町村放送）の空中線電力の上限基準及び放送区域制限の
緩和を改めて求めるものと考えられるが、

①　市区町村放送は、従来の県域放送と異なり、放送区域及び空中線電力を目的に必要な範囲内に
限定する代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく簡
易かつ迅速な手続き（先願主義）で開局を可能とするとともに、あまねく普及義務も負わない等の特徴
を有しており、提案のように放送区域及び空中線電力の制限を緩和し、周辺地域においても広く聴取可
能となれば、県域放送より緩和された規律を適用する根拠を失わせるものとなること。

②　混信の可能性については放送局の諸元が明らかにされなければ具体的に判断することは困難で
あるが、混信のおそれは放送局以外の他の無線局との間においても生じるものであり、稚内地域にお
いて他に市区町村放送がないからといって混信の恐れがないとは断言できないものであること。

③　周辺地域における市区町村放送の開局予定については具体的に承知していないが、全国的には
市区町村放送局の新設を希望するニーズは多数存在しており、稚内地域においても将来にわたって開
局の予定がないとはいえないところ、特定の市区町村放送が広域化し、周辺地域においても聴取可能
となった場合、周辺地域における今後の市区町村放送の開設が事実上困難となり、かえって市区町村
放送の普及に支障を生じること。

④　県域放送についても将来は稚内地域における放送実施の計画はあると承知して　いるところである
が、市区町村放送の大幅な広域化を認めた場合、県域放送の経営　基盤に影響を与え、過疎地域等
における普及継続にも重大な支障が生じること。
　　また、市区町村の範囲を大きく超えることにより、市区町村放送の制度趣旨である地域に密着したき
め細かな情報提供に逆行すること。

などの問題が生じるものであり、特区という限られた地域であっても実施することは　不適当である。

なお、提案の目的が現行放送区域内のカバー率の向上にあるのであれば、増力によらなくともアンテナ
型式の見直しや中継局の設置等により技術的に対応することが可能と考えられる。
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コミュニ
ティ放送
の放送区
域制限の
緩和

コミュニティ放送の放送区
域は一の市町村の一部と
規制されている。同規制の
緩和により地域特性に応じ
て、当該地域全域及び一
部周辺町村への放送区域
の拡大を認めて頂きたい。

当市の行政面積は760.80k㎡
で、また、1市9町村で構成され
る宗谷管内の総面積は
4,050.62k㎡に及ぶなど広大な
面積を有する地域である。広
大であるがゆえに地域づくりに
あたり地域情報の共有化が重
要となっている。当コミュニティ
放送では地域に密着した情報
の提供による地域づくりに努め
ているが、放送エリアが市内を
網羅していない。コミュニティ放
送の空中線電力の上限基準や
放送区域制限の緩和により、
当市全域のカバーとともに生
活圏や経済圏を共にする周辺
町村への放送エリア拡大を進
め、広域的で多様な地域情報
を受発信し、地域づくりに貢献
するものである。

041010

コミュニ
ティ放送
の放送
区域制
限の緩
和

放送法施行規
則（昭和２５年
電波監理委員
会規則第１０
号）別表　注１
４、放送普及基
本計画（昭和６
３年郵政省告
示第６６０号）第
１　1　（１）
（ウ）、電波法
関係審査基準
（平成１３年総
務省訓令第６７
号）別紙２　無
線局の目的別
審査基準（第５
条関係）　第５
放送関係４　超
短波放送局
（１）コミュニティ
放送　ア

コミュニティ放送の放送区
域は一の市町村（政令指
定都市にあっては区）の区
域とする。

Ｃ

コミュニティ放送（市区町村放送）は、一般の放送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着した
きめ細かな情報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放送局であり、その放送区域及び
空中線電力を目的に必要な範囲内に限定する代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、
比較審査等の手続を経ることなく、簡易かつ迅速な手続（先願主義）で開局を可能としているもの。
　したがって、提案のように市区町村放送の放送区域の制限を緩和することは、市区町村放送の制度
趣旨を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせるものであって不適当である。加え
て、
①　提案のような広域において放送を行おうとする場合、混信の対象となり得る無線局の数が増加する
ことから、周辺地域における既存の放送局等と混信を生じる可能性が高まること
②　放送用周波数は現時点でも極めてひっ迫しており、このような広域放送用に新たに一定の周波数
帯域を確保することも困難であること
③　仮に混信を生じない場合であっても、地域における放送市場は現実には限りがあることから、周辺
地域における今後の市区町村放送の開設を事実上困難にし、むしろ市区町村放送の普及に支障を生
じることとなること
④　県域の放送事業者は放送区域内におけるあまねく普及義務に従い過疎地域等も含めた放送を
行っているが、市区町村放送の大幅な広域化を認めた場合、県域放送の経営基盤を侵食し、過疎地域
等における放送の普及を困難にすることとなること。また、生活圏である市区町村の範囲を超えること
により、市区町村放送の制度趣旨である地域に密着したきめ細かな情報提供に逆行することとなること
⑤　競願処理、比較審査という通常の放送局に要求される手続を踏まずに、広域の放送局の開設を事
実上可能としてしまうこと
などの問題を生じさせるものであり、特区という限られた地域であっても実施することは不適当である。
なお、政令指定都市において市区町村放送の放送区域を区単位としているのは、政令指定都市におい
ては周波数が特にひっ迫していることに加え、面積が広大であり、人口も多く、小規模な県を上回るよう
な経済規模を有することから、地域に密着したきめ細かな情報の提供を促進するという市区町村放送
の制度趣旨に最も合致する放送区域は区を単位とすべきと考えられることによるものであり、特区とい
う限られた地域であってもこの特例を認めることは適当でないものと考えられる。

混信の有無、既存
放送局の状況、地
理的条件、周辺の
他市町村の状況を
勘案し、統一的な基
準によらずに個別に
判断することはでき
るのではないか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

本提案は、政令指定都市であっても他の市町村同様、自治体単位の放送範囲を確保してほしいという趣旨
であり、措置の概要（対応策）の前段にある「コミュニティ放送は簡易な手続きで開局できるから、政令市の
放送範囲を市域に拡大すれば制度の趣旨を逸脱する」という論法は合理性に欠くと思われる。「加えて」以
下については、①、②の「既存局と混信が生じる、現時点でも周波数が逼迫している」という指摘は審査段階
で判断されるべきものであり、法令等による規制にはなじまないと考える。③は、「地域の放送市場に限りが
あることから、周辺地域における今後の開局を事実上困難にし、コミュニティ放送の普及に支障が生じる」と
いう指摘は一見、普及を目的としているが、北九州市の経済力では、市域を放送範囲にしないとコミュニティ
放送が成り立たなず、逆に普及を阻害しているという地域の現実に即していない。また、ここでいう「周辺地
域」とは何を指すのか明らかでない。④「県域の放送事業者の経営基盤を圧迫する」という指摘は、規制を
緩和し、競争を促す中で、地域経済の活性化を図るという構造改革特区制度の趣旨と矛盾していると思わ
れる。また、「生活圏である市区町村の範囲を超えることが地域に密着した情報提供に逆行する」という指摘
は、政令市であっても市民の生活圏（通勤、通学、買い物、レジャー等）が区を超え、市域全般に及んでいる
実態に明らかに反している。本提案は、「政令市といえど、市民生活の範囲は市域である」という実態に即し
てほしいという現実から願い出たものであり、それではじめて有益な情報を発信し得ると考える。特に、区に
限定された防災情報は全く役立たないと断言できる。⑤「簡易な手続きで広域の放送局の開設を可能にして
しまう」という指摘は、簡易な手続きで県域局をつくれるようにしてほしいと要望しているわけではない。あくま
でも、市民にとって有益な市域情報を発信したいということである。「なお」以下については、「政令市の周波
数が逼迫している」については地域の実態に応じて審査段階で判断すべきことと思われる。「面積が広大」に
ついては、北九州市より面積の大きい福島市、いわき市、岡山市、静岡市などで市域をエリアとしたコミュニ
ティ局が存在している。「人口も多く」については、区をエリアとする理由にならない。「政令市は小規模な県
を上回る経済規模を有するから、地域に密着した放送区域は区を単位とすべき」という判断は、規制のため
の規制と思われ、地域の実態に即した判断を求めたい。福岡県の県域局は、福岡市という県庁
所在地の存在で、福岡市中心の放送内容である。北九州市民は地域密着情報、
しかも生活に有益な市域情報を心から欲しており、その期待に応えたい。

また、自治体合併により、政令指定都市
に移行する場合、既存のコミュニティ局
の放送エリアを市から区に縮小していく
考えなのか明らかにされたい。（例：シ
ティエフエム静岡）

再検討要請の趣旨は政令指定都市におけるコミュニティ放送（市区町村放送）の放送区域制限
の緩和を改めて求めるものと考えられるが、

①　市区町村放送は、従来の県域放送と異なり、放送区域及び空中線電力を目的に必要な範
囲内に限定する代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続き
を経ることなく簡易かつ迅速な手続き（先願主義）で開局を可能とするとともに、あまねく普及義
務も負わない等の特徴を有しており、提案のように放送区域及び空中線電力の制限を緩和し、
周辺地域においても広く聴取可能となれば、県域　放送より緩和された規律を適用する根拠を
失わせるものとなること。

②　混信の可能性については放送局の諸元が明らかにされなければ具体的に判断することは
困難であるが、提案の地域においては放送用周波数が現時点においても極めてひっ迫してお
り、また、放送用に新たに一定の周波数を確保することも困難であること。

③　現に提案の地域における市区町村放送の開局を希望するニーズは存在しており、　今後の
開局についても予定がないとはいえないところ、特定の市区町村放送が広域化し、提案の地域
においても聴取可能となった場合、周辺地域における今後の市区町村放送の普及に支障を生
じるものとなること。

④　市区町村放送の大幅な広域化を認めた場合、人口集中地域をクリームスキミング　するこ
とが可能となり、既存の県域放送の経営基盤が侵食され、災害時等における　ライフラインであ
る放送の過疎地域等における普及継続にも重大な支障が生じる　こと。
　　また、市区町村の範囲を大きく超えることにより、市区町村放送の制度趣旨である地域に密
着したきめ細かな情報提供に逆行すること。

などの問題が生じるものであり、特区という限られた地域であっても実施することは不適当であ
る。
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政令指定
都市にお
けるコミュ
ニティ放
送の放送
区域制限
の緩和

政令指定都市におけるコ
ミュニティ放送の放送区域
は、「区の一部」と制限され
ている。同規制を廃止し、
他の市同様、「市の一部」
を放送区域とする特例。

北九州市において、コミュ
ニティ放送局を開局するに
あたり、区を単位とするの
ではなく、市民全体にサー
ビスを提供することで、市
域全体のコミュニティの形
成、経済活性化が図れる。
また、エリア拡大により、ス
ポンサー企業や自治体の
協力も得やすく、安定した
経営が可能となる。
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災害
時、一
般市民
への警
報と、救
援活動
の周知
のため
の既存
放送局
の周波
数と重
なる緊
急放送
（無線放
送）の容
認

電波法第４
条、放送法第
６条の２

放送局を開設する者は、総
務大臣の免許を受けなけ
ればならない。放送事業者
は、災害が発生し又は発
生するおそれがある場合
には、その発生を予防し、
又はその被害を軽減する
ために役立つ放送をするよ
うにしなければならない。

C

１　提案の放送局（以下「当該放送局」という。）が既存放送局と同一の周波数（チャンネル）で放
送すれば、既存放送局の放送波に混信を及ぼし、放送が視聴できない地域(当該放送局の限
定放送のみ視聴可能な地域と、既存放送局と当該放送局のどちらの放送も視聴できない地域)
が広範囲に渡って発生。
２　放送局は、放送法上、災害発生時は、その被害の軽減等に役立つ放送の実施義務が課せ
られており、また、災害対策基本法及びこれに基づく防災計画上も、災害関係情報・警報の伝
達機関として重要な役割を課せられている。提案の放送局を導入した場合、混信の発生により
通常の放送が視聴できないところでは、放送を通じての災害情報の入手が不可能となる。
３　放送局については、災害が発生した場合に、簡易な手続きにより、臨時に、地方公共団体等
に対し臨時災害放送局を開設する制度が現行制度において既に整備済みである。
（参考）臨時災害放送局の開設状況
平成12年有珠山臨時災害対策用FM放送局の開設(免許人:虻田町)、平成7年阪神淡路大震災
対策用FM放送局の開設(免許人:兵庫県

４　災害関係情報、警報等の地域住民への伝達手段としては、地域防災計画等に対応し、放送
局以外にも、自治体が開設する防災行政無線（同報系等）、自動車向けには道路管理者が設
置する路側通信などの手段がある。
　以上の理由から、提案のような制度を導入することはできない。
　なお、根拠法令の欄に、電波法第５２条（目的外使用の禁止等）、５３条、５４条の各条項が記
載されているが、ご提案の内容が、新たに緊急放送用の放送局を新設するというものである以
上、免許の当初の段階から、目的を達成する上で必要な事項は指定されることになるので、こ
れらの条項が支障になることはないことから、事実誤認である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

以下の諸理由により、裁定の再検討を願いたい。 1. 提案の多重チャンネル放送局（当該放送局）は基本的
にその地域で聴取できるすべての放送チャンネルで同時放送を行うがその出力は、各周波数あたり、その
地点での各既存放送局電波電界よりもわずかに強い電界を発生するよう調整できる。従って広い地域を混
乱させることはない。当該放送局では1局につき使用アンテナは、AM、FM各1本づつであり、非常時、緊急時
に2種類の多重チャンネル同時放送をおこなう。同一周波数で異なる内容の音声放送がおこなわれた場合、
AMであれば各局の強さに応じた放送が聞き分けられ、FM（TVの音声部を含む）の場合はその地点で強い
ほうが卓越する。従って、雑音で何も識別できないという事態は生じない。FMの場合境界域では瞬間的に電
界の相対強さが変わり、放送が跳ぶことはありうるが、極く限られた地域である。広範囲をカバーする為には
複数のミニ局でネットワークを作ることになる。 2. 非常時の警報は、特別のチャンネルで行うことや既存の
放送局に依頼することは当然かんがえられ、現在でもその方式であれば法的に可能であることは承知して
いる。しかし、それでは本当に緊急の場合、例えば大地震のような寸秒を争うような場合には役に立たない。
又、既存の放送局はその出力が大きいため広範囲に警報が飛び、不都合が生ずる可能性が高い。当該放
送局であれば、1局のカバーする範囲は限られているので（数百-数千メートル）、無関係な地域に無用な警
報を出さないですむ。 3. 又、本方式によれば、全チャンネルで警報を送れるため一般市民は通常視聴して
いるチャンネルで警報を聞ける。従って必要範囲への速やかな伝達が可能となる。必要なら、災害特別放送
局を聞くよう案内をし、詳しい情報はそちらから流すことも可能である。本方式は、あくまでも自治体当局、消
防署、警察等、市民の安全に責任を持つ公共機関が、自身の多チャンネル放送設備を持ち、あらかじめ規
定されたガイドラインに従って、その責任範囲のみに緊急非常警報を発しようというものである。 4. 現在の警
報システムで大きな欠点は2点有り、先ず、対象聴取者への自動的なアクセスがない。本方式では、ラジオ、
テレビを聴いている人々に警報がそのまま届くのに対し、災害があるかどうか知らない人々がわざわざ特定
の警報チャンネルを聴くことは通常考えられない。又、災害時の臨時災害放送局は、フォローアップには役
立つが、第一報には間に合わず、災害があったことを知った後での警報は遅すぎる場合が
多い（地震、津波、噴火、他国からのテロ、侵略行為）。

また、全既存放送局に緊急放送を要請
し、実行する現システムは、時間が掛か
り過ぎ、間に合わないおそれが大きい。
5. 自治体等による新規放送局免許の申
請にあたり、既存局全チャンネルでの放
送を可能とすること、同一内容の放送に
つきミニ放送局を複数個設置すること、
各ミニ局では、内容は同じでも、各チャン
ネルの出力が違うこと、が現在規制の対
象になると拝察される。

　　　以下の理由から、認めることは困難である。

１　意見では、提案の放送局でカバーするエリア内で既存放送局よりわずかに強い電界を発生
させるとあるが、提案の放送範囲を確保するためには、ある程度の送信出力が必要になり、既
存放送局と提案の放送局の混信によりどちらも受信できない地域が当該放送範囲の数倍の半
径の範囲で発生し得る。
また、混信の状況は、受信側のアンテナ指向性という送信側において予測できない要因により
大きく変わる。従って、提案のように送信側で既存放送局電波電界よりもわずかに強い電界を
発生するよう調整することによっては混信の解消はできない。
なお、混信の態様は以下のとおりである。
(1)ＡＭの場合、両局の音声が聞こえることとなるが、電界の強さに大きな差がない限り受信者
には放送内容の理解が困難である。
(2)ＦＭの場合、電界の強い局の方が弱い局より卓越する傾向はあるが、両局の音声の両方が
聞こえたり、瞬時的に片方ずつ聞こえたり、両局とも音声が途切れたりし、放送内容の理解が
困難である。
２　災害時の放送の役割は先の回答で述べたとおりであり、その放送に対する住民の信頼が高
いことからも、災害時の情報提供手段として最優先で確保されるべきものである。
(1)ご提案にある限られた地域に対する災害情報の伝達手段については、代表的なものとして、
同報系の防災行政無線があり、現時点においても十分有効に機能している。
(2)また、放送による情報伝達では、緊急放送の要請に時間がかかりすぎ、災害情報の提供が
遅れるとの指摘をされているが、通常、地方自治体と放送事業者の間で事前に災害対策基本
法に基づき災害放送の実施要領を合意しており、災害が発生し、あるいは、警報等が発令され
た場合、合意に基づき、ただちに放送により情報伝達がなされるものと考えている。なお、予警
報については、災害対策基本法及びこれに基づく防災計画に基づき、権限と手続きが定められ
ており、提案のように現場レベルで発令されることは一般的でない。
(3)更に、放送事業者においても、例えば、地震速報の際、気象庁等からの要請に基づき、津波
警報の情報を併せて放送するなど独自の災害等情報の迅速な伝達にも努力されている。

3048010
(株）シ
コウ

非常・
災害
時の
緊急
通報シ
ステム
開発

災害時、
一般市民
への警報
と、救援
活動の周
知のため
の既存放
送局の周
波数と重
なる緊急
放送の容
認。

 既存認可放送局の周波数に
かぶせて非常時の警報を無線
で放送できるようにする。対象
は一般家庭および事務所等が
主であるが、車両も含まれる。
実行に当たっては無線局として
の認可を得る。具体的には、電
波法５２条では、目的外利用の
事由として「非常通信」が含ま
れるが、今回のケースも「非常
通信」に含まれるという規制の
特例事項の提案になると思わ
れる。あわせて、５３条、５４条
の適用除外は「遭難通信」にし
か認められていないがこれに
「非常通信」を加えることにな
る。現在の例外規定では、実
際の使用上障害が多い。　放
送法第３条「放送番組編集の
自由との関係で特例措置を講
じるという提案及び、６条の２で
災害に役立つ放送と書いてあ
るので、そこにこのケースを加
える。

市民の安全を確保する為
に一定の基準のもとに認
可周波数での警報放送を
みとめる。ＡＭ、ＦＭを問わ
ない。ハードウェアに関して
は、米国で第一段階の実
験に成功しており、今後、2
年以内に実用機器を完成
させる予定である。

041030

災害
時、一
般市民
への警
報と、救
援活動
の周知
のため
の既存
放送局
の周波
数と重
なる緊
急放送
（多重周
波数同
時放送）
の容認

電波法第４
条、放送法第
６条の２

放送局を開設する者は、総
務大臣の免許を受けなけ
ればならない。放送事業者
は、災害が発生し又は発
生するおそれがある場合
には、その発生を予防し、
又はその被害を軽減する
ために役立つ放送をするよ
うにしなければならない。

C C

１　提案の放送局（以下「当該放送局」という。）が既存放送局と同一の周波数（チャンネル）で放
送すれば、既存放送局の放送波に混信を及ぼし、放送が視聴できない地域(当該放送局の限
定放送のみ視聴可能な地域と、既存放送局と当該放送局のどちらの放送も視聴できない地域)
が広範囲に渡って発生。
２　放送局は、放送法上、災害発生時は、その被害の軽減等に役立つ放送の実施義務が課せ
られており、また、災害対策基本法及びこれに基づく防災計画上も、災害関係情報・警報の伝
達機関として重要な役割を課せられている。提案の放送局を導入した場合、混信の発生により
通常の放送が視聴できないところでは、放送を通じての災害情報の入手が不可能となる。
３　放送局については、災害が発生した場合に、簡易な手続きにより、臨時に、地方公共団体等
に対し臨時災害放送局を開設する制度が現行制度において既に整備済みである。
（参考）臨時災害放送局の開設状況
平成12年有珠山臨時災害対策用FM放送局の開設(免許人:虻田町)、平成7年阪神淡路大震災
対策用FM放送局の開設(免許人:兵庫県

４　災害関係情報、警報等の地域住民への伝達手段としては、地域防災計画等に対応し、放送
局以外にも、自治体が開設する防災行政無線（同報系等）、自動車向けには道路管理者が設
置する路側通信などの手段がある。
　以上の理由から、提案のような制度を導入することはできない。
　なお、根拠法令の欄に、電波法第５２条（目的外使用の禁止等）、５３条、５４条の各条項が記
載されているが、ご提案の内容が、新たに緊急放送用の放送局を新設するというものである以
上、免許の当初の段階から、目的を達成する上で必要な事項は指定されることになるので、こ
れらの条項が支障になることはないことから、事実誤認である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

以下の諸理由により、裁定の再検討を願いたい。 1. 提案の多重チャンネル放送局（当該放送局）
は基本的にその地域で聴取できるすべての放送チャンネルで同時放送を行うがその出力は、各周
波数あたり、その地点での各既存放送局電波電界よりもわずかに強い電界を発生するよう調整でき
る。従って広い地域を混乱させることはない。当該放送局では1局につき使用アンテナは、AM、FM各
1本づつであり、非常時、緊急時に2種類の多重チャンネル同時放送をおこなう。同一周波数で異な
る内容の音声放送がおこなわれた場合、AMであれば各局の強さに応じた放送が聞き分けられ、FM
（TVの音声部を含む）の場合はその地点で強いほうが卓越する。従って、雑音で何も識別できないと
いう事態は生じない。FMの場合境界域では瞬間的に電界の相対強さが変わり、放送が跳ぶことは
ありうるが、極く限られた地域である。広範囲をカバーする為には複数のミニ局でネットワークを作る
ことになる。 2. 非常時の警報は、特別のチャンネルで行うことや既存の放送局に依頼することは当
然かんがえられ、現在でもその方式であれば法的に可能であることは承知している。しかし、それで
は本当に緊急の場合、例えば大地震のような寸秒を争うような場合には役に立たない。又、既存の
放送局はその出力が大きいため広範囲に警報が飛び、不都合が生ずる可能性が高い。当該放送
局であれば、1局のカバーする範囲は限られているので（数百-数千メートル）、無関係な地域に無用
な警報を出さないですむ。 3. 又、本方式によれば、全チャンネルで警報を送れるため一般市民は
通常視聴しているチャンネルで警報を聞ける。従って必要範囲への速やかな伝達が可能となる。必
要なら、災害特別放送局を聞くよう案内をし、詳しい情報はそちらから流すことも可能である。本方式
は、あくまでも自治体当局、消防署、警察等、市民の安全に責任を持つ公共機関が、自身の多チャ
ンネル放送設備を持ち、あらかじめ規定されたガイドラインに従って、その責任範囲のみに緊急非常
警報を発しようというものである。 4. 現在の警報システムで大きな欠点は2点有り、先ず、対象聴取
者への自動的なアクセスがない。本方式では、ラジオ、テレビを聴いている人々に警報がそのまま
届くのに対し、災害があるかどうか知らない人々がわざわざ特定の警報チャンネルを聴くことは通常
考えられない。又、災害時の臨時災害放送局は、フォローアップには役立つが、第一報には間に合
わず、災害があったことを知った後での警報は遅すぎる場合が
多い（地震、津波、噴火、他国からのテロ、侵略行為）。

また、全既存放送局に緊急放送を要請
し、実行する現システムは、時間が掛か
り過ぎ、間に合わないおそれが大きい。
5. 自治体等による新規放送局免許の申
請にあたり、既存局全チャンネルでの放
送を可能とすること、同一内容の放送に
つきミニ放送局を複数個設置すること、
各ミニ局では、内容は同じでも、各チャン
ネルの出力が違うこと、が現在規制の対
象になると拝察される。

　　　以下の理由から、認めることは困難である。

１　意見では、提案の放送局でカバーするエリア内で既存放送局よりわずかに強い電界を発生
させるとあるが、提案の放送範囲を確保するためには、ある程度の送信出力が必要になり、既
存放送局と提案の放送局の混信によりどちらも受信できない地域が当該放送範囲の数倍の半
径の範囲で発生し得る。
また、混信の状況は、受信側のアンテナ指向性という送信側において予測できない要因により
大きく変わる。従って、提案のように送信側で既存放送局電波電界よりもわずかに強い電界を
発生するよう調整することによっては混信の解消はできない。
なお、混信の態様は以下のとおりである。
(1)ＡＭの場合、両局の音声が聞こえることとなるが、電界の強さに大きな差がない限り受信者
には放送内容の理解が困難である。
(2)ＦＭの場合、電界の強い局の方が弱い局より卓越する傾向はあるが、両局の音声の両方が
聞こえたり、瞬時的に片方ずつ聞こえたり、両局とも音声が途切れたりし、放送内容の理解が
困難である。
２　災害時の放送の役割は先の回答で述べたとおりであり、その放送に対する住民の信頼が高
いことからも、災害時の情報提供手段として最優先で確保されるべきものである。
(1)ご提案にある限られた地域に対する災害情報の伝達手段については、代表的なものとして、
同報系の防災行政無線があり、現時点においても十分有効に機能している。
(2)また、放送による情報伝達では、緊急放送の要請に時間がかかりすぎ、災害情報の提供が
遅れるとの指摘をされているが、通常、地方自治体と放送事業者の間で事前に災害対策基本
法に基づき災害放送の実施要領を合意しており、災害が発生し、あるいは、警報等が発令され
た場合、合意に基づき、ただちに放送により情報伝達がなされるものと考えている。なお、予警
報については、災害対策基本法及びこれに基づく防災計画に基づき、権限と手続きが定められ
ており、提案のように現場レベルで発令されることは一般的でない。
(3)更に、放送事業者においても、例えば、地震速報の際、気象庁等からの要請に基づき、津波
警報の情報を併せて放送するなど独自の災害等情報の迅速な伝達にも努力されている。

3048020
(株）シ
コウ

非常・
災害
時の
緊急
通報シ
ステム
開発

災害時、
一般市民
への警報
と、救援
活動の周
知のため
の既存放
送局の周
波数と重
なる緊急
多重放送
の容認。

既存認可放送局の周波数
にかぶせて非常時の警報
を多重周波数の同時放送
により一般家庭への情報
伝達を可能とする。対象は
一般家庭および事務所等
が主であるが、車両も含ま
れる。実行に当たっては無
線局としての認可を得る。

市民の安全を確保する為
に一定の基準のもとに認
可周波数での警報放送を
みとめる。この場合、当該
地域で使用されている複数
の周波数で放送する。ＡＭ
及びＦＭ双方に対処する。
ハードウェアに関しては、
米国で第一段階の実験に
成功しており、今後、2年以
内に実用機器を完成させ
る予定である。
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各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
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見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
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討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
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提案事項
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提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

041040

緊急自
動車の
接近と
交通規
制の徹
底を促
す車載
型多重
ミニ放送
局の容
認

電波法第４
条、放送法第
６条の２

放送局を開設する者は、総
務大臣の免許を受けなけ
ればならない。放送事業者
は、災害が発生し又は発
生するおそれがある場合
には、その発生を予防し、
又はその被害を軽減する
ために役立つ放送をするよ
うにしなければならない。

C

１　提案の放送局（以下「当該放送局」という。）が既存放送局と同一の周波数（チャンネル）で放
送すれば、既存放送局の放送波に混信を及ぼし、放送が視聴できない地域(当該放送局の限
定放送のみ視聴可能な地域と、既存放送局と当該放送局のどちらの放送も視聴できない地域)
が広範囲に渡って発生。
２　放送局は、放送法上、災害発生時は、その被害の軽減等に役立つ放送の実施義務が課せ
られており、また、災害対策基本法及びこれに基づく防災計画上も、災害関係情報・警報の伝
達機関として重要な役割を課せられている。提案の放送局を導入した場合、混信の発生により
通常の放送が視聴できないところでは、放送を通じての災害情報の入手が不可能となる。
３　放送局については、災害が発生した場合に、簡易な手続きにより、臨時に、地方公共団体等
に対し臨時災害放送局を開設する制度が現行制度において既に整備済みである。
（参考）臨時災害放送局の開設状況
平成12年有珠山臨時災害対策用FM放送局の開設(免許人:虻田町)、平成7年阪神淡路大震災
対策用FM放送局の開設(免許人:兵庫県

４　災害関係情報、警報等の地域住民への伝達手段としては、地域防災計画等に対応し、放送
局以外にも、自治体が開設する防災行政無線（同報系等）、自動車向けには道路管理者が設
置する路側通信などの手段がある。
　以上の理由から、提案のような制度を導入することはできない。
　なお、根拠法令の欄に、電波法第５２条（目的外使用の禁止等）、５３条、５４条の各条項が記
載されているが、ご提案の内容が、新たに緊急放送用の放送局を新設するというものである以
上、免許の当初の段階から、目的を達成する上で必要な事項は指定されることになるので、こ
れらの条項が支障になることはないことから、事実誤認である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

以下の諸理由により、裁定の再検討を願いたい。 1. 提案の多重チャンネル放送局（当該放送局）
は基本的にその地域で聴取できるすべての放送チャンネルで同時放送を行うがその出力は、各周
波数あたり、その地点での各既存放送局電波電界よりもわずかに強い電界を発生するよう調整でき
る。従って広い地域を混乱させることはない。当該放送局では1局につき使用アンテナは、AM、FM各
1本づつであり、非常時、緊急時に2種類の多重チャンネル同時放送をおこなう。同一周波数で異な
る内容の音声放送がおこなわれた場合、AMであれば各局の強さに応じた放送が聞き分けられ、FM
（TVの音声部を含む）の場合はその地点で強いほうが卓越する。従って、雑音で何も識別できないと
いう事態は生じない。FMの場合境界域では瞬間的に電界の相対強さが変わり、放送が跳ぶことは
ありうるが、極く限られた地域である。広範囲をカバーする為には複数のミニ局でネットワークを作る
ことになる。 2. 非常時の警報は、特別のチャンネルで行うことや既存の放送局に依頼することは
当然かんがえられ、現在でもその方式であれば法的に可能であることは承知している。しかし、それ
では本当に緊急の場合、例えば大地震のような寸秒を争うような場合には役に立たない。又、既存
の放送局はその出力が大きいため広範囲に警報が飛び、不都合が生ずる可能性が高い。当該放
送局であれば、1局のカバーする範囲は限られているので（数百-数千メートル）、無関係な地域に無
用な警報を出さないですむ。 3. 又、本方式によれば、全チャンネルで警報を送れるため一般市民
は通常視聴しているチャンネルで警報を聞ける。従って必要範囲への速やかな伝達が可能となる。
必要なら、災害特別放送局を聞くよう案内をし、詳しい情報はそちらから流すことも可能である。本方
式は、あくまでも自治体当局、消防署、警察等、市民の安全に責任を持つ公共機関が、自身の多
チャンネル放送設備を持ち、あらかじめ規定されたガイドラインに従って、その責任範囲のみに緊急
非常警報を発しようというものである。 4’. 通常運転者は、特殊な場合を除き、路側通信にチャンネ
ルを合わせてはいないし、また一般道路では、その設備も無い。緊急自動車の接近を知るには、ラ
ジオでの自動的な警報が最も有効である。またラジオを聞いていない運転者でも、他の車両が待避
等の行動に出れば状況を察することができる。現在のサイレン・灯火信号だけでは不十分である。
-その他に続く-

5’. 放送の対象が路上通行中の車両及
び事故、火事現場の住民に限られる為、
緊急自動車に設置されたミニ放送局は
それぞれ異なった内容を放送することに
なる。即ち、各緊急自動車は、独立した
移動放送局となり、多数の免許が必要と
なる。現在は免許を得ることは規制の対
象になると拝察される。

　　　以下の理由から、認めることは困難である。

１　意見では、提案の放送局でカバーするエリア内で既存放送局よりわずかに強い電界を発生
させるとあるが、提案の放送範囲を確保するためには、ある程度の送信出力が必要になり、既
存放送局と提案の放送局の混信によりどちらも受信できない地域が当該放送範囲の数倍の半
径の範囲で発生し得る。
また、混信の状況は、受信側のアンテナ指向性という送信側において予測できない要因により
大きく変わる。従って、提案のように送信側で既存放送局電波電界よりもわずかに強い電界を
発生するよう調整することによっては混信の解消はできない。
なお、混信の態様は以下のとおりである。
(1)ＡＭの場合、両局の音声が聞こえることとなるが、電界の強さに大きな差がない限り受信者
には放送内容の理解が困難である。
(2)ＦＭの場合、電界の強い局の方が弱い局より卓越する傾向はあるが、両局の音声の両方が
聞こえたり、瞬時的に片方ずつ聞こえたり、両局とも音声が途切れたりし、放送内容の理解が
困難である。
２　災害時の放送の役割は先の回答で述べたとおりであり、その放送に対する住民の信頼が高
いことからも、災害時の情報提供手段として最優先で確保されるべきものである。
(1)ご提案にある限られた地域に対する災害情報の伝達手段については、代表的なものとして、
同報系の防災行政無線があり、現時点においても十分有効に機能している。
(2)また、放送による情報伝達では、緊急放送の要請に時間がかかりすぎ、災害情報の提供が
遅れるとの指摘をされているが、通常、地方自治体と放送事業者の間で事前に災害対策基本
法に基づき災害放送の実施要領を合意しており、災害が発生し、あるいは、警報等が発令され
た場合、合意に基づき、ただちに放送により情報伝達がなされるものと考えている。なお、予警
報については、災害対策基本法及びこれに基づく防災計画に基づき、権限と手続きが定められ
ており、提案のように現場レベルで発令されることは一般的でない。
(3)更に、放送事業者においても、例えば、地震速報の際、気象庁等からの要請に基づき、津波
警報の情報を併せて放送するなど独自の災害等情報の迅速な伝達にも努力されている。

3048030
(株）シ
コウ

非常・
災害
時の
緊急
通報シ
ステム
開発

緊急自動
車の接近
と交通規
制の徹底
を促す車
載型多重
ミニ放送
局の容
認。

移動ミニ放送局（緊急自動車等に配
備）による放送により、路上での安
全性を高める。対象は通行中の車
両が主であるが、周辺の一般家庭
および事務所等も含まれる。実行に
当たっては無線局としての認可を得
る。具体的には、電波法５２条では、
目的外利用の事由として「非常通
信」が含まれるが、今回のケースも
「非常通信」に含まれるという規制の
特例事項の提案になると思われる。
あわせて、５３条、５４条の適用除外
は「遭難通信」にしか認められてい
ないがこれに「非常通信」を加えるこ
とになる。電波法に多重発信の禁止
項目はないが、実行するには規制を
うけるとおもわれる。又、多重発信
の結果電波の品質基準の達成が問
題となり、緩和が必要である。放送
法第３条「放送番組編集の自由」と
の関係で特例措置を講じるという提
案及び、６条の２で災害に役立つ放
送と書いてあるので、そこにこの
ケースを加える。

現放送規定に例外を設
け、市民の安全を確保する
為に緊急自動車に一定の
基準のもとに認可周波数
での警報放送をみとめる。
この場合、当該地域で使用
されている複数の周波数で
放送する。ＡＭ及びＦＭ双
方に対処する。ハードウェ
アに関しては、米国で第一
段階の実験に成功してお
り、今後、2年以内に実用
機器を完成させる予定であ
る。

041050

ＩＰテレビ
による
難視聴
解消の
有線テ
レビジョ
ン放送
法等の
特例

有線テレビ
ジョン放送
法第２条、
第３条及び
第１３条第２
項

有線テレビジョン放送（有
線放送（公衆によつて直接
受信されることを目的とす
る有線電気通信の送信）で
あつて、有線ラジオ放送以
外のもの）を行うための有
線電気通信設備（有線テレ
ビジョン放送施設）を設置
し、当該施設により有線テ
レビジョン放送の業務を行
おうとする者は、当該施設
の設置について、総務大
臣の許可を受けなければ
ならない。
また、有線テレビジョン放
送事業者は、放送事業者
の同意を得なければ、その
テレビジョン放送等を受信
し、これを再送信してはな
らない。

Ｅ

ＩＰマルチキャスト方式による放送は有線テレビジョン放送法における許
可の対象として何ら排除されているものでなく、事実誤認である。
また、再送信同意は、放送事業者の有線テレビジョン放送事業者に対
する民間当事者間の同意であって、提案のように、放送事業者による
同意がないにもかかわらず行政がこれを「得ているものとみなす」こと
のできる性格のものではない。
なお、有線テレビジョン放送法上「有線テレビジョン放送」に該当するか
どうかと、著作権法上の扱いは全く別個のものである。

提案主体が実施し
ている事業は、有線
テレビジョン放送法
又は電気通信役務
利用放送法に基づく
許可又は登録に際
して民間事業者間
の再送信同意を除く
限りにおいては、技
術的な基準に関して
何ら問題ないものと
解してよいか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

役務利用放送法（総務省：ＩＰテレビによる難視聴解消の有線テレビジョン放送法等の特例）
①今回の特区申請は、総務省のｅ－まちづくり事業で採択された本村のＩＰマルチキャスト方式によ
るテレビの再送信を、総務省が「法律上『通信』とも『放送』とも判断できない」としたことに端を発して
います。一方「ＩＰマルチキャスト方式による放送は、同法の許可対象として何ら排除されているもの
ではなく、事実誤認」との回答からは、本村の行う事業は、「放送」であることが確認されました。２０
０３年１２月１日、地上波デジタル放送が東京、大阪、名古屋の三大都市圏で始まり、２０１１年まで
に全国でデジタル化を完了する事業がスタートし、その開局式で小泉総理は「この放送を一日も早く
国民一人ひとりが見られるよう希望する」と述べられました。しかし、栄村のような山間地域において
は、現行の地上アナログ放送すらまともに見られない現実があり、地域住民にとって情報格差もは
なはだしい実態があります。したがって、本村のＩＰマルチキャスト方式によるテレビの再送信が、ど
のような手続きでＣＡＴＶの許可が取得できるのか御教示ください。万が一、許可対象としては排除さ
れないが、許可基準等の未整備の問題で許可の取得の目途が立たないような状況にあるのであれ
ば、「難視聴解消」という国民的課題に取り組むため、以下に示すような施設の許可基準等の適用
除外など今回の特区申請の内容を認めていただくことを要望します。
● 電気通信役務利用放送法第二条第四号では利用する電気通信役務は電気通信事業法に規定
されている必要があるが、電気通信役務を提供する栄村有線放送電話組合は電気通信事業法によ
る通信事業者でないので、これを特区扱いにより電気通信役務提供事業者扱いとすることを要望し
たものです。ちなみに、栄村有線放送電話組合は有線電気通信法による通信事業者であることと、
使用するADSL通信用の加入者メタル回線の品質がＮＴＴ東日本の提供する加入電話回線品質に比
べて良好であることから、栄村有線放送電話組合が提供する通信役務は当該放送サービスを提供
する上で技術的、運用的な課題はありません。村内ADSLユーザの8割以上の家庭で5メガｂｐｓ以上
の回線速度を確保しています。

②再送信同意は民間当事者間の同意である
ことは事実であるが、同法に基づく同時再送信
であり、しかも難視聴解消という公共の福祉を
目的とするものを認めない放送事業者がいる
という現実に鑑み、著作権法上とは関係のな
い放送法上の届出には再送信同意が必要な
いという特例を希望するものです。また、民間
当事者間の問題であればことさら法律で規定
する必要はないはずで、民間当事者間の問題
を法律に規定しているがゆえに「法律上の規
制」と同様な効果を持つにいたっているのが現
状です。放送事業者にとっても、放送エリア内
の視聴できなかった地域が視聴可能エリアに
変わるわけで、拒否する合理的理由があると
は思えません。したがって、難視聴地域に限っ
て「再送信同意を得ているものと見なす」こと
は、規制の緩和による実害もないうえ、早急な
難視聴の解消のために必要です。
当然、著作権法上の権利処理とは別問題で
す。

提案主体の事業の詳細が明らかでないため、当該事業が「放送」であ
るのか否か、技術的な基準に関して問題があるのか否かについて、現
時点で回答することは困難である。今後、必要があれば個別にご相談
頂きたい。

1158010 栄村

ＩＰテレ
ビによ
る難視
聴解
消特
区

ＩＰテレビ
による難
視聴解消
の有線テ
レビジョン
放送法上
の特例

難視聴地域において､その解
消のため､有線テレビジョン放
送法等既存の法律に該当しな
い施設･方法により、その地域
内で、テレビの再送信を行う場
合であって、ＣＡＴＶの設置や中
継局の設置などが困難であり、
かつ、当面設置が見込めない
場合は、次の特例措置を講ず
ることを提案する。
●有線テレビジョン放送法の特
例（①この施設については､有
線テレビジョン放送法第４条の
許可の基準を適用せず､特認
施設として設置を許可するこ
と。②この施設については､同
法第１３条第２項の再送信同
意について､得ているものと見
なすこと。）

村内にある白鳥地区共同
受信施設で受信している電
波を利用し同地区公民館
内にチューナー内蔵のエン
コードサーバを設置しＩＰ信
号に変換して有線本局に
ある配信サーバに送信。こ
こから各局舎を経由してＩＰ
マルチキャスト方式で各家
庭に映像を配信する。この
方式により、村内全地域で
難視聴を解消できる条件
が整う。

041050

ＩＰテレビ
による
難視聴
解消の
有線テ
レビジョ
ン放送
法等の
特例

有線テレビ
ジョン放送
法第２条、
第３条及び
第１３条第２
項

有線テレビジョン放送（有
線放送（公衆によつて直接
受信されることを目的とす
る有線電気通信の送信）で
あつて、有線ラジオ放送以
外のもの）を行うための有
線電気通信設備（有線テレ
ビジョン放送施設）を設置
し、当該施設により有線テ
レビジョン放送の業務を行
おうとする者は、当該施設
の設置について、総務大
臣の許可を受けなければ
ならない。
また、有線テレビジョン放
送事業者は、放送事業者
の同意を得なければ、その
テレビジョン放送等を受信
し、これを再送信してはな
らない。

Ｅ

ＩＰマルチキャスト方式による放送は有線テレビジョン放送法における許
可の対象として何ら排除されているものでなく、事実誤認である。
また、再送信同意は、放送事業者の有線テレビジョン放送事業者に対
する民間当事者間の同意であって、提案のように、放送事業者による
同意がないにもかかわらず行政がこれを「得ているものとみなす」こと
のできる性格のものではない。
なお、有線テレビジョン放送法上「有線テレビジョン放送」に該当するか
どうかと、著作権法上の扱いは全く別個のものである。

提案主体が実施し
ている事業は、有線
テレビジョン放送法
又は電気通信役務
利用放送法に基づく
許可又は登録に際
して民間事業者間
の再送信同意を除く
限りにおいては、技
術的な基準に関して
何ら問題ないものと
解してよいか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

①今回の特区申請は、総務省のｅ－まちづくり事業で採択された栄村のＩＰマルチキャ
スト方式によるテレビの再送信を、総務省が「法律上『通信』とも『放送』とも判断でき
ない」としたことに端を発しています。一方「ＩＰマルチキャスト方式による放送は、同法
の許可対象として何ら排除されているものではなく、事実誤認」との回答からは、栄村
の行う事業は、「放送」であることが確認されました。２００３年１２月１日、地上波デジ
タル放送が東京、大阪、名古屋の三大都市圏で始まり、２０１１年までに全国でデジタ
ル化を完了する事業がスタートし、その開局式で小泉総理は「この放送を一日も早く
国民一人ひとりが見られるよう希望する」と述べられました。しかし、栄村のような山間
地域においては、現行の地上アナログ放送すらまともに見られない現実があり、地域
住民にとって情報格差もはなはだしい実態があります。したがって、栄村のＩＰマルチ
キャスト方式によるテレビの再送信が、どのような手続きで放送の許可が取得できる
のか御教示ください。万が一、許可対象としては排除されないが、許可基準等の未整
備の問題で許可の取得の目途が立たないような状況にあるのであれば、「難視聴解
消」という国民的課題に取り組むため、以下に示すような施設の許可基準等の適用除
外など今回の特区申請の内容を認めていただくことを要望します。
● 有線テレビジョン放送法第四条第一項第二号に定める技術上の基準は、有線テレ
ビジョン放送施行規則の第二章第二節技術基準に定められているが、その第二款か
ら第七款のいずれもIPマルチキャスト方式の条件を規定していないので、これを特区
扱いにより技術基準を満たさなくても、許可取得できるよう要望したものです。

②再送信同意は民間当事者間の同意である
ことは事実であるが、同法に基づく同時再送信
であり、しかも難視聴解消という公共の福祉を
目的とするものを認めない放送事業者がいる
という現実に鑑み、著作権法上とは関係のな
い放送法上の届出には再送信同意が必要な
いという特例を希望するものです。また、民間
当事者間の問題であればことさら法律で規定
する必要はないはずで、民間当事者間の問題
を法律に規定しているがゆえに「法律上の規
制」と同様な効果を持つにいたっているのが現
状です。放送事業者にとっても、放送エリア内
の視聴できなかった地域が視聴可能エリアに
変わるわけで、拒否する合理的理由があると
は思えません。したがって、難視聴地域に限っ
て「再送信同意を得ているものと見なす」こと
は、規制の緩和による実害もないうえ、早急な
難視聴の解消のために必要です。
当然、著作権法上の権利処理とは別問題で
す。

提案主体の事業の詳細が明らかでないため、当該事業が「放送」であ
るのか否か、技術的な基準に関して問題があるのか否かについて、現
時点で回答することは困難である。今後、必要があれば個別にご相談
頂きたい。
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ＩＰテレビ
による難
視聴解消
の有線テ
レビジョン
放送法上
の特例

難視聴地域において､その解
消のため､有線テレビジョン放
送法等既存の法律に該当しな
い施設･方法により、その地域
内で、テレビの再送信を行う場
合であって、ＣＡＴＶの設置や中
継局の設置などが困難であり、
かつ、当面設置が見込めない
場合は、次の特例措置を講ず
ることを提案する。
●有線テレビジョン放送法の特
例（①この施設については､有
線テレビジョン放送法第４条の
許可の基準を適用せず､特認
施設として設置を許可するこ
と。②この施設については､同
法第１３条第２項の再送信同
意について､得ているものと見
なすこと。）

村内にある白鳥地区共同
受信施設で受信している電
波を利用し同地区公民館
内にチューナー内蔵のエン
コードサーバを設置しＩＰ信
号に変換して有線本局に
ある配信サーバに送信。こ
こから各局舎を経由してＩＰ
マルチキャスト方式で各家
庭に映像を配信する。この
方式により、村内全地域で
難視聴を解消できる条件
が整う。

041050

ＩＰテレビ
による
難視聴
解消の
有線テ
レビジョ
ン放送
法等の
特例

電気通信役
務
利用放送法
第２条、
第３条及び
第１２条

電気通信役務利用放送
（公衆によつて直接受信さ
れることを目的とする電気
通信の送信であつて、その
全部又は一部を電気通信
事業を営む者が提供する
電気通信役務を利用して
行うもの）の業務を行おうと
する者は、総務大臣の登
録を受けなければならな
い。
また、電気通信役務利用
放送事業者は、放送事業
者の同意を得なければ、そ
のテレビジョン放送等を受
信し、これを再送信しては
ならない。

Ｅ

ＩＰマルチキャスト方式による放送は電気通信役務利用放送法における
登録の対象として何ら排除されているものでなく、事実誤認である。
また、再送信同意は、放送事業者の電気通信役務利用放送事業者に
対する民間当事者間の同意であって、提案のように、放送事業者によ
る同意がないにもかかわらず行政がこれを「得ているものとみなす」こと
のできる性格のものではない。
なお、電気通信役務利用放送法上「電気通信役務利用放送法」に該当
するかどうかと、著作権法上の扱いは全く別個のものである。

提案主体が実施し
ている事業は、有線
テレビジョン放送法
又は電気通信役務
利用放送法に基づく
許可又は登録に際
して民間事業者間
の再送信同意を除く
限りにおいては、技
術的な基準に関して
何ら問題ないものと
解してよいか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

役務利用放送法（総務省：ＩＰテレビによる難視聴解消の有線テレビジョン放送法等の特例）
①今回の特区申請は、総務省のｅ－まちづくり事業で採択された本村のＩＰマルチキャスト方式によ
るテレビの再送信を、総務省が「法律上『通信』とも『放送』とも判断できない」としたことに端を発して
います。一方「ＩＰマルチキャスト方式による放送は、同法の許可対象として何ら排除されているもの
ではなく、事実誤認」との回答からは、本村の行う事業は、「放送」であることが確認されました。２０
０３年１２月１日、地上波デジタル放送が東京、大阪、名古屋の三大都市圏で始まり、２０１１年まで
に全国でデジタル化を完了する事業がスタートし、その開局式で小泉総理は「この放送を一日も早く
国民一人ひとりが見られるよう希望する」と述べられました。しかし、栄村のような山間地域において
は、現行の地上アナログ放送すらまともに見られない現実があり、地域住民にとって情報格差もは
なはだしい実態があります。したがって、本村のＩＰマルチキャスト方式によるテレビの再送信が、ど
のような手続きでＣＡＴＶの許可が取得できるのか御教示ください。万が一、許可対象としては排除さ
れないが、許可基準等の未整備の問題で許可の取得の目途が立たないような状況にあるのであれ
ば、「難視聴解消」という国民的課題に取り組むため、以下に示すような施設の許可基準等の適用
除外など今回の特区申請の内容を認めていただくことを要望します。
● 電気通信役務利用放送法第二条第四号では利用する電気通信役務は電気通信事業法に規定
されている必要があるが、電気通信役務を提供する栄村有線放送電話組合は電気通信事業法によ
る通信事業者でないので、これを特区扱いにより電気通信役務提供事業者扱いとすることを要望し
たものです。ちなみに、栄村有線放送電話組合は有線電気通信法による通信事業者であることと、
使用するADSL通信用の加入者メタル回線の品質がＮＴＴ東日本の提供する加入電話回線品質に比
べて良好であることから、栄村有線放送電話組合が提供する通信役務は当該放送サービスを提供
する上で技術的、運用的な課題はありません。村内ADSLユーザの8割以上の家庭で5メガｂｐｓ以上
の回線速度を確保しています。

②再送信同意は民間当事者間の同意である
ことは事実であるが、同法に基づく同時再送信
であり、しかも難視聴解消という公共の福祉を
目的とするものを認めない放送事業者がいる
という現実に鑑み、著作権法上とは関係のな
い放送法上の届出には再送信同意が必要な
いという特例を希望するものです。また、民間
当事者間の問題であればことさら法律で規定
する必要はないはずで、民間当事者間の問題
を法律に規定しているがゆえに「法律上の規
制」と同様な効果を持つにいたっているのが現
状です。放送事業者にとっても、放送エリア内
の視聴できなかった地域が視聴可能エリアに
変わるわけで、拒否する合理的理由があると
は思えません。したがって、難視聴地域に限っ
て「再送信同意を得ているものと見なす」こと
は、規制の緩和による実害もないうえ、早急な
難視聴の解消のために必要です。
当然、著作権法上の権利処理とは別問題で
す。

提案主体の事業の詳細が明らかでないため、当該事業が「放送」であ
るのか否か、技術的な基準に関して問題があるのか否かについて、現
時点で回答することは困難である。今後、必要があれば個別にご相談
頂きたい。
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視聴解消
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用放送法
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難視聴地域において､その解消のた
め､有線テレビジョン放送法等既存
の法律に該当しない施設･方法によ
り、その地域内で、テレビの再送信
を行う場合であって、ＣＡＴＶの設置
や中継局の設置などが技術的・経
済的に困難であり、かつ、当面設置
が見込めない場合は、次の特例措
置を講ずることを提案する。
●電気通信役務利用放送法の特例
（①この施設の設置に際し、利用す
る通信役務が有線放送電話施設で
あっても、電気通信役務利用放送法
第２条の定義にかかわらず同法第３
条の登録対象とすること。②この業
務の登録については､電気通信役務
利用放送法第５条第１項第５号の技
術基準の適用を除外し､電気通信役
務利用放送業務の登録を行うこと。
③この業務については､同法第１２
条の再送信同意について、得ている
ものと見なすこと。）

村内にある白鳥地区共同
受信施設で受信している電
波を利用し同地区公民館
内にチューナー内蔵のエン
コードサーバを設置しＩＰ信
号に変換して有線本局に
ある配信サーバに送信。こ
こから各局舎を経由してＩＰ
マルチキャスト方式で各家
庭に映像を配信する。この
方式により、村内全地域で
難視聴を解消できる条件
が整う。
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による
難視聴
解消の
有線テ
レビジョ
ン放送
法等の
特例

電気通信役
務
利用放送法
第２条、
第３条及び
第１２条

電気通信役務利用放送
（公衆によつて直接受信さ
れることを目的とする電気
通信の送信であつて、その
全部又は一部を電気通信
事業を営む者が提供する
電気通信役務を利用して
行うもの）の業務を行おうと
する者は、総務大臣の登
録を受けなければならな
い。
また、電気通信役務利用
放送事業者は、放送事業
者の同意を得なければ、そ
のテレビジョン放送等を受
信し、これを再送信しては
ならない。

Ｅ

ＩＰマルチキャスト方式による放送は電気通信役務利用放送法における
登録の対象として何ら排除されているものでなく、事実誤認である。
また、再送信同意は、放送事業者の電気通信役務利用放送事業者に
対する民間当事者間の同意であって、提案のように、放送事業者によ
る同意がないにもかかわらず行政がこれを「得ているものとみなす」こと
のできる性格のものではない。
なお、電気通信役務利用放送法上「電気通信役務利用放送法」に該当
するかどうかと、著作権法上の扱いは全く別個のものである。

提案主体が実施し
ている事業は、有線
テレビジョン放送法
又は電気通信役務
利用放送法に基づく
許可又は登録に際
して民間事業者間
の再送信同意を除く
限りにおいては、技
術的な基準に関して
何ら問題ないものと
解してよいか。
併せて、右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

①今回の特区申請は、総務省のｅ－まちづくり事業で採択された栄村のＩＰマルチキャスト方式によ
るテレビの再送信を、総務省が「法律上『通信』とも『放送』とも判断できない」としたことに端を発して
います。一方「ＩＰマルチキャスト方式による放送は、同法の許可対象として何ら排除されているもの
ではなく、事実誤認」との回答からは、栄村の行う事業は、「放送」であることが確認されました。２０
０３年１２月１日、地上波デジタル放送が東京、大阪、名古屋の三大都市圏で始まり、２０１１年まで
に全国でデジタル化を完了する事業がスタートし、その開局式で小泉総理は「この放送を一日も早く
国民一人ひとりが見られるよう希望する」と述べられました。しかし、栄村のような山間地域において
は、現行の地上アナログ放送すらまともに見られない現実があり、地域住民にとって情報格差もは
なはだしい実態があります。したがって、栄村のＩＰマルチキャスト方式によるテレビの再送信が、ど
のような手続きで放送の許可が取得できるのか御教示ください。万が一、許可対象としては排除さ
れないが、許可基準等の未整備の問題で許可の取得の目途が立たないような状況にあるのであれ
ば、「難視聴解消」という国民的課題に取り組むため、以下に示すような施設の許可基準等の適用
除外など今回の特区申請の内容を認めていただくことを要望します。
● 電気通信役務利用放送法第二条第四号では利用する電気通信役務は電気通信事業法に規定
されている必要があるが、電気通信役務を提供する栄村有線放送電話組合は電気通信事業法によ
る通信事業者でないので、これを特区扱いにより電気通信役務提供事業者扱いとすることを要望し
たものです。ちなみに、栄村有線放送電話組合は有線電気通信法による通信事業者であることと、
使用するADSL通信用の加入者メタル回線の品質がＮＴＴ東日本の提供する加入電話回線品質に比
べて良好であることから、栄村有線放送電話組合が提供する通信役務は当該放送サービスを提供
する上で技術的、運用的な課題はありません。村内ADSLユーザの8割以上の家庭で5メガｂｐｓ以上
の回線速度を確保しています。

②再送信同意は民間当事者間の同意である
ことは事実であるが、同法に基づく同時再送信
であり、しかも難視聴解消という公共の福祉を
目的とするものを認めない放送事業者がいる
という現実に鑑み、著作権法上とは関係のな
い放送法上の届出には再送信同意が必要な
いという特例を希望するものです。また、民間
当事者間の問題であればことさら法律で規定
する必要はないはずで、民間当事者間の問題
を法律に規定しているがゆえに「法律上の規
制」と同様な効果を持つにいたっているのが現
状です。放送事業者にとっても、放送エリア内
の視聴できなかった地域が視聴可能エリアに
変わるわけで、拒否する合理的理由があると
は思えません。したがって、難視聴地域に限っ
て「再送信同意を得ているものと見なす」こと
は、規制の緩和による実害もないうえ、早急な
難視聴の解消のために必要です。
当然、著作権法上の権利処理とは別問題で
す。

提案主体の事業の詳細が明らかでないため、当該事業が「放送」であ
るのか否か、技術的な基準に関して問題があるのか否かについて、現
時点で回答することは困難である。今後、必要があれば個別にご相談
頂きたい。
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視聴解消
の電気通
信役務利
用放送法
上の特例

難視聴地域において､その解消のた
め､有線テレビジョン放送法等既存
の法律に該当しない施設･方法によ
り、その地域内で、テレビの再送信
を行う場合であって、ＣＡＴＶの設置
や中継局の設置などが技術的・経
済的に困難であり、かつ、当面設置
が見込めない場合は、次の特例措
置を講ずることを提案する。
●電気通信役務利用放送法の特例
（①この施設の設置に際し、利用す
る通信役務が有線放送電話施設で
あっても、電気通信役務利用放送法
第２条の定義にかかわらず同法第３
条の登録対象とすること。②この業
務の登録については､電気通信役務
利用放送法第５条第１項第５号の技
術基準の適用を除外し､電気通信役
務利用放送業務の登録を行うこと。
③この業務については､同法第１２
条の再送信同意について、得ている
ものと見なすこと。）

村内にある白鳥地区共同
受信施設で受信している電
波を利用し同地区公民館
内にチューナー内蔵のエン
コードサーバを設置しＩＰ信
号に変換して有線本局に
ある配信サーバに送信。こ
こから各局舎を経由してＩＰ
マルチキャスト方式で各家
庭に映像を配信する。この
方式により、村内全地域で
難視聴を解消できる条件
が整う。
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総務省

管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)

各府省庁からの回
答に対する構造改
革特区推進室から
の再検討要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの
回答に対する構
造改革特区推進
室からの再々検
討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

提案
主体
名

特区
計画・
プロ
ジェク
トの名
称

規制の特
例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

041050

ＩＰテレビ
による
難視聴
解消の
有線テ
レビジョ
ン放送
法等の
特例

有線ラジオ
放送業務の
運用の規正
に関する
法律
第２条、
第３条及び
第５条

有線ラジオ放送の業務を
行う者は、その旨の届出書
を総務大臣に提出しなけ
ればならない。
また、有線ラジオ放送事業
者は、ラジオ放送事業者の
同意を得なければ、そのラ
ジオ放送を受信し、これを
再送信してはならない。

Ｅ
本提案は、テレビジョン放送に関するものであるが、有線ラジオ放送業
務の運用の規正に関する法律はテレビジョン放送に関して適用される
ものではなく、本提案とは無関係なものである。

1158030 栄村

ＩＰテレ
ビによ
る難視
聴解
消特
区

ＩＰテレビ
による難
視聴解消
の有線ラ
ジオ放送
法上の特
例

難視聴地域において､その
解消のため､有線テレビ
ジョン放送法等既存の法
律に該当しない施設･方法
により、その地域内で、テ
レビの再送信を行う場合で
あって、ＣＡＴＶの設置や中
継局の設置などが困難で
あり、かつ、当面設置が見
込めない場合は、次の特
例措置を講ずることを提案
する。
●有線ラジオ放送法の特
例（①この業務を有線ラジ
オ放送業務の運用の規正
に関する法律第３条の届
出対象施設とすること。②
この業務については､同法
第５条の再送信同意につ
いて､得ているものと見な
すこと。）

村内にある白鳥地区共同
受信施設で受信している電
波を利用し同地区公民館
内にチューナー内蔵のエン
コードサーバを設置しＩＰ信
号に変換して有線本局に
ある配信サーバに送信。こ
こから各局舎を経由してＩＰ
マルチキャスト方式で各家
庭に映像を配信する。この
方式により、村内全地域で
難視聴を解消できる条件
が整う。

041050

ＩＰテレビ
による
難視聴
解消の
有線テ
レビジョ
ン放送
法等の
特例

有線ラジオ
放送業務の
運用の規正
に関する
法律
第２条、
第３条及び
第５条

有線ラジオ放送の業務を
行う者は、その旨の届出書
を総務大臣に提出しなけ
ればならない。
また、有線ラジオ放送事業
者は、ラジオ放送事業者の
同意を得なければ、そのラ
ジオ放送を受信し、これを
再送信してはならない。

Ｅ
本提案は、テレビジョン放送に関するものであるが、有線ラジオ放送業
務の運用の規正に関する法律はテレビジョン放送に関して適用される
ものではなく、本提案とは無関係なものである。

3091030

株式
会社
長野
県協
同電
算

IPテレ
ビによ
る難視
聴解
消特
区

ＩＰテレビ
による難
視聴解消
の有線ラ
ジオ放送
法上の特
例

難視聴地域において､その
解消のため､有線テレビ
ジョン放送法等既存の法
律に該当しない施設･方法
により、その地域内で、テ
レビの再送信を行う場合で
あって、ＣＡＴＶの設置や中
継局の設置などが困難で
あり、かつ、当面設置が見
込めない場合は、次の特
例措置を講ずることを提案
する。
●有線ラジオ放送法の特
例（①この業務を有線ラジ
オ放送業務の運用の規正
に関する法律第３条の届
出対象施設とすること。②
この業務については､同法
第５条の再送信同意につ
いて､得ているものと見な
すこと。）

村内にある白鳥地区共同
受信施設で受信している電
波を利用し同地区公民館
内にチューナー内蔵のエン
コードサーバを設置しＩＰ信
号に変換して有線本局に
ある配信サーバに送信。こ
こから各局舎を経由してＩＰ
マルチキャスト方式で各家
庭に映像を配信する。この
方式により、村内全地域で
難視聴を解消できる条件
が整う。

041060

実験用
無線局
の開設
要件の
緩和

電波法第４条
無線局を開設しようとする
者は、総務大臣の免許を
受けなければならない。

D-3 Ⅲ

　総務省では、電波有効利用技術開発を促進するため、実験無線局の
開設を推進することは重要な課題であると認識しており、現在、既存無
線局への混信が発生しないことを前提として、免許期間を一年程度の
短期間の実験局について、周波数の確保や落成検査の不要化などそ
の開設に要する手続きの簡素化、処理期間の短縮等により、これまで
より容易に開設ができるようにするなど、大幅な規制緩和の実施に向
けた制度整備を進めており、免許取得にかかる負担は大幅に軽減され
る予定。（平成15年度中の実施に向け、平成15年12月10日に関係省令
の一部改正案を電波監理審議会へ諮問済。）
　ただし、実験局は、今までに存在しない送信方式について技術的に検
証する無線局であることから、たとえ短期間で地域を限定し、出力、周
波数等について一定の条件を設けたとしても、広範な地域において多
大な支障を及ぼす懸念があるので、総務大臣による必要最小限の
チェックが必要であり、免許制度を採用しているところ。かかる観点か
ら、実験局免許については、届出制とすることは適当でない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

○提案は、届出制に類似した諸手続きが簡略化され、免許取得後の法定
検査等維持管理にかかる負担も軽減された、簡易な免許を特例として認
められないかというものである。　○回答では、開設に要する手続きについ
て簡素化が進められているが、免許取得後については示されていない。取
得後の諸手続きについても簡素化が必要であり、届出制に準ずる簡易な
免許を要望するものであり、再度、検討をお願いしたい。

　総務省では、電波有効利用技術開発を促進するため、実験無線局の
開設を推進することは重要な課題であると認識しており、現在、既存無
線局への混信が発生しないことを前提として、免許期間を一年程度の
短期間の実験局について、周波数の確保や落成検査の不要化などそ
の開設に要する手続きの簡素化、処理期間の短縮等により、これまで
より容易に開設ができるようにするなど、大幅な規制緩和の実施に向
けた特定実験局の制度整備を進めており、免許取得にかかる負担は
大幅に軽減される予定。（平成15年度中の実施に向け、平成15年12月
10日に関係省令の一部改正案を電波監理審議会へ諮問済。平成16年
2月6日に答申予定。）
　ただし、実験局は、今までに存在しない送信方式について技術的に検
証する無線局であることから、たとえ短期間で地域を限定し、出力、周
波数等について一定の条件を設けたとしても、広範な地域において多
大な支障を及ぼす懸念があるので、総務大臣による必要最小限の
チェックが必要であり、免許制度を採用しているところ。かかる観点か
ら、実験局免許については、届出制とすることは適当でない。
　なお、免許取得後の諸手続については、実験局では既に定期検査が
省略されているところであり、特段の負担はないものと考えている。

1124100

東京
都、神
奈川
県、横
浜市、
川崎
市

東京
湾岸
地域
におけ
る経済
特区

実験用無
線局の開
設要件の
緩和

実験用無線局について
は、一定の条件のもと、届
出制に準じた短期間の簡
易免許の創設を行う。

実験局の開設の上で、手
続きの簡素化、迅速化や
負担の軽減が図られ、災
害現場等での使用を想定
したロボットの遠隔操作実
験や携帯電話端末等の
フィールド実験が促進され
る。

041070

航空無
線の異
免許人
間通信
の認可

電波法第１０
３条の４第２
項第１号

飛来する外国籍機に開設
した無線局の通信が電波
法第１０３条の４第２項第２
号に該当する場合、当該
無線局と航空局（異免許
人）との通信は可能。

P P（提案主体に提案趣旨確認中）
早急に確認のうえ、
回答されたい。

B
不定期便の外国籍機に開設された無線局と航空局の間で航空事業用
の通信を行えるよう、電波法施行規則第３７条の規定を改正するため、
電波監理審議会に諮り、結論を踏まえ、平成１６年度中に対応を行う。

3024010

中日
本航
空株
式会
社

 名古
屋空
港 ＦＢ
Ｏ

航空無線
の異免許
人間通信
の認可

現在我が社は名古屋空港
を基地としてＶＨＦとＨＦの
航空無線の認可を受けて
いるが、一元化後の名古
屋空港でＦＢＯを運営して
外来機等にサービスをする
ためには他社（外国籍機）
等との交信が必要である。
異免許人との交信が可能
にならなければならない。

一元化後の名古屋空港で
外来機等にもホスピタル
ティーに満ちたＦＢＯを運営
し名古屋空港の発展に寄
与したい。
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